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は じ め に 

 

 ２１世紀は人権の世紀といわれており、人権尊重の理念の普及・定着を図り、お互いの

存在や尊厳をかけがえのないものとして、すべての人の人権が尊重される社会の実現が求

められています。 

 本市においては、「橋本市人権尊重の社会づくり条例」と「橋本市人権擁護都市宣言」を

合併時の平成１８年に改めて制定等を行い、また、平成２０年３月には人権施策の指針と

なる「橋本市人権施策基本方針」を改訂するなど、市民一人ひとりが個人として尊重され、

人間らしく生きていける社会をめざし積極的に取り組み、「このまちに住んでよかった」「こ

のまちに住んでみたい」と言っていただけるまちづくりに努めてまいりました。 

 しかし、私たちの周りには、女性、子ども、高齢者、障がい者、同和問題、在日外国人

の問題など、依然として存在し、また、社会情勢の進展に伴い新たな人権問題も生じ、人

権問題の取組は多様化・複雑化しています。 

 こうした中、本市が推進してきた様々な取組の成果や課題を明らかにし、より一層、効

果的なものにしていくための基礎的な資料を得ることを目的として、「橋本市人権に関する

市民意識調査」を実施しました。 

 今後は、本報告書に示された調査結果を人権課題の解決に向けた諸施策に生かし、差別

や偏見のない、真に人権文化が創造されたまちづくりを進めて参りたいと考えております。 

 おわりに、この調査の実施にあたり、ご協力いただきました市民の皆様や橋本市人権啓

発推進委員会委員の皆様に心からお礼申し上げます。 

 

  平成 23年 3 月 

 

                         橋本市長 木下 善之 
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ⅠⅠⅠⅠ．．．．調査調査調査調査のののの概要概要概要概要    
 

１１１１．．．．調査調査調査調査目的目的目的目的    

本調査は、橋本市民の人権問題についての意識の実態を把握し、今後の人権施策を

推進していく上での基礎資料を得るために実施しました。 

 

２２２２．．．．調査調査調査調査項目項目項目項目    

１．人権全般について 

２．女性の人権について 

３．子どもの人権について 

４．高齢者の人権について 

５．障がい者の人権について 

６．同和問題について 

７．外国人の人権について 

８．感染症（ハンセン病、ＨＩＶ等）や難病等患者の人権について 

９．犯罪被害者およびその家族の人権について 

10．刑を終えた人に関する人権について 

11．情報と人権について 

12．人権課題等の解決のために 

13．回答者の基本属性 

    

３３３３．．．．調査設計調査設計調査設計調査設計 

調査地域  橋本市全域 

調査対象者 橋本市在住の 20歳以上の男女 

調査人数  2,000 人 

調査期間  平成 22 年 10 月 8日～10月 22 日 

調査方法  無作為抽出（性別・年令階層別） 

郵送による調査票の配布・回収 

 

４４４４．．．．回収結果回収結果回収結果回収結果    

    

調査票 
調査対象者数 

（発送数） 
有効回答数 有効回答率 

人権に関する市民意識調査 2,000 918 45.9％ 

* 無効票（白票等の無効回答）はありません。 
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５５５５．．．．標本誤差標本誤差標本誤差標本誤差    

本調査は、標本調査であり、標本による測定値（調査の結果）に基づいて母集団

値を推定する。 

調査の結果、918 件を回収し、95%の信頼度のもとで、標本誤差は、3.3％以内であっ

た。 

表 信頼度 95％における主要な％の信頼区間の 1/2 幅 

％ 1/2 幅 

50 3.3 

55 45 3.3 

60 40 3.2 

65 35 3.1 

70 30 3.0 

75 25 2.8 

80 20 2.6 

85 15 2.3 

90 10 2.0 

95 5 1.4 

 

２√（Ｎ－ｎ）・Ｐ（100－Ｐ）／（Ｎ－１）・ｎ 

Ｎ：母集団数（55,342 人） 

ｎ：標本数（918 人） 

Ｐ：測定値（％） 

注：母集団数は平成 22年９月末現在の 20 歳以上の人口 

    
６６６６．．．．報告書報告書報告書報告書のののの見方見方見方見方    

    

・図表のタイトルの中に、「Ｎ」とあるのは、「回答者数」のことです。 

・設問が複数回答の場合は、図表のタイトルの中に「複数回答」と示しています。その

あとに例えば「３」と記載している場合は、○を付けることのできる選択肢数が３つ

までであり、また特に記載がない場合はいくつでも選択肢に○を付けてよいことを示

しています。 

・集計図表は、小数点第２位を四捨五入して算出しました。したがって、回答比率を合

計しても 100％にならない場合もあります。 

・回答比率はその設問の回答者数を母数として算出しました。複数回答の設問はすべて

の比率を合計すると 100％を超える場合もあります。 

・職業別については「その他」を「パート・アルバイト」、「主婦・家事手伝い」、「無職」、

「その他」の選択肢に再分類しました。 

・クロス集計表について、回答率の高い選択肢に網かけをしています。 
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ⅡⅡⅡⅡ．．．．回回回回答者答者答者答者のののの基本基本基本基本属性属性属性属性    

１．性別 

回答者の性別は、「男性」が 43.8%、「女性」が 55.3%と、女性の方が多い。 

 

性別（N=918） 

女性
55.3%

男性
43.8%

無回答
0.9%

 

２．年齢 

回答者の年齢は、「60～69 歳」が 21.6％で最も多く、次いで「50～59 歳」が 20.5%、「40

～49 歳」が 15.8%となっている。 

 

年齢（平成 22 年 10 月 1 日現在）（N=918） 

５０歳～５９歳
20.5%

７０歳以上
15.0%

無回答
1.1%

６０歳～６９歳
21.6%

４０歳～４９歳
15.8%

２０歳～２９歳
11.3%

３０歳～３９歳
14.7%

 

 



 4 

３．職業 

回答者の職業は、「会社員・団体職員」が 26.3％で最も多く、次いで「主婦・家事手伝

い」が 16.4％、「自営業（農林水産業をのぞく商工サービス業、自由業などの事業主とそ

の家族従業員）」が 9.7%などとなっている。 

 

職業（N=918） 

無職
15.1%

無回答
4.8%

その他
7.6%

学生
2.5%

公務員
5.3%

農林水産業（農林水
産業の事業主とその

家族従業員）
4.0%

自営業（農林水産業
をのぞく商工サービス
業、自由業などの事
業主とその家族従業

員）
9.7%

主婦・家事手伝い
16.4%

会社員・団体職員
26.3%

パート・アルバイト
8.2%

 

４．家族構成 

回答者の家族構成は、「夫婦と子」が 40.4％で最も多く、次いで「夫婦のみ」が 19.1%、

「３世代」が 14.5％などとなっている。 

 

家族構成（N=918） 

 

無回答
0.8%

３世代
14.5%

夫婦と子
40.4%

単身
8.0%

夫婦のみ
19.1%

その他
5.9%

夫婦と親
4.2%

一人親と子
7.2%
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ⅢⅢⅢⅢ．．．．調査結果調査結果調査結果調査結果のののの概要概要概要概要    

１１１１．．．．人権全般人権全般人権全般人権全般についてについてについてについて    

 
問１．人権問題への関心 

人権問題への関心については、「ある程度関心がある」が 60.0%で最も多く、次いで、

「あまり関心がない」が 21.8%、「かなり関心がある」が 13.1%などとなっている。 

性別でみると、男女とも「ある程度関心がある」が最も多くほぼ 6 割となっている。

男性では「かなり関心がある」の割合が、女性より若干高くなっている。 

年代別にみると、50 歳以上では、年代が上がる程「かなり関心がある」の割合が高く

なり、「ある程度関心がある」の割合が減っている。 

職業別にみると、農林水産業、公務員、学生では「かなり関心がある」の割合が高く

なっている。 

 

問２．関心を持っている人権課題 

関心を持っている人権課題については、「障がい者の人権」が 43.0%で最も多く、次い

で、「子どもの人権」が 38.9%、「高齢者の人権」が 37.5%などとなっている。 

性別でみると、男女ともに「障がい者の人権」が最も多く、次いで、男性では「子ど

もの人権」が、女性では「女性の人権」が多く男性よりも 21 ポイント高い。 

年代別でみると、「障がい者の人権」の割合は、20 歳代、50 歳代で他と比べて高い。

「子どもの人権」の割合は、30 歳代で他と比べて高い。30 歳代以上では年代が高くな

るほど「高齢者の人権」の割合は高くなる。 

 

問３．過去５年間に差別を受けたり人権を侵害されたことの有無 

過去５年間に差別を受けたり人権を侵害されたことの有無は、「差別を受けたことが

ある」、「人権を侵害されたことがある」が共に 6.3%である。「ない」は 82.4%となって

いる。 

性別でみると、女性の方が「差別を受けたことがある」、「人権を侵害されたことがあ

る」を足した割合が 6 ポイント高くなっている。 

年代でみると、大差はないが、20 歳代では「人権を侵害されたことがある」の割合が

他と比べて高い。 

家族構成別でみると、大差はないが、単身の世帯で「差別を受けたことがある」の割

合が若干が高くなっている。 

 

ア．差別を受けた事柄    

差別を受けた事柄は、「学歴、出身校」が 25.9%で最も多く、次いで、「出身地」が 22.4%、

「職業」、「障がい、病気」が共に 19.0％などとなっている。 

 

イ．差別を受けたときどうしたか 

差別を受けたときどうしたについては、「何もしなかった、我慢した」が 58.6%で最も

多く、次いで「家族親戚に相談した」が 29.3％、「友だち・同僚に相談した」が 19.0％

などとなっている。 

 

ウ．人権を侵害された事柄  

人権を侵害された事柄については、「あらぬ噂、他人からの悪口、かげ口」が 50.0%

で最も多く、「仲間はずれや無視」、「名誉や信用を傷つけられたり、侮辱を受けたりし

た」、「学校、職場などにおける不平等または不利益な取扱い」が共に 24.1％などとなっ

ている。 
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エ．人権を侵害された時どうしたか 

人権を侵害された時どうしたかについては、「家族・親戚に相談した」が 44.8%で最も

多く、次いで「友だち・同僚に相談した」が 39.7%、「何もしなかった、我慢した」が

25.9％などとなっている。 

    

２２２２．．．．女性女性女性女性のののの人権人権人権人権についてについてについてについて    

 

問４．女性に関する人権上の問題で特に問題があると思われること 

女性に関する人権上の問題で特に問題があると思われることは、「家事・育児や介護

などを男女が共同して行う社会の仕組みが充分に整えられていない」が 46.6%で最も多

く、次いで、「男女の固定的な役割分担意識(「男は仕事、女は家庭」など)を押しつけ

る」が 30.0%、「職場における採用や昇進等に差別待遇がある」が 26.5％などとなって

いる。 

性別にみると、男女共にほぼ同様の傾向であるが、女性の方が「家事・育児や介護な

どを男女が共同して行う社会の仕組みが充分に整えられていない」の割合が高くなって

いる。 

年代別にみると、「家事・育児や介護などを男女が共同して行う社会の仕組みが充分

に整えられていない」の割合は 50歳代で他と比べて高い。「男女の固定的な役割分担意

識(「男は仕事、女は家庭」など)を押しつける」の割合は 20 歳代で他と比べて高い。

年代が低くなるほど「職場における採用や昇進等に差別待遇がある」の割合は高くなる。 

 

問５．過去 5 年間にＤＶを受けた経験の有無 

過去 5年間にＤＶを受けた経験の有無は、「ある」が 4.7%、「ない」が 76.0%で、ＤＶ

を受けたと答えた方の中では、「精神的な嫌がらせや恐怖を感じるような脅迫を受けた」

が 3.2%で最も多い。次いで「身体に対する暴力を受けた」が 1.6%、「性的な行為を強要

された」が 0.7%などとなっている。 

性別にみると、男女ともに「ない」が 70％を越えているが、若干、男性の方が割合

が高い。男性では「精神的な嫌がらせや恐怖を感じるような脅迫を受けた」が 2.0%、

他の項目は 0 であるのに対し、女性では「精神的な嫌がらせや恐怖を感じるような脅

迫を受けた」が 3.9％、「身体に対する暴力を受けた」が 3.0％、「性的な行為を強要さ

れた」が 1.2％となっている。 

年代別にみると、「ない」は 20歳代以外は 70％を超えている。特に 50歳代では割合

が高い。次いで「精神的な嫌がらせや恐怖を感じるような脅迫を受けた」が多く、50

歳代では若干その割合が高くなっている。20 歳代では無回答が 65.4％できわめて多い。 

 

問６．女性の人権を守るために特に必要なこと 

女性の人権を守るために特に必要なことについては、「仕事と家庭生活、地域活動の

両立ができるような環境を整える」は 67.2%で最も多く、次いで「学校教育や社会教育

において男女平等をすすめるための教育・学習活動を充実させる」が 35.8%、「採用、昇

進などにおいて男女のあつかいを平等にすることを、企業などに働きかける」が 25.1％

などとなっている。 

性別にみると、男女共にほぼ同様の傾向であるが、「男女平等の社会を築くための啓

発活動を推進する」については男性の方が 8ポイント高い。 

年代別にみると、どの層も「仕事と家庭生活、地域活動の両立ができるような環境

を整える」が最も多い。「採用・昇進などにおいて男女のあつかいを平等にすることを、

企業などに働きかける」の割合は 20 歳代で他と比べて高い。 
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３３３３．．．．子子子子どものどものどものどもの人権人権人権人権についてについてについてについて    

 

問７．子どもに関する人権上の問題で特に問題があると思われること 

子どもに関する人権上の問題で特に問題があると思われることについては、「保護者

による子どもへの暴力や育児の放棄などの児童虐待」が 71.8%で最も多く、次いで「子

どもによる暴力や仲間はずれ、無視などのいじめをする」が 38.2%、「大人が子どもの意

見を聞かず、自分の意見を子どもに押しつける」、「子どもを成績や学歴だけで判断する」

が共に 25.5％などとなっている。 

年代別にみると、どの層も「保護者による子どもへの暴力や育児の放棄などの児童

虐待」が最も多い。次いで、20 歳代～60 歳代では「子どもによる暴力や仲間はずれ、

無視などのいじめをする」が多くなっている。70 歳以上では「大人が子どもの意見を

聞かず、自分の意見を子どもに押しつける」が多くなっている。 

 

問８．身近で保護者・同居人から虐待を受けている子どもがいることを知ったらどうするか 

身近で保護者・同居人から虐待を受けている子どもがいることを知ったらどうするか

については、「周囲の人に相談する」が 43.8%で最も多く、次いで「通報する」が 38.9%、

「自分で止めに入る」が 4.6％などとなっている。 

性別にみると、男性では「通報する」が最も多く、次いで「周囲の人に相談する」

などとなっている。女性では「周囲の人に相談する」が最も多く、次いで「通報する」

となり、男女で順序が入れ替わっている。 

年代別にみると、20歳代～50歳代では「周囲の人に相談する」が多く、60歳代では

「通報する」が多い。 

 

問９．子どもの人権を守るために特に必要なこと 

子どもの人権を守るために特に必要なことについては、「子どもが健やかに育つよう、

愛情豊かな家庭をつくる」が 44.6%で最も多く、次いで「自分を大切にし、他人を思い

やる心を持った子どもを育てる」が 41.7%、「家庭・学校・地域の連携を強め、社会全体

で子どもを育てる」が 35.9％などとなっている。 

性別にみると、男性では「子どもが健やかに育つよう、愛情豊かな家庭をつくる」

が最も多く、次いで「自分を大切にし、他人を思いやる心を持った子どもを育てる」

などとなっている。女性では「自分を大切にし、他人を思いやる心を持った子どもを

育てる」が最も多く、次いで「子どもが健やかに育つよう、愛情豊かな家庭をつくる」

となどとなっている。 

年代別にみると、「家庭・学校・地域の連携を強め、社会全体で子どもを育てる」に

ついては、20歳代～40歳代が 50 歳代以降の世代よりも高い。 

    

４４４４．．．．高齢者高齢者高齢者高齢者のののの人権人権人権人権についてについてについてについて    

 

問 10．高齢者に関する人権上の問題で特に問題があると思われること 

高齢者に関する人権上の問題で特に問題があると思われることについては、「判断能

力が十分でない高齢者をねらった詐欺などの犯罪が多い」が 45.4%で最も多く、次いで

「経済的な自立が困難である」が 42.3%、「家庭や施設での介護を支援する制度が整って

いない」が 42.2％などとなっている。 

性別にみると、男性では「家庭や施設での介護を支援する制度が整っていない」が

最も多く、女性では「判断能力が十分でない高齢者をねらった詐欺などの犯罪が多い」

が最も多くなっている。 

年代別にみると、30 歳代では、「判断能力が十分でない高齢者をねらった詐欺などの

犯罪が多い」の割合が 56.3％で、「家庭や施設での介護を支援する制度が整っていない」



 8 

については、30 歳代～60 歳代の層で 45％を超えている。20 歳代では「高齢者が子ど

も扱いやじゃま者扱いされ、意見や行動が尊重されない」の割合は、33.7%であり、他

世代と比べて高い。 

 

問 11．身近で保護者・同居人から虐待を受けている高齢者を知ったらどうするか 

身近で保護者・同居人から虐待を受けている高齢者を知ったらどうするかについては、

「周囲の人に相談する」が 49.3%で最も多く、次いで「通報する」が 31.0%、「自分で止

めに入る」が 5.0％などとなっている。 

性別にみると、「周囲の人に相談する」の割合は女性の方が 15 ポイント高く、男性

は「通報する」の割合が女性よりも 10ポイント高い。 

年代別にみると、「周囲の人に相談する」と「通報する」を合わせた他者との連携の

割合は 20歳代でやや低く、50 歳代でやや高くなっているが、いずれも「周囲の人に相

談する」の割合は他の世代と比べてやや高い。 

 

問 12．高齢者の人権を守るために必要なこと 

高齢者の人権を守るために必要なことについては、「保健・医療・福祉サービスを充

実し、安心して生活できるまちづくりを推進する」が 49.7%で最も多く、次いで「高齢

者が能力や知識、経験を生かして活躍できるよう、就業機会、生涯学習やボランティア

活動の機会を増やす」が 34.7%、「高齢者をねらった犯罪の防止など、高齢者の権利や

生活を守る制度を充実する」が 32.6％などとなっている。 

    

５５５５．．．．障障障障がいがいがいがい者者者者のののの人権人権人権人権についてについてについてについて    

    

問 13．障がい者に対して、障がいを理由とする差別や偏見の有無について 

障がい者に対して、障がいを理由とする差別や偏見があると思うかについては、「あ

ると思う」が 50.9%、次いで「少しはあると思う」が 38.0%、「ないと思う」は 4.5％と

なっている。 

年代別にみると、若年世代になる程、「あると思う」の割合、あるいは「あると思う」

と「少しはあると思う」を合わせた割合が高まり、特に 30 歳代では 97.8％となってい

る。 

 

問 14．障がい者に関する人権上の問題で特に問題があると思われること 

障がい者に関する人権上の問題で特に問題があると思われることについては、「働け

る場所や機会が少ない」が 57.6%で最も多く、次いで「障がいのある人に対する認識が

足りない」が 42.0%、「就職や仕事の内容、待遇で不利な扱いを受ける」が 32.7％など

となっている。 

年代別にみると、「就職や仕事の内容、待遇で不利な扱いを受ける」及び「排除され

たり差別を受けたりする」、「じろじろ見られたり、避けられたりする」の割合は、若

年層ほど高くなる傾向にある。「学校の受け入れ体制が十分でない」の割合は 30 歳代

で他と比べて高い。 

 

問 15．障がい者の人権を守るために必要なこと 

障がい者の人権を守るために必要なことについては、「障がいのある人が自立して生

活しやすい環境を整える」が 50.0%で最も多く、次いで「障がいのある人が仕事に就く

場所や機会をつくる」が 44.9%、「障がいのある人に対する理解と関心を深める教育・啓

発活動を推進する」が 37.4%などとなっている。 

年代別にみると、「障がいのある人が仕事に就く場所や機会をつくる」の割合は、20
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歳代、50 歳代で他と比べて高い。「学校における特別支援教育（障がいのある子ども一

人ひとりに応じた教育）を充実させる」の割合は、30歳代で他と比べて高い。 

 

６６６６．．．．同和問題同和問題同和問題同和問題についてについてについてについて    

 

問 16．同和問題、部落問題などの認知度 

同和問題、部落問題などの認知度は、「少しは知ってる」が 42.3%で最も多く、次い

で「よく知っている」が 38.0%、「聞いたことがある」が 13.1％などとなっている。 

性別にみると「よく知っている」の割合は若干男性の方が高い。年代別にみると、

年代が高くなるほど「よく知っている」の割合が高くなっている。「よく知っている」

と「少しは知っている」を合わせた割合でみると、20歳代では 50％強で、他の世代と

比べてかなり低い。 

 

問 17．同和問題に関して現在の問題点 

問 16で「よく知っている」「少しは知っている」「聞いたことがある」と答えた方の、

同和問題に関して現在の問題点は、「結婚の時に周囲の人が反対をする」が 61.7%で最

も多く、次いで「同和地区への居住の敬遠がある」が 37.1%、「結婚や就職などの際に

身元調査をする」が 33.5%などとなっている。 

性別にみると、「同和問題の理解不足につけ込んだ「えせ同和行為」による、高額図

書等の売りつけなどがある」については、男性の方が 19 ポイント高い。 

   年代別にみると、「結婚の時に周囲の人が反対をする」の割合は、特に 30 歳代～40

歳代では 70％を超えて高い。「就職の時や職場で不利な扱いをする」及び「同和地区住

民との交流や交際に抵抗がある」については、年代が高くなるほど問題意識は低くな

る。 

 

問 18．同和問題がなお存在する原因や背景 

同和問題がなお存在する原因や背景については、「社会全体に残る差別意識」が 51.1%

で最も多く、次いで「地域の人から伝えられる偏見・差別意識」が 44.8%、「家族、親

戚から伝えられる偏見・差別意識」が 42.4%などとなっている。 

性別にみると、「社会全体に残る差別意識」は男性の方が 7 ポイント高い。 

年代別にみると、「社会全体に残る差別意識」の割合は 30 歳代～60 歳代で他と比べ

て高い。「地域の人から伝えられる偏見・差別意識」の割合は 30歳代で最も高い。「家

族、親戚から伝えられる偏見・差別意識」の割合は 40 歳代で最も高い。「学校での人

権教育が不十分」は年代が高くなるほど割合が低くなっている。 

 

問 19．子どもの結婚相手が同和地区の出身であるとわかったときどうするか 

子どもの結婚相手が同和地区の出身であるとわかったときどうするかについては、

「結婚に出身地は関係ないのだから、結婚すればよい」が 37.1%で最も多く、次いで「少

しは抵抗あるが、子どもの意思を尊重する」が 31.9%、「わからない」が 13.7%などとな

っている。 

性別にみると、男女共にほぼ同様の傾向であるが、男性の方が「結婚に出身地は関

係ないのだから、結婚すればよい」の割合が高くなっている。 

年代別にみると、30 歳代以上では、年代が高くなるほど、「結婚に出身地は関係ない

のだから、結婚すればよい」の割合が低くなり、「少しは抵抗あるが、子どもの意思を

尊重する」の割合が高くなる。この２つを合わせた、結婚に反対でない人の割合は年

代によって大差はない。 
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問 20．同和問題を解決するために特に必要なこと 

同和問題を解決するために特に必要なことについては、「市民一人ひとりが、同和問

題について正しい理解をするよう努力する」が 45.5%で最も多く、次いで「同和問題が

正しく理解されるよう、教育・啓発活動を推進する」が 39.7%、「地域の人々がお互い

に理解を深め交流を図る」が 19.8%などとなっている。 

年代別にみると、「市民一人ひとりが、同和問題について正しい理解をするよう努力

する」の割合は、40歳代～60歳代で高く、「同和問題が正しく理解されるよう、教育・

啓発活動を推進する」の割合は、20 歳代、60 歳代で他と比べて高い。年代が高くなる

ほど「同和問題について、自由な意見交換ができる環境をつくる」の割合が高くなる。 

    

７７７７．．．．外国人外国人外国人外国人のののの人権人権人権人権についてについてについてについて    

 

問 21．日本に暮らす外国人に関する人権上の問題で特に問題があると思われること 

日本に暮らす外国人に関する人権上の問題で特に問題があると思われることについ

ては、「外国の生活習慣や文化などへの理解が不足しており、地域社会の受入れが十分

でない」が 40.1%で最も多く、次いで「就職や仕事の内容、待遇などで、不利な扱いを

受ける」が 24.9%、「日常生活において外国語による情報が少ないために、十分なサー

ビスを受けることができない」が 22.3%などとなっている。 

性別にみると、「外国の生活習慣や文化などへの理解が不足しており、地域社会の受

入れが十分でない」の割合は、男女共に最も高く、男性の方が女性より 16ポイント高

い。次いで、男性では「外国人というだけで興味本位でじろじろみてしまう」の割合

が高い。 

年代別にみると、「外国の生活習慣や文化などへの理解が不足しており、地域社会の

受入れが十分でない」の割合が、30歳代、50 歳代、60 歳代で高い。年代が低くなるほ

ど「就職や仕事の内容、待遇などで、不利な扱いを受ける」の割合が高くなる。 

 

問 22．日本に暮らす外国人の人権を守るために特に必要なこと 

日本に暮らす外国人の人権を守るために特に必要なことについては、「外国人の文化

や生活習慣などの理解を深める」が 37.4%で最も多く、次いで「外国人も地域社会を支

えている一員であるという理解を広める」が 31.2%、「外国人との交流の機会を増やす」

が 30.8%などとなっている。 

年代別にみると、「外国人の文化や生活習慣などの理解を深める」の割合は 30 歳代、

60 歳代で他と比べて高く、「外国人も地域社会を支えている一員であるという理解を広

める」の割合は 20 歳代で他と比べて高い。「外国人との交流の機会を増やす」の割合

は 20歳代、30歳代で特に高い。 

 

８８８８．．．．感染症感染症感染症感染症（（（（ハンセンハンセンハンセンハンセン病病病病、ＨＩＶ、ＨＩＶ、ＨＩＶ、ＨＩＶ等等等等））））やややや難病等患者難病等患者難病等患者難病等患者のののの人権人権人権人権についてについてについてについて    

 

問 23．感染症や難病等患者に関する人権上の問題で特に問題があると思われること 

感染症や難病等患者に関する人権上の問題で特に問題があると思われることにつ

いては、「病気についての理解や認識が十分でない」が 75.7%で最も多く、次いで「医

療保険の対象外治療などにより、医療費が高額となり、十分な治療が受けられない」

が 25.5%、「興味本位の情報が流される」が 21.9%などとなっている。 

年代別にみると、「病気についての理解や認識が十分でない」の割合はどの層でも

高い。年代が高くなるほど、「差別的な言動を受ける」の割合は低くなる。30 歳代以

上では、年代が高くなるほど「医療保険の対象外治療などにより、医療費が高額とな

り、十分な治療が受けられない」の割合は低くなる。 
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問 24．感染症や難病等患者の人権を守るために特に必要なこと 

感染症や難病等患者の人権を守るために特に必要なことについては、「疾病や感染

予防に関する正しい知識を普及する」が 74.7%で最も多く、次いで「医療保険制度を充

実させる」が 33.3%、「感染症患者等に対する理解と関心を深める教育・啓発活動を推

進する」が 28.9%などとなっている。 

性別にみると、「疾病や感染予防に関する正しい知識を普及する」の割合は、男女共

に高い。「医療保険制度を充実させる」の割合は、女性が若干高く、「感染症患者等に

対する理解と関心を深める教育・啓発活動を推進する」の割合は、男性が女性と比べ

て高い。 

年代別でみると、「疾病や感染予防に関する正しい知識を普及する」の割合は、どの

層でも高く、「医療保険制度を充実させる」「病気に対する予防策を充実する」の割合

は 30歳代で他と比べて高い。 

    

９９９９．．．．犯罪被害者犯罪被害者犯罪被害者犯罪被害者およびそのおよびそのおよびそのおよびその家族家族家族家族のののの人権人権人権人権についてについてについてについて    

 

問 25．犯罪被害者およびその家族の人権について特に問題があると思われること 

犯罪被害者およびその家族の人権について特に問題があると思われることについて

は、「過剰な取材などによる、私生活の平穏やプライバシーの侵害」が 70.2%で最も多く、

次いで「事件に関する周囲からの無責任なうわさ話などの二次被害を受けている」が

45.4%、「被害者とその家族の精神的・経済的負担が大きい」が 45.1%などとなっている。 

年代別にみると、「過剰な取材などによる、私生活の平穏やプライバシーの侵害」の

割合はどの層でも高く、特に 20 歳代では 80％を超えて高い。30 歳代以上では「事件

に関する周囲からの無責任なうわさ話などの二次被害を受けている」の割合が、年代

が高くなるほど低くなっている。「被害者とその家族の精神的・経済的負担が大きい」

の割合は、30歳代で他と比べて高い。 

 

問 26．犯罪被害者およびその家族の人権を守るために必要なこと 

犯罪被害者およびその家族の人権を守るために必要なことについて、「プライバシー

に配慮した取材活動や報道」が 72.8%で最も多く、次いで「被害者等の安全を確保する」

が 33.7%、「被害者等に対する相談・支援体制を充実する」が 30.5%などとなっている。 

性別にみると、「プライバシーに配慮した取材活動や報道」の割合は、男女共に高い。

「被害者等の人権を守るための教育・啓発活動を推進する」の割合は、男性で女性よ

りも 8 ポイント高い。「精神的被害に対応するためのカウンセリングを行う」の割合は、

女性で男性よりも 9ポイント高い。 

年代別にみると、「プライバシーに配慮した取材活動や報道」の割合は、どの層でも

高い。「被害者等の安全を確保する」の割合は、30歳代、40 歳代で他と比べて高い。「被

害者等に対する相談・支援体制を充実する」の割合は、50歳代、60歳代で他と比べて

高い。 

    

10101010．．．．刑刑刑刑をををを終終終終えたえたえたえた人人人人にににに関関関関するするするする人権人権人権人権についてについてについてについて    

問 27．刑を終えた人に関する人権について特に問題があると思われること 

刑を終えた人に関する人権について特に問題があると思われることについて、「就職

の拒否や差別」が 54.8%で最も多く、次いで「前歴や身上について悪意のあるうわさ話

をする」が 43.7%、「周囲からの視線や態度」が 40.0%などとなっている。 

性別にみると、「就職の拒否や差別」の割合は、男女共に高い。「前歴や身上につい

て悪意のあるうわさ話をする」、「周囲からの視線や態度」の割合は、男性で女性と比

べて高くなっている。 

年代別にみると、「就職の拒否や差別」の割合は、どの層でも高く、特に 20 歳代以
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上で 60％を超えて高い。30～60 歳代では「前歴や身上について悪意のあるうわさ話を

する」の割合は 30歳代で他と比べて高い。 

 

問 28．刑を終えた人の人権を守るために特に必要なこと 

刑を終えた人の人権を守るために特に必要なことについて、「本人自身の更生意欲が

大事」が 77.3%で最も多く、次いで「家族、職場、地域社会の理解と協力」が 48.9%、「生

活を安定させるためにも雇用面で積極的に採用する」が 31.2%などとなっている。 

年代別にみると、「本人自身の更生意欲が大事」の割合はどの層でも高い。「家族、

職場、地域社会の理解と協力」の割合は、60 歳代で他と比べて高い。「生活を安定させ

るためにも雇用面で積極的に採用する」の割合は、60歳代で他と比べて高い。 

 

11111111．．．．情報情報情報情報とととと人権人権人権人権についてについてについてについて    

    

問 29．インターネットによる人権上の問題について特に問題があると思われること 

インターネットによる人権上の問題について特に問題があると思われることについ

ては、「他人を誹謗中傷（悪く言う、名誉を傷つける）する表現や差別を助長する表現

等、人権を侵害する情報を掲載する」が 65.3%で最も多く、次いで「子どもたちの間で、

インターネットを利用した「いじめ問題」が発生している」が 46.7%、「出会い系サイ

トなど犯罪を誘発する場となっている」が 42.3%などとなっている。 

性別にみると、男女共にほぼ同様の傾向であるが、「他人を誹謗中傷（悪く言う、名

誉を傷つける）する表現や差別を助長する表現等、人権を侵害する情報を掲載する」

の割合は男性が７ポイント高い。 

年代別にみると、「他人を誹謗中傷（悪く言う、名誉を傷つける）する表現や差別を

助長する表現等、人権を侵害する情報を掲載する」の割合はどの層も高く、特に 30歳

代で 80％を超え、他と比べて高い。年代が低くなるほど、「子どもたちの間で、インタ

ーネットを利用した「いじめ問題」が発生している」の割合は高くなる。「出会い系サ

イトなど犯罪を誘発する場となっている」の割合は、40 歳代や 50 歳代で他と比べて高

い。 

 

問 30．インターネットによる人権侵害を防ぐため必要なこと 

インターネットによる人権侵害を防ぐため必要なことについては、「プロバイダ等に

対し情報の停止・削除を求める」が 36.5%で最も多く、次いで「違法な情報発信に対し

て監視を強化する」が 32.6％、「実名登録を義務づけるなど、情報発信者に対する制限

を設ける」が 32.5%などとなっている。 

性別にみると、「プロバイダ等に対し情報の停止・削除を求める」の割合は、男性の

方が５ポイント高い。「違法な情報発信に対して監視を強化する」の割合は男性の方が

高い。 

年代別にみると、「プロバイダ等に対し情報の停止・削除を求める」の割合は 30 歳

代で他と比べて高く、年代が高くなるほど、割合は低くなる。「違法な情報発信に対し

て監視を強化する」の割合は、30歳代、40歳代、50 歳代で高い。 

 

12121212．．．．人権課題等人権課題等人権課題等人権課題等のののの解決解決解決解決のためにのためにのためにのために    

    

問 31．人権啓発講演会や学習会に参加したことの有無 

人権啓発講演会や学習会に参加したことの有無については、「参加したことがない」

が 59.5%で最も多く、次いで「１～２回参加した」が 20.0%、「何回となく参加した」

が 16.4％などとなっている。 

性別にみると、男女共にほぼ同様の傾向であるが、「何回となく参加した」割合は男
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性の方が 6ポイント高い。「何回となく参加した」、「１～2回参加した」を合わせた「参

加した」割合は、男性の方が 6ポイント高い。 

年代別にみると、60歳代以下では、年代が高くなるほど「何回となく参加した」「１

～２回参加した」の割合が高くなっている。 

 

ア．参加したことがない理由 

問 31で「参加したことがない」と答えた方の、参加したことがない理由は、「特に理

由はない」が 47.8%で最も多く、次いで「講演会や学習会が開催されるのを知らなかっ

た」が 31.7％、「参加したかったが時間がなかった」が 11.4%などとなっている。 

年代別にみると、20 歳代～50 歳代では、年代が高くなるほど、「特に理由はない」

の割合は高くなる。「講演会や学習会が開催されるのを知らなかった」の割合は 20 歳

代で 50％を超えて他と比べて高い。また 20 歳代～50 歳代では年代が高くなるほど、

その割合は低くなる。「参加したかったが時間がなかった」の割合は 40 歳代で他と比

べて高い。 

 

問 32．人権が尊重される社会を充実するため市として必要な取り組み  

人権が尊重される社会を充実するため市として必要な取り組みについては、「学校や

社会において人権教育を充実する」が 53.3%で最も多く、次いで「教職員、保健・医療・

福祉関係従事者、公務員など、人権にかかわりの深い職業に従事する人の人権意識の

さらなる向上と活動」が 35.3%、「人権侵害を受けた人や社会的に弱い立場にある人の

救済・支援」が 29.5％などとなっている。 

年代別にみると、「学校や社会において人権教育を充実する」の割合は、どの層でも

高い。年代が高くなるほど「教職員、保健・医療・福祉関係従事者、公務員など、人

権にかかわりの深い職業に従事する人の人権意識のさらなる向上と活動」の割合は高

くなり、60 歳代で最も高い。「人権侵害を受けた人や社会的に弱い立場にある人の救

済・支援」の割合は 30歳代で他と比べて高い。 

 

問 33．市民 1 人ひとりが人権を尊重しあうために心がけたり行動すべきこと 

市民 1 人ひとりが人権を尊重しあうために心がけたり行動すべきことについては、

「人権に対する正しい知識を身につけること」が 60.9%で最も多く、次いで「因習や誤

った固定観念にとらわれないこと」が 53.9%、「自分の権利ばかりでなく他人の権利を

尊重すること」が 50.5%などとなっている。 

性別にみると、「人権に対する正しい知識を身につけること」の割合は男女共に高い。

「自分の権利ばかりでなく他人の権利を尊重すること」の割合は男性が女性より 11ポ

イント高い。「因習や誤った固定観念にとらわれないこと」の割合は女性が若干男性よ

り高い。 

年代別にみると、「人権に対する正しい知識を身につけること」の割合は 70 歳以上

で他と比べて高い。「因習や誤った固定観念にとらわれないこと」の割合は 50 歳代で

他と比べて高い。 

 

問 34．回答者の家庭で一番困っていること 

回答者の家庭で一番困っていることについては、「特にない」が 44.2%で最も多く、

次いで「経済的な面で生活が苦しい」が 28.2%、「子どもの教育費が大変である」が 12.2％

などとなっている。 

年代別にみると、「経済的な面で生活が苦しい」の割合は 30歳代で他と比べて高い。

30 歳代以上では、年代が高くなるほどその割合は低くなる。「子どもの教育費が大変で

ある」の割合は 40歳代で他と比べて高い。年代が高くなるほど「自分または家族の病

気などで困っている」の割合は高くなる。「老人のみの世帯で毎日の生活が大変である」
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の割合は 70 歳代以上で他と比べて高い。「特にない」の割合は 40歳代が他と比べて低

い。 

 

問 35．橋本市の行政運営で特に力を入れて欲しい施策 

橋本市の行政運営で特に力を入れて欲しい施策については、「高齢者に対する制度の

充実」が 50.5%で最も多く、次いで「安心して子育てができる環境整備」が 42.5%、「企

業誘致の促進と雇用の拡大」が 35.1%などとなっている。 

性別にみると、男女共にほぼ同様の傾向である。「商工業の活性化を図るための対策」

の割合は男性の方が 8 ポイント女性より高い。 

年代別にみると、「高齢者に対する制度の充実」の割合は 60歳代で他と比べて高く、

30 歳代以上では年代が高くなるほど、その割合も高くなる。「安心して子育てができる

環境整備」の割合は 30 歳代で他と比べて高い。「企業誘致の促進と雇用の拡大」の割

合は 20 歳代で他と比べて高い。 
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ⅣⅣⅣⅣ．．．．調査結果調査結果調査結果調査結果    

１１１１．．．．人権全般人権全般人権全般人権全般についてについてについてについて    

 

問１．人権問題への関心 

人権問題への関心は、「ある程度関心がある」が 60.0%で最も多く、次いで、「あまり

関心がない」が 21.8%、「かなり関心がある」が 13.1%などとなっている。 

 

図 1‐1 人権問題への関心（N=918） 

関心がない
3.2%

あまり関心がな
い

21.8%

ある程度関心
がある
60.0%

無回答
1.9% かなり関心があ

る
13.1%

 
【性別】 

性別でみると、男女とも「かなり関心がある」と「ある程度関心がある」を合わせた割

合は 70％を超えている。男性では「かなり関心がある」の割合が、女性より若干高くなっ

ている。 

図 1‐2 人権問題への関心 

17.9

9.1

57.0

63.4

19.4

23.2

4.2

2.4 2.0

1.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性

N=402

女性

N=508

かなり関心がある ある程度関心がある あまり関心がない 関心がない 無回答
 

 

 

【年代別】 

年代別にみると、50 歳以上では、年代が高くなる程「かなり関心がある」の割合が高く

なっている。「かなり関心がある」と「ある程度関心がある」を合わせた割合は年代で差は

ない。 
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図 1‐3 人権問題への関心 

9.6

8.1

6.2

10.6

14.6

26.8

62.5

58.5

67.6

63.3

63.1

46.4

23.1

28.1

22.8

22.3

17.2

18.8

4.8

4.4

2.1

2.7

2.0

4.3 3.6

3.0

1.1

1.4

0.0

0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20歳代
N=104

30歳代
N=135

40歳代
N=145

50歳代
N=188

60歳代
N=198

70歳以上
N=138

かなり関心がある ある程度関心がある あまり関心がない 関心がない 無回答
 

【職業別】 

職業別にみると、農林水産業、公務員、学生では「かなり関心がある」の割合が高くな

っている。「かなり関心がある」と「ある程度関心がある」を合わせた割合は職業別で大き

な差はない。 

図 1‐4 人権問題への関心 

24.3

12.4

18.4

9.5

21.7

6.7

9.3

17.3

17.1

51.4

55.1

63.3

61.8

56.5

66.7

67.5

60.4

54.3

21.6

25.8

16.3

24.1

17.4

25.3

19.2

18.0

20.0

2.7

3.4

2.0

3.3

4.3

1.3

2.0

2.2

4.34.3

2.2

2.0

3.4

0.0

0.0

1.2

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

農林水産業
N=37

自営業
N=89

公務員
N=49

会社員・団体職員
N=241

学生
N=23

パート・アルバイト
N=75

主婦・家事手伝い
N=151

無職
N=139

その他
N=70

かなり関心がある ある程度関心がある あまり関心がない 関心がない 無回答
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【家族構成別】 

家族構成別にみると、どの層もほぼ同様の傾向である。 

図 1‐5 人権問題への関心 

16.4

14.9

11.6

12.8

15.0

7.6

13.0

50.7

62.3

61.5

61.5

57.9

62.1

64.8

21.9

17.7

23.5

17.9

24.8

24.2

13.0

9.6

1.7

2.4

5.1

0.8

3.0

9.3 0.0

3.4

1.4

1.1

2.6

1.5

3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

単身

N=73

夫婦のみ

N=175

夫婦と子

N=371

夫婦と親

N=39

３世代

N=133

一人親と子

N=66

その他

N=54

かなり関心がある ある程度関心がある あまり関心がない 関心がない 無回答
 

 

問２．関心を持っている人権課題 

関心を持っている人権課題は、「障がい者の人権」が 43.0%で最も多く、次いで、「子

どもの人権」が 38.9%、「高齢者の人権」が 37.5%などとなっている。 

 

図 2‐1 関心を持っている人権課題（N=918 複数回答） 

43.0

38.9

37.5

33.7

30.7

24.1

21.7

17.8

9.7

8.7

8.2

1.9

8.6

2.5

1.6

11.0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

障がい者の人権

子どもの人権

高齢者の人権

インターネットへの書き込みによる人権侵害

女性の人権

同和問題

犯罪被害者および家族の人権

感染症および難病等患者の人権

外国人の人権

性同一性障がい者の人権

刑を終えて出所した人の人権

ホームレスの人権

その他

特にない

わからない

無回答

％
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【性別】 

性別でみると、「インターネットへの書き込みによる人権侵害」及び「同和問題」の割合

は男性の方が女性よりもやや高い。「女性の人権」の割合は女性の方が男性よりも 21 ポイ

ント高い。「感染症および難病等患者の人権」の割合は女性の方が男性よりもやや高い。 

【年代別】 

年代別でみると、「障がい者の人権」の割合は、20歳代、50歳代で他と比べて高い。「子

どもの人権」の割合は、30 歳代で他と比べて高い。30 歳代以上では年代が高くなるほど「高

齢者の人権」の割合は高くなる。 

 

 

 

 女性の人権 子どもの人権 高齢者の人権 障がい者の人権 

19.2

40.4

37.5

33.3

29.0

35.1

27.8

23.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80

男性 N=402

女性 N=508

20歳代 N=104

30歳代 N=135

40歳代 N=145

50歳代 N=188

60歳代 N=198

70歳以上 N=138

 

39.3

38.8

32.7

43.7

40.0

41.5

40.9

31.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

37.1

37.8

26.0

20.7

24.1

33.5

51.5

61.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

41.5

44.3

53.8

39.3

39.3

46.8

42.9

37.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

 
同和問題 外国人の人権 感染症および難病等患者

の人権 
犯罪被害者および家族の
人権 

27.1

22.0

12.5

28.1

20.0

21.8

27.8

32.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80

男性 N=402

女性 N=508

20歳代 N=104

30歳代 N=135

40歳代 N=145

50歳代 N=188

60歳代 N=198

70歳以上 N=138

 

11.9

10.4

17.3

12.6

11.0

12.2

8.1

8.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

13.9

20.9

19.2

20.0

15.9

21.3

18.2

10.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

22.9

21.1

23.1

25.2

17.9

25.5

24.2

13.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

単位：％ 図 2‐2 関心を持っている人権課題 
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【職業別】 

職業別でみると、「障がい者の人権」の割合は公務員で 50％を超えて他と比べて高い。「子

どもの人権」の割合は公務員、パート・アルバイトで他と比べて高い。「高齢者の人権」の

割合は無職で他と比べて高い。 

 

    

 
刑を終えて出所した人の
人権 

ホームレスの人権 性同一性障がい者の人権 インターネットへの書き
込みによる人権侵害 

9.2

8.3

7.7

11.9

3.4

10.6

10.1

8.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

男性 N=402

女性 N=508

20歳代 N=104

30歳代 N=135

40歳代 N=145

50歳代 N=188

60歳代 N=198

70歳以上 N=138

 

6.7

9.3

12.5

9.6

8.3

9.0

6.1

5.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

7.0

11.8

19.2

14.1

10.3

9.6

5.6

2.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

36.1

31.9

39.4

41.5

44.1

35.1

30.8

14.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

 その他 特にない わからない  

1.7

2.0

1.9

1.5

2.1

4.3

1.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

男性 N=402

女性 N=508

20歳代 N=104

30歳代 N=135

40歳代 N=145

50歳代 N=188

60歳代 N=198

70歳以上 N=138

 

9.5

7.9

5.8

7.4

9.0

8.0

7.6

13.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

2.2

2.8

3.8

3.7

2.1

1.6

2.0

2.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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図 2‐3 関心を持っている人権課題         単位：％ 

N
女性の
人権

子ども
の人権

高齢者
の人権

障がい
者の人
権

同和問
題

外国人
の人権

感染症
および
難病等
患者の
人権

犯罪被
害者お
よび家
族の人
権

刑を終
えて出
所した
人の人
権

ホーム
レスの
人権

性同一
性障が
い者の
人権

インター
ネットへ
の書き
込みによ
る人権
侵害

その他
特にな
い

わから
ない

無回答

総数 918 30.7 38.9 37.5 43.0 24.1 11.0 17.8 21.7 8.7 8.2 9.7 33.7 1.9 8.6 2.5 1.6

 農林水産業  37 32.4 45.9 43.2 48.6 37.8 5.4 8.1 24.3 8.1 5.4 5.4 16.2 - 10.8 - -

 自営業  89 21.3 39.3 34.8 41.6 22.5 6.7 13.5 22.5 3.4 6.7 7.9 32.6 2.2 10.1 2.2 1.1

 公務員  49 34.7 51.0 28.6 55.1 18.4 12.2 22.4 30.6 18.4 10.2 14.3 38.8 2.0 4.1 - -

会社員・団体職員  241 29.9 38.2 27.4 40.2 25.3 13.7 17.8 20.3 7.5 10.4 10.0 40.7 1.2 8.7 2.5 1.7

 学生  23 34.8 30.4 21.7 47.8 13.0 21.7 13.0 17.4 8.7 21.7 21.7 39.1 8.7 8.7 - -

パート・アルバイト 75 44.0 48.0 33.3 44.0 25.3 13.3 21.3 20.0 9.3 6.7 14.7 40.0 2.7 6.7 4.0 -

主婦・家事手伝い 151 41.7 43.7 43.0 49.7 23.2 8.6 22.5 23.2 8.6 9.3 9.9 35.8 2.0 5.3 3.3 0.7

 無職 139 27.3 33.1 51.1 35.3 23.0 11.5 15.1 24.5 8.6 2.9 4.3 30.2 1.4 7.9 2.2 2.2

 その他 70 18.6 34.3 45.7 38.6 24.3 8.6 21.4 18.6 10.0 8.6 11.4 22.9 2.9 11.4 2.9 5.7  

 

【家族構成別】 

家族構成別でみると、「障がい者の人権」の割合は、単身世帯で他と比べて高い。「子ど

もの人権」の割合は、夫婦と親、夫婦と子、３世代で他と比べて高い。「高齢者の人権」の

割合は夫婦のみ、夫婦と親の世帯で他と比べて高い。 

 

図 2‐4 関心を持っている人権課題        単位：％ 

N
女性の
人権

子ども
の人権

高齢者
の人権

障がい
者の人
権

同和問
題

外国人
の人権

感染症
および
難病等
患者の
人権

犯罪被
害者お
よび家
族の人
権

刑を終
えて出
所した
人の人
権

ホーム
レスの
人権

性同一
性障が
い者の
人権

インター
ネットへ
の書き
込みによ
る人権
侵害

その他
特にな
い

わから
ない

無回答

総数 918 30.7 38.9 37.5 43.0 24.1 11.0 17.8 21.7 8.7 8.2 9.7 33.7 1.9 8.6 2.5 1.6

単身 73 34.2 30.1 38.4 52.1 21.9 11.0 15.1 5.5 5.5 6.8 9.6 23.3 1.4 13.7 5.5 1.4

夫婦のみ 175 29.7 37.7 50.9 41.7 28.0 10.9 19.4 24.6 9.1 6.3 11.4 29.7 0.6 8.0 1.1 4.0

夫婦と子 371 33.4 42.3 33.2 43.9 23.5 11.3 15.1 19.9 8.9 8.1 8.6 39.1 1.9 7.5 3.0 0.8

夫婦と親 39 35.9 43.6 48.7 41.0 17.9 5.1 23.1 17.9 7.7 5.1 5.1 25.6 - 10.3 2.6 -

３世代 133 26.3 40.6 34.6 39.1 24.1 12.0 24.8 27.8 9.8 11.3 13.5 36.1 3.8 7.5 0.8 0.8

一人親と子 66 27.3 33.3 36.4 36.4 19.7 7.6 15.2 30.3 12.1 12.1 6.1 34.8 4.5 9.1 1.5 3.0

その他 54 25.9 31.5 22.2 48.1 31.5 16.7 16.7 25.9 5.6 7.4 9.3 24.1 - 11.1 5.6 -  
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問３．過去５年間に差別を受けたり人権を侵害されたことの有無 

過去５年間に差別を受けたり人権を侵害されたことの有無は、「差別を受けたことが

ある」、「人権を侵害されたことがある」が共に 6.3%である。「ない」は 82.4%となって

いる。 

 

図 3‐1 過去５年間に差別を受けたり人権を侵害されたことの有無（N=918） 

差別を受けたこと
がある
6.3%

無回答
5.0% 人権を侵害され

たことがある
6.3%

ない
82.4%

 

【性別】 

性別でみると、大差はないが、女性の方が「差別を受けたことがある」、「人権を侵害さ

れたことがある」を合わせた割合が 6ポイント高くなっている。 

 

図 3‐2 過去５年間に差別を受けたり人権を侵害されたことの有無 

4.7

7.7

4.7

7.7

85.6

79.9

5.0

4.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性

N=402

女性

N=508

差別を受けたことがある 人権を侵害されたことがある ない 無回答

 

【年代別】 

 年代でみると、大差はないが、20 歳代では「人権を侵害されたことがある」の割合が他

と比べて高い。年代が高くなるほど「差別を受けたことがある」と「人権を侵害されたこ

とがある」を合わせた割合が低くなる傾向にある。 
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図 3‐3 過去５年間に差別を受けたり人権を侵害されたことの有無 

3.8

8.1

6.4

6.6

2.9

13.5

5.2

6.9

6.9

5.1

81.7

83.7

79.3

83.5

83.8

82.6

4.8

4.5

11.6

9.0

2.9

1.0

3.0

3.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20歳代
N=104

30歳代
N=135

40歳代
N=145

50歳代
N=188

60歳代
N=198

70歳以上
N=138

差別を受けたことがある 人権を侵害されたことがある ない 無回答
 

 

【職業別】 

職業別でみると、学生で「差別を受けたことがある」は 0％であるが、「人権を侵害され

たことがある」が 21.7％と最も高い。パート・アルバイトでは「差別を受けたことがある」

と「人権を侵害されたことがある」を合わせた割合が他と比べてやや高い。 

図 3‐4 過去５年間に差別を受けたり人権を侵害されたことの有無 

2.7

4.5

6.1

6.2

0

9.3

9.3

5.8

5.7

10.8

8.2

7.5

21.7

9.3

5.3

3.6

4.3

83.8

85.4

79.6

82.2

78.3

78.7

82.8

85.6

84.3

7.9

6.1

4.1

5.0

5.7

2.2

2.6

2.7

0

2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

農林水産業
N=37

自営業
N=89

公務員
N=49

会社員・団体職員
N=241

学生
N=23

パート・アルバイト
N=75

主婦・家事手伝い
N=151

無職
N=139

その他
N=70

差別を受けたことがある 人権を侵害されたことがある ない 無回答
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【家族構成別】 

家族構成別でみると、大差はないが、単身の世帯で「差別を受けたことがある」の割合

が他と比べてやや高く、「人権を侵害されたことがある」を合わせた割合でみても、他と比

べてやや高くなっている。 

図 3‐5 過去５年間に差別を受けたり人権を侵害されたことの有無 

13.7

5.7

6.7

5.1

2.3

9.1

3.7

6.8

2.3

6.7

10.3

7.5

6.1

11.1

75.3

85.7

81.1

82.1

86.5

80.3

81.5

4.1

6.3

5.4

2.6

3.8

4.5

3.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

単身

N=73

夫婦のみ

N=175

夫婦と子

N=371

夫婦と親

N=39

３世代

N=133

一人親と子

N=66

その他

N=54

差別を受けたことがある 人権を侵害されたことがある ない 無回答

 

ア．差別を受けた事柄    

「差別を受けたことがある」と答えた方の、差別を受けた事柄は、「学歴、出身校」

が 25.9%で最も多く、次いで、「出身地」が 22.4%、「職業」、「障がい、病気」が共に 19.0％

などとなっている。 

図 3‐6 差別を受けた事柄（複数回答 N=58） 

25.9

22.4

19.0

19.0

15.5

13.8

13.8

13.8

12.1

6.9

5.2

3.4

1.7

0.0

6.9

1.7

0 5 10 15 20 25 30

学歴、出身校

出身地

職業　

障がい、病気

家柄

収入、財産

母子・父子家庭、両親無し

年齢

容姿

性別

宗教

思想、信条

人種、民族、国籍

独身

その他

無回答

％

 



 24 

【性別】 

性別でみた結果は、グラフに示すとおりである。 

 

【年代別】 

年代別でみた結果は、グラフに示すとおりである。 
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 年齢 学歴、出身校 職業 収入、財産 

5.3

17.9

0.0

0.0

15.4

16.7

30.8

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

男性 N=19

女性 N=39

20歳代 N=4

30歳代 N=11

40歳代 N=13

50歳代 N=12

60歳代 N=13

70歳以上 N=4

 

21.1

28.2

25.0

27.3

23.1

16.7

38.5

25.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

36.8

10.3

0.0

18.2

30.8

16.7

15.4

25.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

31.6

5.1

0.0

9.1

30.8

0.0

15.4

25.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

 家柄 母子・父子家庭、両親無し 障がい、病気 性別 

10.5

17.9

25.0

27.3

7.7

8.3

23.1

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

男性 N=19

女性 N=39

20歳代 N=4

30歳代 N=11

40歳代 N=13

50歳代 N=12

60歳代 N=13

70歳以上 N=4

 

0.0

20.5

0.0

15.4

8.3

7.7

25.0

75.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

31.6

12.8

0.0

9.1

15.4

25.0

30.8

25.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

0.0

10.3

0.0

0.0

7.7

0.0

23.1

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

 独身 容姿 出身地 人種、民族、国籍 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

男性 N=19

女性 N=39

20歳代 N=4

30歳代 N=11

40歳代 N=13

50歳代 N=12

60歳代 N=13

70歳以上 N=4

 

10.5

12.8

25.0

9.1

7.7

16.7

0.0

25.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

15.8

25.6

0.0

36.4

15.4

16.7

30.8

25.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

5.3

0.0

0.0

0.0

0.0

8.3

0.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

単位：％ 図 3‐7 差別を受けた事柄 
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【職業別】 

 職業別でみた結果は、表に示すとおりである。 

 

図 3‐8 差別を受けた事柄          単位：％ 

N 年齢
学歴、
出身校

職業
収入、
財産

家柄

母子・
父子家
庭、両
親無し

障が
い、病

気
性別 独身 容姿 出身地

人種、
民族、
国籍

思想、
信条

宗教 その他 無回答

総数 58 13.8 25.9 19.0 13.8 15.5 13.8 19.0 6.9 - 12.1 22.4 1.7 3.4 5.2 6.9 1.7

 農林水産業 1 100.0 - - - - - - 100.0 - - - - - - - -

 自営業 4 - 25.0 25.0 25.0 - - 25.0 25.0 - - 50.0 - - - - 25.0

 公務員 3 - - 66.7 - - 33.3 33.3 - - 33.3 33.3 - - - - -

会社員・団体職員 15 20.0 13.3 20.0 20.0 20.0 13.3 13.3 - - 13.3 26.7 - - - 6.7 -

 学生 0 - - - - - - - - - - - - - - - -

パート・アルバイト 7 14.3 28.6 42.9 28.6 14.3 14.3 14.3 14.3 - 14.3 - - - - - -

主婦・家事手伝い 14 - 35.7 7.1 7.1 21.4 28.6 14.3 - - 7.1 21.4 - 14.3 14.3 14.3 -

 無職 8 37.5 25.0 - 12.5 25.0 - 37.5 12.5 - - 25.0 12.5 - - - -

 その他 4 - 25.0 25.0 - - - 25.0 - - 25.0 - - - - 25.0 -  
 

【家族構成別】 

家族構成別でみた結果は、表に示すとおりである。 

 

図 3‐9 差別を受けた事柄          単位：％ 

N 年齢
学歴、
出身校

職業
収入、
財産

家柄

母子・
父子家
庭、両
親無し

障が
い、病

気
性別 独身 容姿 出身地

人種、
民族、
国籍

思想、
信条

宗教 その他 無回答

総数 58 13.8 25.9 19.0 13.8 15.5 13.8 19.0 6.9 - 12.1 22.4 1.7 3.4 5.2 6.9 1.7

単身 10 10.0 20.0 30.0 20.0 10.0 10.0 40.0 - - - 20.0 - - - 10.0 -

夫婦のみ 10 40.0 10.0 30.0 10.0 10.0 - 30.0 30.0 - - 20.0 - - - - 10.0

夫婦と子 25 8.0 36.0 12.0 8.0 24.0 16.0 8.0 4.0 - 8.0 28.0 - 8.0 4.0 8.0 -

夫婦と親 2 - - - - - - - - - 50.0 - 50.0 - - - -

３世代 3 - 66.7 - 33.3 - - 33.3 - - 33.3 66.7 - - 33.3 - -

一人親と子 6 16.7 16.7 33.3 33.3 16.7 50.0 16.7 - - 33.3 - - - 16.7 - -

その他 2 - - - - - - - - - 50.0 - - - - 50.0 -  

 思想、信条 宗教 その他  

0.0

5.1

25.0

9.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

男性 N=19

女性 N=39

20歳代 N=4

30歳代 N=11

40歳代 N=13

50歳代 N=12

60歳代 N=13

70歳以上 N=4

 

0.0

7.7

0.0

0.0

7.7

8.3

0.0

25.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

10.5

5.1

25.0

27.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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イ．差別を受けたときどうしたか 

「差別を受けたことがある」と答えた方の、差別を受けたときどうしたかについては、

「何もしなかった、我慢した」が 58.6%で最も多く、次いで「家族・親戚に相談した」

が 29.3％、「友だち・同僚に相談した」が 19.0％などとなっている。 

図 3‐10 差別を受けたときどうしたか（複数回答 N=58） 

29.3

10.3

6.9

3.4

3.4

1.7

1.7

0

0

12.1

1.7

19.0

58.6

0 10 20 30 40 50 60 70

何もしなかった、我慢した

家族・親戚に相談した

友だち・同僚に相談した

相手に直接抗議した

公的機関(県や市)に相談した

市民総合相談などで相談した

職場の上司に相談した

警察に相談した

法務局や人権擁護委員に相談した

弁護士に相談した

人権団体などに相談した

その他

無回答

％

 

【性別】 

性別にみた結果は、グラフに示すとおりである。 

 

【年代別】 

年代別にみた結果は、グラフに示すとおりである。 



 28 

 

 
友だち・同僚に相談し
た 

家族・親戚に相談した 職場の上司に相談した 弁護士に相談した 

21.1

17.9

0.0

36.4

7.7

25.0

23.1

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

男性 N=19

女性 N=39

20歳代 N=4

30歳代 N=11

40歳代 N=13

50歳代 N=12

60歳代 N=13

70歳以上 N=4

 

15.8

35.9

50.0

36.4

15.4

33.3

38.5

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

5.3

2.6

0.0

18.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

 
警察に相談した 法務局や人権擁護委員

に相談した 
公的機関 (県や市 )に相
談した 

市民総合相談などで相
談した 

0.0

2.6

0.0

0.0

0.0

0.0

7.7

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

男性 N=19

女性 N=39

20歳代 N=4

30歳代 N=11

40歳代 N=13

50歳代 N=12

60歳代 N=13

70歳以上 N=4

 

0.0

2.6

0.0

0.0

0.0

8.3

0.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

5.3

7.7

0.0

9.1

0.0

8.3

7.7

25.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

5.3

2.6

0.0

0.0

0.0

0.0

15.4

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

 
人権団体などに相談し
た 

相手に直接抗議した 何もしなかった、我慢し
た 

その他 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

男性 N=19

女性 N=39

20歳代 N=4

30歳代 N=11

40歳代 N=13

50歳代 N=12

60歳代 N=13

70歳以上 N=4

 

10.5

10.3

0.0

9.1

0.0

8.3

23.1

25.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

63.2

56.4

36.4

46.2

75.0

75.0

61.5

75.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

10.5

12.8

18.2

30.8

8.3

0.0

0.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

単位：％ 図 3‐11 差別を受けたときどうしたか 
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【職業別】 

 職業別でみた結果は、表に示すとおりである。 

図 3‐12 差別を受けたときどうしたか        単位：％ 

N
友だち・
同僚に

相談した

家族・親
戚に相
談した

職場の
上司に

相談した

弁護士
に相談し

た

警察に
相談した

法務局
や人権
擁護委
員に相
談した

公的機
関(県や
市)に相
談した

市民総
合相談

などで相
談した

人権団
体などに
相談した

相手に
直接抗
議した

何もしな
かった、
我慢した

その他 無回答

総数 58 19.0 29.3 3.4 - 1.7 1.7 6.9 3.4 - 10.3 58.6 12.1 1.7

 農林水産業 1 - 100.0 - - - - 100.0 - - 100.0 - - -

 自営業 4 25.0 25.0 - - 25.0 - - - - - 50.0 25.0 -

 公務員 3 - - - - - - 33.3 - - 33.3 33.3 66.7 -

会社員・団体職員 15 20.0 40.0 6.7 - - - - - - 6.7 53.3 - 6.7

 学生 0 - - - - - - - - - - - - -

パート・アルバイト 7 14.3 - - - - - - - - - 100.0 28.6 -

主婦・家事手伝い 14 21.4 42.9 7.1 - - 7.1 14.3 - - - 42.9 14.3 -

 無職 8 12.5 25.0 - - - - - 12.5 - 25.0 62.5 - -

 その他 4 25.0 - - - - - - 25.0 - - 75.0 - -  

 

【家族構成別】 

 家族構成別でみた結果は、表に示すとおりである。 

図 3‐13 差別を受けたときどうしたか        単位：％ 

N
友だち・
同僚に

相談した

家族・親
戚に相
談した

職場の
上司に

相談した

弁護士
に相談し

た

警察に
相談した

法務局
や人権
擁護委
員に相
談した

公的機
関(県や
市)に相
談した

市民総
合相談

などで相
談した

人権団
体などに
相談した

相手に
直接抗
議した

何もしな
かった、
我慢した

その他 無回答

総数 58 19.0 29.3 3.4 - 1.7 1.7 6.9 3.4 - 10.3 58.6 12.1 1.7

単身 10 30.0 30.0 - - - - - 10.0 - 10.0 40.0 - 10.0

夫婦のみ 10 20.0 40.0 - - 10.0 - 20.0 - - 20.0 50.0 - -

夫婦と子 25 16.0 24.0 8.0 - - 4.0 8.0 - - 4.0 64.0 24.0 -

夫婦と親 2 - - - - - - - - - - 100.0 - -

３世代 3 66.7 66.7 - - - - - - - 33.3 66.7 - -

一人親と子 6 - 33.3 - - - - - 16.7 - 16.7 50.0 16.7 -

その他 2 - - - - - - - - - - 100.0 - -  
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ウ．人権を侵害された事柄  

「人権を侵害されたことがある」と答えた方の、人権を侵害された事柄は、「あらぬ

噂、他人からの悪口、かげ口」が 50.0%で最も多く、「仲間はずれや無視」、「名誉や信用

を傷つけられたり、侮辱を受けたりした」、「学校、職場などにおける不平等または不利

益な取扱い」が共に 24.1％などとなっている。 

 

図 3‐14 人権を侵害された事柄（N=58、複数回答） 

50.0

24.1

24.1

24.1

24.1

10.3

10.3

8.6

8.6

8.6

6.9

6.9

6.9

10.3

3.4

0 10 20 30 40 50 60

あらぬ噂、他人からの悪口、かげ口

仲間はずれや無視

名誉や信用を傷つけられたり、
侮辱を受けたりした

学校・職場などにおける不平等
または不利益な取扱い

隣人や知人からのいやがらせ・迷惑行為

プライバシーの侵害
（他人に知られたくない
個人的事項を知られた）

ストーカー行為
（特定の人にしつこくつきまとわれたりした）

ドメスティック・バイオレンス
(配偶者や恋人からの心身に与える暴力)

学校などにおける体罰、学校・
職場などにおけるいじめ

暴力・脅迫・虐待・強要
（本来義務のないことをやらされたり、

権利の行使を妨害された）

役所や医療機関、福祉施設
などでの不当な取扱い

セクシュアル・ハラスメント
（性的いやがらせ）

悪臭・騒音などの公害

その他

無回答

％
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【性別】 

性別にみた結果は、グラフに示すとおりである。 

 

【年代別】 

年代別にみた結果は、グラフに示すとおりである。 

図 3‐15 人権を侵害された事柄        単位：％ 

 

 
あらぬ噂、他人からの
悪口、かげ口 

仲間はずれや無視 名誉や信用を傷つけら
れたり、侮辱を受けたり
した 

学校・職場などにおける
不平等または不利益な
取扱い 

57.9

46.2

50.0

14.3

40.0

61.5

25.0

80.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

男性 N=19

女性 N=39

20歳代 N=14

30歳代 N=7

40歳代 N=10

50歳代 N=13

60歳代 N=10

70歳以上 N=4

 

5.3

33.3

50.0

0.0

30.0

30.8

0.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

42.1

15.4

14.3

14.3

10.0

38.5

30.0

50.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

21.1

25.6

28.6

0.0

50.0

30.8

10.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

 
役所や医療機関、福祉
施設などでの不当な取
扱い 

プライバシーの侵害（他人
に知られたくない個人的
事項を知られた） 

セクシュアル・ハラスメン
ト（性的いやがらせ） 

ドメスティック・バイオレ
ンス(配偶者や恋人からの
心身に与える暴力) 

15.8

2.6

0.0

0.0

0.0

15.4

20.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

男性 N=19

女性 N=39

20歳代 N=14

30歳代 N=7

40歳代 N=10

50歳代 N=13

60歳代 N=10

70歳以上 N=4

 

15.8

7.7

0.0

14.3

20.0

15.4

10.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

0.0

10.3

21.4

0.0

0.0

7.7

0.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

0.0

12.8

0.0

14.3

10.0

23.1

0.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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【職業別】 

 職業別にみた結果は、表に示すとおりである。 

 

学校などにおける体
罰、学校・職場などに
おけるいじめ 

暴力・脅迫・虐待・強要
（本来義務のないこと
をやらされたり、権利の
行使を妨害された） 

ストーカー行為（特定の
人にしつこくつきまと
われたりした） 

隣人や知人からのいや
がらせ・迷惑行為 

10.5

7.7

14.3

14.3

0.0

7.7

10.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

男性 N=19

女性 N=39

20歳代 N=14

30歳代 N=7

40歳代 N=10

50歳代 N=13

60歳代 N=10

70歳以上 N=4

 

21.1

2.6

0.0

28.6

0.0

15.4

10.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

5.3

12.8

21.4

0.0

0.0

15.4

10.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

15.8

28.2

21.4

0.0

30.0

23.1

40.0

25.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

 悪臭・騒音などの公害 その他   

5.3

7.7

0.0

0.0

10.0

7.7

20.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

男性 N=19

女性 N=39

20歳代 N=14

30歳代 N=7

40歳代 N=10

50歳代 N=13

60歳代 N=10

70歳以上 N=4

 

15.8

7.7

7.1

28.6

0.0

7.7

20.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

  

単位：％ 
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図 3‐16 人権を侵害された事柄        単位：％ 

N

あらぬ噂、
他人から
の悪口、か
げ口

仲間はず
れや無視

名誉や信
用を傷つけ
られたり、
侮辱を受
けたりした

学校・職場
などにおけ
る不平等ま
たは不利
益な取扱
い

役所や医
療機関、福
祉施設など
での不当
な取扱い

プライバ
シーの侵
害（他人に
知られたく
ない個人
的事項を
知られた）

セクシュア
ル・ハラス
メント（性的
いやがら
せ）

ドメスティッ
ク・バイオ
レンス(配
偶者や恋
人からの
心身に与
える暴力)

学校などに
おける体
罰、学校・
職場などに
おけるいじ
め

暴力・脅
迫・虐待・
強要（本来
義務のな
いことをや
らされた
り、権利の
行使を妨
害された）

ストーカー
行為（特定
の人にしつ
こくつきま
とわれたり
した）

隣人や知
人からのい
やがらせ・
迷惑行為

悪臭・騒音
などの公害

その他 無回答

総数 58 50.0 24.1 24.1 24.1 6.9 10.3 6.9 8.6 8.6 8.6 10.3 24.1 6.9 10.3 3.4

 農林水産業 4 75.0 25.0 50.0 25.0 - 25.0 - 25.0 - - - 25.0 25.0 - -

 自営業 2 50.0 - 50.0 - - - - - - - - 50.0 - - -

 公務員 4 50.0 - 25.0 25.0 - - - 50.0 25.0 25.0 - 25.0 - - -

会社員・団体職員 18 38.9 27.8 16.7 38.9 5.6 16.7 5.6 5.6 16.7 16.7 11.1 16.7 5.6 11.1 5.6

 学生 5 60.0 40.0 20.0 - - - 20.0 - 20.0 - - 40.0 - 20.0 -

パート・アルバイト 7 42.9 57.1 14.3 28.6 14.3 14.3 14.3 - - - 14.3 - - - -

主婦・家事手伝い 8 62.5 12.5 12.5 12.5 - - - 12.5 - - 25.0 37.5 12.5 12.5 -

 無職 5 80.0 - 40.0 20.0 20.0 - - - - 20.0 20.0 20.0 - 20.0 -

 その他 3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3 - - - - 66.7 33.3 33.3 -  

 

【家族構成別】 

家族構成別にみた結果は、表に示すとおりである。 

図 3‐17 人権を侵害された事柄        単位：％    

N

あらぬ噂、
他人から
の悪口、か
げ口

仲間はず
れや無視

名誉や信
用を傷つけ
られたり、
侮辱を受
けたりした

学校・職場
などにおけ
る不平等ま
たは不利
益な取扱
い

役所や医
療機関、福
祉施設など
での不当
な取扱い

プライバ
シーの侵
害（他人に
知られたく
ない個人
的事項を
知られた）

セクシュア
ル・ハラス
メント（性的
いやがら
せ）

ドメスティッ
ク・バイオ
レンス(配
偶者や恋
人からの
心身に与
える暴力)

学校などに
おける体
罰、学校・
職場などに
おけるいじ
め

暴力・脅
迫・虐待・
強要（本来
義務のな
いことをや
らされた
り、権利の
行使を妨
害された）

ストーカー
行為（特定
の人にしつ
こくつきま
とわれたり
した）

隣人や知
人からのい
やがらせ・
迷惑行為

悪臭・騒音
などの公害

その他 無回答

総数 58 50.0 24.1 24.1 24.1 6.9 10.3 6.9 8.6 8.6 8.6 10.3 24.1 6.9 10.3 3.4

単身 5 60.0 - 40.0 20.0 40.0 20.0 - - 20.0 20.0 20.0 - - - -

夫婦のみ 4 50.0 - 50.0 25.0 - - - 50.0 - - 25.0 - - - -

夫婦と子 25 56.0 24.0 24.0 24.0 8.0 12.0 4.0 4.0 16.0 12.0 4.0 32.0 8.0 4.0 4.0

夫婦と親 4 25.0 25.0 25.0 25.0 - - - 25.0 - - - 25.0 25.0 25.0 25.0

３世代 10 50.0 40.0 20.0 20.0 - 20.0 10.0 10.0 - 10.0 10.0 40.0 10.0 30.0 -

一人親と子 4 50.0 50.0 - 25.0 - - 25.0 - - - - - - 25.0 -

その他 6 33.3 16.7 16.7 33.3 - - 16.7 - - - 33.3 16.7 - - -  
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エ．人権を侵害された時どうしたか 

「人権を侵害されたことがある」と答えた方の、人権を侵害された時どうしたかにつ

いては、「家族・親戚に相談した」が 44.8%で最も多く、次いで「友だち・同僚に相談し

た」が 39.7%、「何もしなかった、我慢した」が 25.9％などとなっている。 

 

図 3‐18 人権を侵害された時どうしたか（N=58 複数回答） 

44.8

39.7

25.9

19.0

12.1

3.4

3.4

1.7

1.7

0.0

5.2

10.3

0.0

0 10 20 30 40 50

家族・親戚に相談した

友だち・同僚に相談した

何もしなかった、我慢した

相手に直接抗議した

職場の上司に相談した

警察に相談した

法務局や人権擁護委員に相談した

弁護士に相談した

市民総合相談などで相談した

公的機関(県や市)に相談した

人権団体などに相談した

その他

無回答

％

 

【性別】 

性別にみた結果は、グラフに示すとおりである。 

 

【年代別】 

年代別にみた結果は、グラフに示すとおりである。 
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友だち・同僚に相談し
た 

家族・親戚に相談した 職場の上司に相談した 弁護士に相談した 

26.3

46.2

50.0

42.9

50.0

38.5

20.0

25.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

男性 N=19

女性 N=39

20歳代 N=14

30歳代 N=7

40歳代 N=10

50歳代 N=13

60歳代 N=10

70歳以上 N=4

 

21.1

56.4

42.9

40.0

38.5

30.0

0.0

78.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

10.5

12.8

7.1

42.9

10.0

15.4

0.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

0.0

2.6

0.0

0.0

0.0

7.7

0.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

 
警察に相談した 法務局や人権擁護委員

に相談した 
公的機関 (県や市 )に相
談した 

市民総合相談などで相
談した 

0.0

5.1

14.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

男性 N=19

女性 N=39

20歳代 N=14

30歳代 N=7

40歳代 N=10

50歳代 N=13

60歳代 N=10

70歳以上 N=4

 

10.5

0.0

0.0

0.0

0.0

7.7

10.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

5.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

 
人権団体などに相談し
た 

相手に直接抗議した 何もしなかった、我慢し
た 

その他 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

男性 N=19

女性 N=39

20歳代 N=14

30歳代 N=7

40歳代 N=10

50歳代 N=13

60歳代 N=10

70歳以上 N=4

 

15.8

20.5

28.6

42.9

20.0

0.0

10.0

25.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

31.6

23.1

14.3

14.3

30.0

23.1

50.0

25.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

21.1

5.1

0.0

14.3

0.0

30.8

10.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

単位：％ 図 3‐19 人権を侵害された時どうしたか 
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【職業別】 

職業別にみた結果は、表に示すとおりである。 

図 3‐20 人権を侵害された時どうしたか        単位：％ 

N
友だち・
同僚に
相談した

家族・親
戚に相
談した

職場の
上司に
相談した

弁護士
に相談し
た

警察に
相談した

法務局
や人権
擁護委
員に相
談した

公的機
関(県や
市)に相
談した

市民総
合相談
などで相
談した

人権団
体などに
相談した

相手に
直接抗
議した

何もしな
かった、
我慢した

その他 無回答

総数 58 39.7 44.8 12.1 1.7 3.4 3.4 - 1.7 - 19.0 25.9 10.3 5.2

 農林水産業 4 25.0 50.0 - - - - - - - - 25.0 50.0 -

 自営業 2 50.0 50.0 - - - - - - - - 50.0 - -

 公務員 4 50.0 75.0 25.0 25.0 - 25.0 - - - 25.0 25.0 - -

会社員・団体職員 18 44.4 33.3 11.1 - - - - - - 33.3 38.9 5.6 5.6

 学生 5 60.0 80.0 - - 20.0 - - - - 20.0 - - -

パート・アルバイト 7 57.1 57.1 42.9 - 14.3 - - - - - - - -

主婦・家事手伝い 8 37.5 50.0 12.5 - - - - - - 25.0 37.5 12.5 -

 無職 5 20.0 40.0 - - - 20.0 - 20.0 - - 20.0 20.0 -

 その他 3 - - - - - - - - - - 33.3 33.3 33.3  

 

【家族構成別】 

家族構成別にみた結果は、表に示すとおりである。 

図 3‐21 人権を侵害された時どうしたか        単位：％ 

N
友だち・
同僚に
相談した

家族・親
戚に相
談した

職場の
上司に
相談した

弁護士
に相談し
た

警察に
相談した

法務局
や人権
擁護委
員に相
談した

公的機
関(県や
市)に相
談した

市民総
合相談
などで相
談した

人権団
体などに
相談した

相手に
直接抗
議した

何もしな
かった、
我慢した

その他 無回答

総数 58 39.7 44.8 12.1 1.7 3.4 3.4 - 1.7 - 19.0 25.9 10.3 5.2

単身 5 40.0 40.0 - - - 20.0 - - - 20.0 20.0 20.0 -

夫婦のみ 4 75.0 50.0 50.0 - - - - - - 25.0 25.0 - -

夫婦と子 25 40.0 44.0 12.0 - - 4.0 - 4.0 - 16.0 28.0 12.0 4.0

夫婦と親 4 25.0 25.0 - - - - - - - - - 50.0 25.0

３世代 10 20.0 50.0 - 10.0 10.0 - - - - 40.0 40.0 - 10.0

一人親と子 4 50.0 25.0 50.0 - - - - - - - 25.0 - -

その他 6 50.0 66.7 - - 16.7 - - - - 16.7 16.7 - -  
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２２２２．．．．女性女性女性女性のののの人権人権人権人権についてについてについてについて        

問４．女性に関する人権上の問題で特に問題があると思われること 

女性に関する人権上の問題で特に問題があると思われることについては、「家事・育

児や介護などを男女が共同して行う社会の仕組みが充分に整えられていない」が 46.6%

で最も多く、次いで、「男女の固定的な役割分担意識(「男は仕事、女は家庭」など)を

押しつける」が 30.0%、「職場における採用や昇進等に差別待遇がある」が 26.5%などと

なっている。 

 

図 4-1 女性に関する人権上の問題で特に問題があると思われること（N=918 複数回答３） 

46.6

26.5

21.6

16.4

12.5

12.2

10.5

9.4

3.2

9.0

4.1

5.9

30.0

4.0

1.0

0 10 20 30 40 50

家事・育児や介護などを男女が共同して行う
社会の仕組みが十分に整えられていない

男女の固定的な役割分担意識
(「男は仕事、女は家庭」など)を押しつける

職場における採用や昇進等に
差別待遇がある

レイプ（強姦）、ストーカー、痴漢などの行為

政策や方針決定の場に女性が
十分参画していない

売春・買春、援助交際などの性の商品化

配偶者や恋人からの肉体的・精神的な暴力
（ドメスティック・バイオレンス）がある

妊娠や出産など母性健康管理について、
十分に保障されていない

職場におけるセクシュアル・ハラスメント
（性的いやがらせ）

女性のヌード写真等を掲載した雑誌、
新聞、広告

「婦人」「未亡人」など、女性だけに用いられる
言葉が使われている

その他

特にない

わからない

無回答

％
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【性別】 

性別にみると、男女共にほぼ同様の傾向であるが、「家事・育児や介護などを男女が共同

して行う社会の仕組みが充分に整えられていない」の割合は、女性の方が高い。 

【年代別】 

年代別にみると、「家事・育児や介護などを男女が共同して行う社会の仕組みが充分に整

えられていない」の割合は 50歳代で他と比べて高い。「男女の固定的な役割分担意識(「男

は仕事、女は家庭」など)を押しつける」の割合は 20 歳代で他と比べて高い。年代が低く

なるほど「職場における採用や昇進等に差別待遇がある」の割合は高くなる。 

 

図 4-2 女性に関する人権上の問題で特に問題があると思われること 単位：％ 

 

男女の固定的な役割分担
意識(「男は仕事、女は家
庭」など)を押しつける 

職場における採用や昇進
等に差別待遇がある 

政策や方針決定の場に女
性が十分参画していない 

家事・育児や介護などを男
女が共同して行う社会の
仕組みが十分に整えられ
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【職業別】 

職業別にみると、「家事・育児や介護などを男女が共同して行う社会の仕組みが充分に整

えられていない」及び「男女の固定的な役割分担意識(「男は仕事、女は家庭」など)を押

しつける」の割合は農林水産業で他と比べて高い。「職場における採用や昇進等に差別待遇

がある」の割合はパート・アルバイト、会社員・団体職員で他と比べて高い。 

 

女性のヌード写真等を掲
載した雑誌、新聞、広告 

妊娠や出産など母性健康
管理について、十分に保障
されていない 

「婦人」「未亡人」など、
女性だけに用いられる言
葉が使われている 

その他 
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図 4-3 女性に関する人権上の問題で特に問題があると思われること 単位：％ 

N

男女の
固定的
な役割
分担意
識(「男は
仕事、女
は家庭」
など)を
押しつけ
る

職場に
おける採
用や昇
進等に
差別待
遇がある

政策や
方針決
定の場
に女性
が十分
参画して
いない

家事・育
児や介
護などを
男女が
共同して
行う社会
の仕組
みが十
分に整
えられて
いない

配偶者
や恋人
からの肉
体的・精
神的な
暴力（ド
メス
ティック・
バイオレ
ンス）が
ある

職場に
おけるセ
クシュア
ル・ハラ
スメント
（性的い
やがら
せ）

レイプ
（強姦）、
ストー
カー、痴
漢などの
行為

売春・買
春、援助
交際など
の性の
商品化

女性の
ヌード写
真等を
掲載した
雑誌、新
聞、広告

妊娠や
出産など
母性健
康管理
につい
て、十分
に保障さ
れていな
い

「婦人」
「未亡
人」な
ど、女性
だけに用
いられる
言葉が
使われ
ている

その他 特にない
わからな
い

無回答

総数 918 30.0 26.5 16.4 46.6 12.2 9.4 21.6 12.5 5.9 10.5 3.2 1.0 9.0 4.0 4.1

 農林水産業  37 43.2 27.0 18.9 64.9 8.1 8.1 10.8 21.6 8.1 2.7 - - 5.4 - 2.7

 自営業  89 23.6 19.1 16.9 40.4 20.2 4.5 22.5 6.7 2.2 13.5 6.7 1.1 14.6 2.2 6.7

 公務員  49 30.6 32.7 10.2 57.1 16.3 14.3 28.6 16.3 2.0 22.4 2.0 - 2.0 - 2.0

会社員・団体職員  241 37.8 35.7 19.9 49.0 11.2 10.8 21.6 12.9 2.9 11.6 0.8 0.8 5.8 3.3 1.7

 学生  23 26.1 39.1 13.0 60.9 13.0 21.7 26.1 4.3 8.7 - - - 4.3 4.3 -

パート・アルバイト 75 29.3 36.0 18.7 45.3 13.3 6.7 33.3 21.3 6.7 10.7 - - 6.7 1.3 -

主婦・家事手伝い 151 31.1 24.5 16.6 51.7 11.9 11.3 25.2 10.6 9.9 9.3 4.0 0.7 6.6 2.6 1.3

 無職 139 27.3 15.8 16.5 42.4 10.1 9.4 17.3 15.1 8.6 10.1 7.2 2.2 10.8 7.9 4.3

 その他 70 20.0 18.6 7.1 31.4 12.9 5.7 17.1 10.0 5.7 7.1 4.3 2.9 17.1 8.6 12.9  

 

【家族構成別】 

家族構成別にみると、「家事・育児や介護などを男女が共同して行う社会の仕組みが十分

に整えられていない」の割合は夫婦と親の世帯で他と比べて高い。 

図 4-4 女性に関する人権上の問題で特に問題があると思われること 単位：％ 

N

男女の
固定的
な役割
分担意
識(「男は
仕事、女
は家庭」
など)を
押しつけ
る

職場に
おける採
用や昇
進等に
差別待
遇がある

政策や
方針決
定の場
に女性
が十分
参画して
いない

家事・育
児や介
護などを
男女が
共同して
行う社会
の仕組
みが十
分に整
えられて
いない

配偶者
や恋人
からの肉
体的・精
神的な
暴力（ド
メス
ティック・
バイオレ
ンス）が
ある

職場に
おけるセ
クシュア
ル・ハラ
スメント
（性的い
やがら
せ）

レイプ
（強姦）、
ストー
カー、痴
漢などの
行為

売春・買
春、援助
交際など
の性の
商品化

女性の
ヌード写
真等を
掲載した
雑誌、新
聞、広告

妊娠や
出産など
母性健
康管理
につい
て、十分
に保障さ
れていな
い

「婦人」
「未亡
人」な
ど、女性
だけに用
いられる
言葉が
使われ
ている

その他 特にない
わからな
い

無回答

総数 918 30.0 26.5 16.4 46.6 12.2 9.4 21.6 12.5 5.9 10.5 3.2 1.0 9.0 4.0 4.1

単身 73 23.3 28.8 17.8 31.5 11.0 8.2 17.8 12.3 4.1 6.8 2.7 2.7 15.1 11.0 9.6

夫婦のみ 175 22.9 20.6 18.9 46.9 6.3 6.9 17.1 18.3 8.0 10.9 5.7 0.6 10.3 3.4 7.4

夫婦と子 371 32.9 27.8 15.6 51.2 15.6 11.3 24.5 10.2 5.4 11.3 2.7 0.3 7.0 2.2 2.4

夫婦と親 39 30.8 28.2 12.8 56.4 7.7 20.5 20.5 10.3 2.6 10.3 2.6 - 7.7 5.1 5.1

３世代 133 32.3 28.6 16.5 44.4 12.8 4.5 21.8 16.5 6.0 8.3 2.3 2.3 7.5 5.3 1.5

一人親と子 66 30.3 27.3 18.2 42.4 7.6 9.1 18.2 9.1 4.5 13.6 4.5 - 12.1 3.0 3.0

その他 54 38.9 27.8 13.0 40.7 16.7 11.1 27.8 7.4 9.3 11.1 - 3.7 7.4 7.4 1.9  
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問５．過去 5 年間にＤＶを受けた経験の有無 

現在及び以前に結婚されていた人の過去５年間にＤＶを受けた経験の有無は、「ある」

が 4.7％、「ない」が 76.0%となっている。ＤＶを受けたと答えた方の中では、「精神的

な嫌がらせや恐怖を感じるような脅迫を受けた」が 3.2%で最も多く、次いで「身体に対

する暴力を受けた」が 1.6%、「性的な行為を強要された」が 0.7％などとなっている。 

図 5-1 過去 5 年間にＤＶを受けた経験の有無（N=918 複数回答） 

4.7

3.2

1.6

0.7

19.3

76.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

ない

ある

精神的な嫌がらせや恐怖を
感じるような脅迫を受けた

身体に対する暴力を受けた

性的な行為を強要された

無回答

％

 

「ある」と
答えた人
の内容 
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【性別】 

性別にみると、「ある」の割合は、女性が 6.7％で男性の 1.9％よりもやや高い。男性で

は「精神的な嫌がらせや恐怖を感じるような脅迫を受けた」が 2.0%、他の項目は 0 である

のに対し、女性では「精神的な嫌がらせや恐怖を感じるような脅迫を受けた」が 3.9％、「身

体に対する暴力を受けた」が 3.0％、「性的な行為を強要された」が 1.2％となっている。 

【年代別】 

年代別にみると、「ある」の割合は 30 歳代、40歳代、50歳代で 6％を超えている。「精神

的な嫌がらせや恐怖を感じるような脅迫を受けた」が多く、50 歳代では若干その割合が高

くなっている。 

 

図 5-2 過去 5 年間にＤＶを受けた経験の有無      単位：％ 
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【職業別】 

職業別にみると、大差はない。 

 

図 5-3 過去 5 年間にＤＶを受けた経験の有無 単位：％ 

N ある

身体に
対する
暴力を
受けた

精神的
な嫌がら
せや恐

怖を感じ
るような
脅迫を
受けた

性的な
行為を

強要され
た

ない 無回答

総数 918 4.7 1.6 3.2 0.7 76.0 19.3

 農林水産業  37 5.4 2.7 2.7 - 83.8 10.8

 自営業  89 6.7 2.2 5.6 2.2 78.7 14.6

 公務員  49 8.1 - 6.1 2.0 77.6 14.3

会社員・団体職員  241 2.5 0.4 1.7 0.8 71.4 26.1

 学生  23 0.0 - - - 13.0 87.0

パート・アルバイト 75 6.7 1.3 5.3 1.3 81.3 12.0

主婦・家事手伝い 151 7.3 4.0 4.6 - 86.1 6.6

 無職 139 2.8 1.4 1.4 - 83.5 13.7

 その他 70 2.9 1.4 1.4 - 75.7 21.4  

 

【家族構成別】 

家族構成別にみると、大差はない。 

 

図 5-4 過去 5 年間にＤＶを受けた経験の有無 単位：％ 

N ある

身体に
対する
暴力を
受けた

精神的
な嫌がら
せや恐

怖を感じ
るような
脅迫を
受けた

性的な
行為を

強要され
た

ない 無回答

総数 918 4.7 1.6 3.2 0.7 76.0 19.3

単身 73 2.7 1.4 1.4 - 54.8 42.5

夫婦のみ 175 5.7 2.9 3.4 0.6 85.7 8.6

夫婦と子 371 5.4 1.9 4.0 0.8 80.6 14.0

夫婦と親 39 5.1 - 5.1 - 87.2 7.7

３世代 133 3.8 1.5 1.5 0.8 76.7 19.5

一人親と子 66 6.1 - 4.5 1.5 59.1 34.8

その他 54 0.0 - - - 53.7 46.3  
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問６．女性の人権を守るために特に必要なこと 

女性の人権を守るために特に必要なことについては、「仕事と家庭生活、地域活動の両

立ができるような環境を整える」が 67.2%で最も多く、次いで「学校教育や社会教育にお

いて男女平等をすすめるための教育・学習活動を充実させる」が 35.8%、「採用・昇進など

において男女のあつかいを平等にすることを、企業などに働きかける」が 25.1%などとな

っている。 

図 6-1 女性の人権を守るために特に必要なこと（N=918 複数回答３） 

67.2

35.8

25.1

18.4

16.1

14.2

12.1

11.2

1.3

2.9

2.7

2.5

13.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

仕事と家庭生活、地域活動の
両立ができるような環境を整える

学校教育や社会教育において男女平等を
すすめるための教育・学習活動を充実させる

採用・昇進などにおいて男女のあつかいを
平等にすることを、業などに働きかける

男女平等の社会を築くための啓発活動を推進する

男女平等の視点に立って、地域における慣習や
しきたりの見直しをおこなう

女性のための相談体制を充実させる

様々な意思決定や政策決定の場への
女性の参画を推進する

セクシャルハラスメント（性的いやがらせ）やドメスティック
バイオレンス（配偶者や恋人からの心身へ与える暴力）の

防止に取り組む

母性保護の視点から、生涯を通じた女性の
健康保持を支援する

その他

特にない

わからない

無回答

％

 

【性別】 

性別にみると、大差はない。「男女平等の社会を築くための啓発活動を推進する」の割合

は男性の方が 8 ポイント高い。「女性のための相談体制を充実させる」の割合は女性の方が

7.5 ポイント高い。 

【年代別】 

年代別にみると、「採用・昇進などにおいて男女のあつかいを平等にすることを、企業な

どに働きかける」の割合は 20歳代で他と比べて高い。 
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男女平等の社会を築くた

めの啓発活動を推進する 
学校教育や社会教育にお

いて男女平等をすすめる
ための教育・学習活動を充
実させる 

仕事と家庭生活、地域活動

の両立ができるような環
境を整える 

採用・昇進などにおいて男
女のあつかいを平等にす
ることを、企業などに働き
かける 
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様々な意思決定や政策決
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男女平等の視点に立って、
地域における慣習やしき
たりの見直しをおこなう 

セクシャルハラスメント
やドメスティックバイオ
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女性のための相談体制を
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単位：％ 図 6-2 女性の人権を守るために特に必要なこと 
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【職業別】 

職業別にみると、「仕事と家庭生活、地域活動の両立ができるような環境を整える」の割合

はパート・アルバイトや公務員で他と比べて高い。「採用・昇進などにおいて男女のあつか

いを平等にすることを、企業などに働きかける」の割合は学生で他と比べて高い。「学校教

育や社会教育において男女平等をすすめるための教育・学習活動を充実させる」の割合は

公務員で他と比べて高い。 

図 6-3 女性の人権を守るために特に必要なこと     単位：％ 

N

男女平
等の社
会を築く
ための
啓発活
動を推
進する

学校教
育や社
会教育
において
男女平
等をすす
めるため
の教育・
学習活
動を充
実させる

仕事と家
庭生活、
地域活
動の両
立ができ
るような
環境を
整える

採用・昇
進などに
おいて男
女のあ
つかいを
平等に
すること
を、企業
などに働
きかける

様々な
意思決
定や政
策決定
の場へ
の女性
の参画
を推進
する

男女平
等の視
点に立っ
て、地域
における
慣習やし
きたりの
見直しを
おこなう

セクシャ
ルハラス
メントや
ドメス
ティック
バイオレ
ンスの防
止に取り
組む

女性の
ための
相談体
制を充
実させる

母性保
護の視
点から、
生涯を
通じた女
性の健
康保持
を支援
する

その他 特にない
わからな
い

無回答

総数 918 18.4 35.8 67.2 25.1 13.0 16.1 12.1 14.2 11.2 1.3 2.9 2.7 2.5

 農林水産業  37 37.8 35.1 59.5 18.9 10.8 32.4 13.5 16.2 16.2 - - - 2.7

 自営業  89 13.5 38.2 71.9 20.2 14.6 15.7 18.0 12.4 9.0 - 6.7 - 4.5

 公務員  49 14.3 44.9 73.5 22.4 4.1 22.4 10.2 16.3 16.3 - 2.0 - 2.0

会社員・団体職員  241 21.2 34.9 70.1 28.2 13.7 14.9 12.0 12.0 11.2 1.7 2.5 2.5 1.2

 学生  23 8.7 39.1 69.6 43.5 13.0 4.3 26.1 17.4 4.3 4.3 - - -

パート・アルバイト 75 17.3 34.7 76.0 32.0 17.3 16.0 17.3 14.7 2.7 1.3 2.7 - -

主婦・家事手伝い 151 9.3 37.7 70.9 25.8 11.9 15.9 12.6 16.6 14.6 1.3 2.6 3.3 0.7

 無職 139 20.1 38.8 64.7 22.3 17.3 17.3 5.0 12.9 12.2 2.2 3.6 5.0 0.7

 その他 70 30.0 25.7 52.9 18.6 7.1 14.3 14.3 14.3 15.7 1.4 - 8.6 7.1  

【家族構成別】 

家族構成別にみると、「仕事と家庭生活、地域活動の両立ができるような環境を整える」

の割合は３世代世帯で 70％を超えて他と比べて高い。「学校教育や社会教育において男女平

等をすすめるための教育・学習活動を充実させる」の割合は夫婦と親で他と比べて高い。 

図 6-4 女性の人権を守るために特に必要なこと     単位：％ 

N

男女平
等の社
会を築く
ための
啓発活
動を推
進する

学校教
育や社
会教育
において
男女平
等をすす
めるため
の教育・
学習活
動を充
実させる

仕事と家
庭生活、
地域活
動の両
立ができ
るような
環境を
整える

採用・昇
進などに
おいて男
女のあ
つかいを
平等に
すること
を、企業
などに働
きかける

様々な
意思決
定や政
策決定
の場へ
の女性
の参画
を推進
する

男女平
等の視
点に立っ
て、地域
における
慣習やし
きたりの
見直しを
おこなう

セクシャ
ルハラス
メントや
ドメス
ティック
バイオレ
ンスの防
止に取り
組む

女性の
ための
相談体
制を充
実させる

母性保
護の視
点から、
生涯を
通じた女
性の健
康保持
を支援
する

その他 特にない
わからな
い

無回答

総数 918 18.4 35.8 67.2 25.1 13.0 16.1 12.1 14.2 11.2 1.3 2.9 2.7 2.5

単身 73 26.0 34.2 57.5 34.2 9.6 9.6 8.2 12.3 11.0 - 2.7 6.8 2.7

夫婦のみ 175 16.0 39.4 64.6 17.7 15.4 18.3 5.7 13.7 11.4 1.7 3.4 2.9 3.4

夫婦と子 371 17.3 36.1 69.5 25.3 11.9 17.3 15.1 14.3 11.6 1.3 2.2 1.9 2.2

夫婦と親 39 20.5 48.7 69.2 23.1 12.8 20.5 12.8 10.3 7.7 - 5.1 5.1 2.6

３世代 133 21.1 30.1 75.2 24.1 12.0 15.8 13.5 14.3 10.5 - 3.0 0.8 0.8

一人親と子 66 13.6 37.9 65.2 27.3 16.7 12.1 10.6 15.2 10.6 4.5 6.1 1.5 3.0

その他 54 22.2 27.8 59.3 37.0 14.8 14.8 14.8 18.5 14.8 1.9 1.9 7.4 1.9  
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３３３３．．．．子子子子どものどものどものどもの人権人権人権人権についてについてについてについて    

問７．子どもに関する人権上の問題で特に問題があると思われること 

子どもに関する人権上の問題で特に問題があると思われることについては、「保護者

による子どもへの暴力や育児の放棄などの児童虐待」が 71.8%で最も多く、次いで「子

どもによる暴力や仲間はずれ、無視などのいじめをする」が 38.2%、「大人が子どもの意

見を聞かず、自分の意見を子どもに押しつける」、「子どもを成績や学歴だけで判断する」

が 25.5％などとなっている。 

 

問 7-1 子どもに関する人権上の問題で特に問題があると思われること（N=918、複数回答３） 

71.8

38.2

25.5

25.5

22.1

18.5

13.3

9.6

7.7

7.6

1.5

2.8

2.6

1.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80

保護者による子どもへの暴力や
育児の放棄などの児童虐待

子どもによる暴力や仲間はずれ、
無視などのいじめをする

大人が子どもの意見を聞かず、
自分の意見を子どもに押しつける

子どもを成績や学歴だけで判断する

暴力や性など、子どもにとって
有害な情報がはんらんしている

携帯電話などを利用した
「いじめ問題」がある

不審者によるつきまといなど、
子どもの安全をおびやかす行為

「子どもだから」という理由で、
子どものプライバシーを尊重しない

教師による言葉の暴力や体罰がある

売春、買春、援助交際が行われている

その他

特にない

わからない

無回答

％

 
【性別】 

性別にみると、大差はない。 

 

【年代別】 

年代別にみると、年代が低くなるほど、「携帯電話などを利用した『いじめ問題』がある」

の割合が高くなる。 
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保護者による子どもへの

暴力や育児の放棄などの
児童虐待 

大人が子どもの意見を聞

かず、自分の意見を子ども
に押しつける 

「子どもだから」という理

由で、子どものプライバシ
ーを尊重しない 

子どもによる暴力や仲間
はずれ、無視などのいじめ
をする 

71.1

72.8

76.6

69.7

70.2

51.4

83.0

86.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

男性 N=402

女性 N=508

20歳代 N=104

30歳代 N=135

40歳代 N=145

50歳代 N=188

60歳代 N=198

70歳以上 N=138

 

26.1

25.2

23.1

25.9

11.7

29.8

28.8

31.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

 

10.2

9.3

12.5

9.6

3.4

12.2

10.6

9.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

 

36.6

39.8

40.4

42.2

46.9

39.9

39.4

19.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

 

 

携帯電話などを利用した

「いじめ問題」がある 
教師による言葉の暴力や

体罰がある 
不審者によるつきまとい

など、子どもの安全をおび
やかす行為 

売春、買春、援助交際が行

われている 

19.4

18.1

30.8

22.2

22.1

17.6

13.6

11.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

男性 N=402

女性 N=508

20歳代 N=104

30歳代 N=135

40歳代 N=145

50歳代 N=188

60歳代 N=198

70歳以上 N=138

 

7.2

8.1

9.6

5.2

7.6

6.9

8.6

8.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

 

12.9

13.8

18.3

25.9

20.7

8.5

6.6

6.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

 

9.0

6.7

9.6

8.9

9.7

5.9

8.6

4.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

 

 
暴力や性など、子どもにと
って有害な情報がはんら
んしている 

子どもを成績や学歴だけ
で判断する 

その他 特にない 

19.2

24.4

9.6

17.8

24.1

28.2

25.8

20.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

男性 N=402

女性 N=508

20歳代 N=104

30歳代 N=135

40歳代 N=145

50歳代 N=188

60歳代 N=198

70歳以上 N=138

 

28.1

23.2

22.1

23.0

20.7

29.8

33.3

17.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

 

2.0

1.2

0.0

3.0

1.4

1.1

2.5

0.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

 

2.5

2.8

1.0

0.0

1.4

2.7

1.0

10.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

 

単位：％ 問 7-2 子どもに関する人権上の問題で特に問題があると思われること 
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【職業別】 

職業別にみると、「保護者による子どもへの暴力や育児の放棄などの児童虐待」の割合は、

学生、パート・アルバイト、会社員・団体職員、公務員、農林水産業では 75％を超え、他

と比べて高い。「子どもによる暴力や仲間はずれ、無視などのいじめをする」の割合は、学

生、会社員・団体職員、パート・アルバイト、主婦・家事手伝いで他と比べて高い。「大人

が子どもの意見を聞かず、自分の意見を子どもに押しつける」の割合は農林水産業で他と

比べて高い。 

問 7-3 子どもに関する人権上の問題で特に問題があると思われること 単位：％ 

N

保護者に
よる子ど
もへの暴
力や育児
の放棄な
どの児童
虐待

大人が子
どもの意
見を聞か
ず、自分
の意見を
子どもに
押しつけ
る

「子どもだ
から」とい
う理由
で、子ど
ものプラ
イバシー
を尊重し
ない

子どもに
よる暴力
や仲間は
ずれ、無
視などの
いじめを
する

携帯電話
などを利
用した「い
じめ問
題」があ
る

教師によ
る言葉の
暴力や体
罰がある

不審者に
よるつき
まといな
ど、子ども
の安全を
おびやか
す行為

売春、買
春、援助
交際が行
われてい
る

暴力や性
など、子
どもにとっ
て有害な
情報がは
んらんし
ている

子どもを
成績や学
歴だけで
判断する

その他 特にない
わからな
い

無回答

総数 918 71.8 25.5 9.6 38.2 18.5 7.7 13.3 7.6 22.1 25.5 1.5 2.8 2.6 1.6

 農林水産業  37 75.7 40.5 16.2 27.0 13.5 5.4 - 5.4 27.0 37.8 - 2.7 - 2.7

 自営業  89 61.8 31.5 12.4 36.0 23.6 6.7 9.0 6.7 24.7 20.2 1.1 5.6 - 2.2

 公務員  49 77.6 30.6 18.4 26.5 14.3 12.2 12.2 10.2 24.5 18.4 2.0 - - 2.0

会社員・団体職員  241 78.8 25.3 9.1 44.0 16.6 5.0 18.7 8.3 17.8 32.0 2.5 0.4 1.7 -

 学生  23 95.7 13.0 8.7 52.2 39.1 8.7 17.4 - 4.3 8.7 - - - -

パート・アルバイト 75 80.0 26.7 9.3 44.0 20.0 6.7 16.0 13.3 29.3 21.3 - - - -

主婦・家事手伝い 151 73.5 17.9 6.6 44.4 21.2 7.3 13.9 7.9 29.8 25.2 1.3 2.6 2.0 2.0

 無職 139 65.5 23.7 7.9 34.5 17.3 10.8 9.4 7.2 20.1 29.5 1.4 4.3 5.8 -

 その他 70 64.3 25.7 7.1 32.9 17.1 12.9 15.7 7.1 12.9 10.0 2.9 2.9 10.0 4.3  

【家族構成別】 

家族構成別にみると、「保護者による子どもへの暴力や育児の放棄などの児童虐待」の割

合は３世代の世帯で高い。「子どもによる暴力や仲間はずれ、無視などのいじめをする」の

割合は、夫婦と子、一人親と子の世帯で他と比べて高い。 

 わからない    

3.0

2.4

1.9

0.0

2.1

2.1

2.0

8.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

男性 N=402

女性 N=508

20歳代 N=104

30歳代 N=135

40歳代 N=145

50歳代 N=188

60歳代 N=198

70歳以上 N=138
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問 7-4 子どもに関する人権上の問題で特に問題があると思われること 単位：％ 

N

保護者に
よる子ど
もへの暴
力や育児
の放棄な
どの児童
虐待

大人が子
どもの意
見を聞か
ず、自分
の意見を
子どもに
押しつけ
る

「子どもだ
から」とい
う理由
で、子ど
ものプラ
イバシー
を尊重し
ない

子どもに
よる暴力
や仲間は
ずれ、無
視などの
いじめを
する

携帯電話
などを利
用した「い
じめ問
題」があ
る

教師によ
る言葉の
暴力や体
罰がある

不審者に
よるつき
まといな
ど、子ども
の安全を
おびやか
す行為

売春、買
春、援助
交際が行
われてい
る

暴力や性
など、子
どもにとっ
て有害な
情報がは
んらんし
ている

子どもを
成績や学
歴だけで
判断する

その他 特にない
わからな
い

無回答

総数 918 71.8 25.5 9.6 38.2 18.5 7.7 13.3 7.6 22.1 25.5 1.5 2.8 2.6 1.6

単身 73 65.8 23.3 9.6 30.1 21.9 5.5 6.8 9.6 16.4 19.2 2.7 4.1 9.6 4.1

夫婦のみ 175 69.7 31.4 9.7 32.6 13.1 6.3 6.9 7.4 28.6 26.9 1.7 1.1 2.3 1.7

夫婦と子 371 71.2 21.8 9.7 44.5 23.2 9.7 19.7 8.9 19.7 25.3 1.6 2.2 1.3 1.1

夫婦と親 39 69.2 15.4 7.7 38.5 12.8 2.6 10.3 2.6 30.8 25.6 - 7.7 5.1 5.1

３世代 133 83.5 30.1 8.3 35.3 15.8 4.5 13.5 6.0 21.1 25.6 0.8 2.3 0.8 -

一人親と子 66 71.2 27.3 9.1 40.9 12.1 12.1 9.1 3.0 24.2 27.3 1.5 4.5 1.5 1.5

その他 54 68.5 29.6 14.8 29.6 20.4 9.3 7.4 11.1 18.5 27.8 1.9 3.7 7.4 1.9  
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問８．身近で保護者・同居人から虐待を受けている子どもがいることを知ったらどう

するか 

身近で保護者・同居人から虐待を受けている子どもがいることを知ったらどうするか

については、「周囲の人に相談する」が 43.8%で最も多く、次いで「通報する」が 38.9%、

「自分で止めに入る」が 4.6％などとなっており、これら 3 つを合わせた何らかの対応

をする人の割合は 87.3％となっている。 

 

図 8-1 身近で保護者・同居人から虐待を受けている 

子どもがいることを知ったらどうするか（N=918） 

無回答
2.4%

わからない
3.3%

自分で止めに入る
4.6%

誤解もあるから何もし
ない, 1.7%

見て見ぬふりをする
0.2%

何をしていいか分か
らない, 3.8%

その他
1.3%

通報する
38.9%

周囲の人に相談する
43.8%

 

【性別】 

性別にみると、「周囲の人に相談する」の割合は、女性の方が高く、「通報する」の割合

は男性の方が高い。 

図 8-2 身近で保護者・同居人から虐待を受けている 

子どもがいることを知ったらどうするか 

37.8 42.5

36.0

6.5 2.2

0 3.349.0 3.0

1.4

4.5

3.3

0.5
0.7

1.8

2.7

2.2

2.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性

N=402

女性

N=508

周囲の人に相談する 通報する 自分で止めに入る

誤解もあるから何もしない 何をしていいか分からない 見て見ぬふりをする
その他 わからない 無回答
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【年代別】 

年代別にみると、何らかの対応をする人の割合は、40 歳代～60 歳代で他と比べて高い。

「通報する」の割合は 60歳代で他と比べて高い。 

図 8-3 身近で保護者・同居人から虐待を受けている 

子どもがいることを知ったらどうするか 

48.1

44.4

46.2

49.5

36.9

26.9

35.6

42.8

37.2

49.0

35.5

6.7

5.6

6.5

1.0

5.8 2.9

0.7

4.3 2.942.0

3.2

2.8

3.0

2.0

0

2.2

1.5

1.1

2.8

8.9

8.7

0

0

0

1.0

0

2.7

1.4

1.5

2.9

4.3

1.5

2.2

2.8

3.8

3.5

2.1

1.4

1.0

1.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20歳代

N=104

30歳代

N=135

40歳代

N=145

50歳代

N=188

60歳代

N=198

70歳以上

N=138

周囲の人に相談する 通報する 自分で止めに入る

誤解もあるから何もしない 何をしていいか分からない 見て見ぬふりをする
その他 わからない 無回答  

【職業別】 

職業別にみると、何らかの対応をする人の割合は、公務員、農林水産業で他と比べてや

や高い。「通報する」の割合は、公務員、無職で他と比べて高い。「周囲の人に相談する」

の割合は主婦・家事手伝い、パート・アルバイト、農林水産業、自営業で他と比べて高い。 

図 8-4 身近で保護者・同居人から虐待を受けている 

子どもがいることを知ったらどうするか 

48.6

48.3

38.8
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50.7

33.8

42.9

32.4

33.7
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7.9
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4.3
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4.3
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0

0

0
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1.4

2.0

9.3

7.1

4.1

2.2

0

0

0

0.4

1.4

0

3.3

2.7

4.3

2

1.1

5.0

1.1

2.7

0

2.5

0

1.3

1.3

0.7

2.9

2.2

5.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

農林水産業

N=37

自営業

N=89

公務員

N=49

会社員・団体職員

N=241

学生

N=23

パート・アルバイト

N=75

主婦・家事手伝い

N=151

無職

N=139

その他

N=70

周囲の人に相談する 通報する 自分で止めに入る

誤解もあるから何もしない 何をしていいか分からない 見て見ぬふりをする
その他 わからない 無回答
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【家族構成別】 

家族構成別にみると、何らかの対応をする人の割合は、夫婦のみ、夫婦と子、夫婦と親、

３世代で他と比べて高い。夫婦のみの世帯では「通報する」の割合が他と比べて高い。単

身の世帯では「わからない」の割合が他と比べて高い。 

図 8-5 身近で保護者・同居人から虐待を受けている 

子どもがいることを知ったらどうするか 

43.8

37.7

44.7

46.2

48.1

45.5

26.0

48.0

38.0

38.5

41.4

39.4

27.8

8.2

5.7

4.3

7.7

0

0

1.9

0

0

0

5.646.3 5.6

2.3

4.0

2.7

0.8

3.0

0.8

1.4

3.8

2.9

4.6

0

3.0

9.3

0

0

0.5

0

1.4

2.2

1.5

1.5

0

3.0

11.0

0.6

3.8

5.5

1.1

3.7

4.5

2.3

7.7

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

単身

N=73

夫婦のみ

N=175

夫婦と子

N=371

夫婦と親

N=39

３世代

N=133

一人親と子

N=66

その他

N=54

周囲の人に相談する 通報する 自分で止めに入る

誤解もあるから何もしない 何をしていいか分からない 見て見ぬふりをする
その他 わからない 無回答

 

 

問９．子どもの人権を守るために特に必要なこと 

子どもの人権を守るために特に必要なことについては、「子どもが健やかに育つよう、

愛情豊かな家庭をつくる」が 44.6%で最も多く、次いで「自分を大切にし、他人を思い

やる心を持った子どもを育てる」が 41.7%、「家庭・学校・地域の連携を強め、社会全体

で子どもを育てる」が 35.9％などとなっている。 
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図 9-1 子どもの人権を守るために特に必要なこと（N=918、複数回答３） 

44.6

41.7

35.9

28.5

25.7

19.6

15.5

13.9

11.9

11.7

1.3

0.8

1.1

1.7

16.0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

子どもが健やかに育つよう、
愛情豊かな家庭をつくる

自分を大切にし、他人を思いやる心を
持った子どもを育てる

家庭・学校・地域の連携を強め、
社会全体で子どもを育てる

親の育児不安などに対応できる相談・
支援体制を充実する

家庭での親の子どもに対するしつけ方や
教育力を向上させる

子どもの思いや考えが大切にされるなど、
子どもの個性や自主性を尊重する

児童虐待や性犯罪など、子どもが被害者と
ならないよう防止に努める

教師の人権感覚や指導力を高める

学校において、いじめ防止の
取り組みを強化する

社会性や生きる力をつけるために、
子どもたちの地域活動を充実する

子どもの人権を守るための教育・
啓発活動を推進する

その他

特にない

わからない

無回答

％

 

【性別】 

 性別にみると、「子どもが健やかに育つよう、愛情豊かな家庭をつくる」及び「家庭・学

校・地域の連携を強め、社会全体で子どもを育てる」の割合は男女差がない。「自分を大切

にし、他人を思いやる心を持った子どもを育てる」の割合は、女性が男性よりも 8 ポイン

ト高い。「親の育児不安などに対応できる相談・支援体制を充実する」の割合は、女性の方

が男性より 9 ポイント高い。 

 

【年代別】 

年代別にみると、20 歳代～40 歳代が、「子どもが健やかに育つよう、愛情豊かな家庭を

つくる」が最も多く、50 歳代～60 歳代では、「自分を大切にし、他人を思いやる心を持っ

た子どもを育てる」が多くなっている。 
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子どもの人権を守るため

の教育・啓発活動を推進す
る 

子どもが健やかに育つよ

う、愛情豊かな家庭をつく
る 

家庭での親の子どもに対

するしつけ方や教育力を
向上させる 

子どもの思いや考えが大
切にされるなど、子どもの
個性や自主性を尊重する 
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70歳以上 N=138
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22.1
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自分を大切にし、他人を思

いやる心を持った子ども
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学校において、いじめ防止

の取り組みを強化する 
教師の人権感覚や指導力

を高める 

家庭・学校・地域の連携を
強め、社会全体で子どもを
育てる 

37.6
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8.9

17.9

21.8
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41.3

41.5

41.4

34.6

31.3

29.7
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社会性や生きる力をつけ
るために、子どもたちの地
域活動を充実する 

児童虐待や性犯罪など、子
どもが被害者とならない
よう防止に努める 

親の育児不安などに対応
できる相談・支援体制を充
実する 

その他 
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9.4
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8.7

0 10 20 30 40 50 60

男性 N=402

女性 N=508

20歳代 N=104

30歳代 N=135

40歳代 N=145

50歳代 N=188

60歳代 N=198

70歳以上 N=138

 

13.7

18.1

19.2

22.2

17.9

16.5

12.1

11.6
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0 10 20 30 40 50 60

 

単位：％ 図 9-2 子どもの人権を守るために特に必要なこと 
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【職業別】 

職業別にみると、「子どもが健やかに育つよう、愛情豊かな家庭をつくる」の割合は、農

林水産業、自営業で他と比べて高い。「自分を大切にし、他人を思いやる心を持った子ども

を育てる」の割合は、パート・アルバイト、主婦・家事手伝い、無職で他と比べて高い。「家

庭・学校・地域の連携を強め、社会全体で子どもを育てる」の割合は、学生、パート・ア

ルバイトで高い。公務員、パート・アルバイトでは「親の育児不安などに対応できる相談・

支援体制を充実する」の割合が高い。 

 

図 9-3 子どもの人権を守るために特に必要なこと    単位：％ 

N

子どもの
人権を
守るため
の教育・
啓発活
動を推
進する

子どもが
健やか
に育つよ
う、愛情
豊かな
家庭をつ
くる

家庭で
の親の
子どもに
対するし
つけ方
や教育
力を向
上させる

子どもの
思いや
考えが
大切にさ
れるな
ど、子ど
もの個性
や自主
性を尊
重する

自分を
大切に
し、他人
を思いや
る心を
持った子
どもを育
てる

学校に
おいて、
いじめ防
止の取り
組みを
強化す
る

教師の
人権感
覚や指
導力を
高める

家庭・学
校・地域
の連携
を強め、
社会全
体で子ど
もを育て
る

社会性
や生きる
力をつけ
るため
に、子ど
もたちの
地域活
動を充
実する

児童虐
待や性
犯罪な
ど、子ど
もが被害
者となら
ないよう
防止に
努める

親の育
児不安
などに対
応できる
相談・支
援体制
を充実
する

その他 特にない
わからな
い

無回答

総数 918 11.7 44.6 25.7 19.6 41.7 13.9 15.5 35.9 11.9 16.0 28.5 1.3 0.8 1.1 1.7

 農林水産業  37 27.0 62.2 27.0 24.3 40.5 8.1 21.6 18.9 5.4 10.8 18.9 - - - 5.4

 自営業  89 12.4 51.7 29.2 22.5 36.0 10.1 18.0 38.2 9.0 20.2 22.5 2.2 1.1 - 1.1

 公務員  49 12.2 34.7 34.7 22.4 36.7 6.1 22.4 38.8 12.2 12.2 42.9 - - - 4.1

会社員・団体職員  241 10.0 46.9 23.7 22.0 41.5 16.6 15.4 39.4 12.0 13.7 29.0 2.1 0.4 - 1.7

 学生  23 8.7 34.8 17.4 13.0 13.0 17.4 8.7 56.5 17.4 30.4 21.7 4.3 - 4.3 -

パート・アルバイト 75 5.3 37.3 26.7 17.3 50.7 17.3 13.3 52.0 10.7 17.3 38.7 - - 1.3 -

主婦・家事手伝い 151 10.6 46.4 25.8 15.2 47.0 13.9 15.9 35.1 7.9 19.9 33.8 0.7 - 0.7 1.3

 無職 139 12.9 40.3 28.8 17.3 44.6 12.9 18.7 28.8 18.0 10.8 25.2 1.4 0.7 2.9 0.7

 その他 70 17.1 35.7 28.6 18.6 41.4 14.3 11.4 27.1 12.9 15.7 25.7 - 1.4 2.9 1.4  

 特にない わからない   

0.7

0.6

1.0

0.0

0.7

0.5

0.0

2.2

0 10 20 30 40 50 60

男性 N=402

女性 N=508

20歳代 N=104

30歳代 N=135

40歳代 N=145

50歳代 N=188

60歳代 N=198

70歳以上 N=138

 

1.0

1.2

2.9

0.0

1.4

0.5

0.5

2.2

0 10 20 30 40 50 60
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【家族構成別】 

家族構成別にみると、「自分を大切にし、他人を思いやる心を持った子どもを育てる」の

割合は、一人親と子、夫婦のみの世帯で他と比べて高い。「子どもが健やかに育つよう、愛

情豊かな家庭をつくる」の割合は夫婦のみ、３世代で他と比べて高い。「家庭・学校・地域

の連携を強め、社会全体で子どもを育てる」の割合は、３世代や夫婦と子の世帯で他と比

べて高い。夫婦と親の世帯では「家庭での親の子どもに対するしつけ方や教育力を向上さ

せる」の割合は他と比べて高い。 

 

図 9-4 子どもの人権を守るために特に必要なこと    単位：％ 

N

子どもの
人権を
守るため
の教育・
啓発活
動を推
進する

子どもが
健やか
に育つよ
う、愛情
豊かな
家庭をつ
くる

家庭で
の親の
子どもに
対するし
つけ方
や教育
力を向
上させる

子どもの
思いや
考えが
大切にさ
れるな
ど、子ど
もの個性
や自主
性を尊
重する

自分を
大切に
し、他人
を思いや
る心を
持った子
どもを育
てる

学校に
おいて、
いじめ防
止の取り
組みを
強化す
る

教師の
人権感
覚や指
導力を
高める

家庭・学
校・地域
の連携
を強め、
社会全
体で子ど
もを育て
る

社会性
や生きる
力をつけ
るため
に、子ど
もたちの
地域活
動を充
実する

児童虐
待や性
犯罪な
ど、子ど
もが被害
者となら
ないよう
防止に
努める

親の育
児不安
などに対
応できる
相談・支
援体制
を充実
する

その他 特にない
わからな
い

無回答

総数 918 11.7 44.6 25.7 19.6 41.7 13.9 15.5 35.9 11.9 16.0 28.5 1.3 0.8 1.1 1.7

単身 73 16.4 43.8 13.7 19.2 42.5 12.3 8.2 34.2 13.7 13.7 23.3 1.4 2.7 8.2 1.4

夫婦のみ 175 7.4 50.3 27.4 22.9 49.7 9.1 19.4 30.3 15.4 14.9 23.4 0.6 - 0.6 2.3

夫婦と子 371 10.8 43.7 25.9 20.2 40.2 16.2 18.6 38.8 10.2 17.3 30.7 0.8 0.5 0.3 1.1

夫婦と親 39 12.8 46.2 38.5 20.5 25.6 7.7 10.3 35.9 7.7 12.8 38.5 - - - 5.1

３世代 133 10.5 48.9 27.8 17.3 41.4 13.5 9.0 39.8 9.0 15.0 30.8 3.8 - - 1.5

一人親と子 66 13.6 33.3 27.3 10.6 50.0 13.6 19.7 33.3 16.7 19.7 27.3 - 1.5 - -

その他 54 24.1 35.2 22.2 18.5 31.5 24.1 7.4 31.5 11.1 16.7 29.6 3.7 1.9 3.7 3.7  
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４４４４．．．．高齢者高齢者高齢者高齢者のののの人権人権人権人権についてについてについてについて    

問 10．高齢者に関する人権上の問題で特に問題があると思われること 

高齢者に関する人権上の問題で特に問題があると思われることについては、「判断能

力が十分でない高齢者をねらった詐欺などの犯罪が多い」が 45.4%で最も多く、次いで

「経済的な自立が困難である」が 42.3%、「家庭や施設での介護を支援する制度が整って

いない」が 42.2％などとなっている。 

図 10-1 高齢者に関する人権上の問題で特に問題があると思われること（N=918 複数回答３） 

45.4

42.3

42.2

25.6

18.4

17.4

14.7

10.5

7.4

3.4

1.5

3.4

2.1

1.7

0 10 20 30 40 50

判断能力が十分でない高齢者をねらった
詐欺などの犯罪が多い

経済的な自立が困難である

家庭や施設での介護を支援する
制度が整っていない

建物の階段や道路の段差など、
外出先での不便が多い

高齢者が子ども扱いやじゃま者扱いされ、
意見や行動が尊重されない

仕事やボランティアなどを通して
自分の能力を発揮する機会が少ない

高齢者向けの住宅が不足している

病院や福祉施設において
劣悪な扱いや虐待を受ける

家族や介護者から嫌がらせや
虐待を受ける

スポーツや文化活動などへの
参加に配慮されていない

その他

特にない

わからない

無回答

％

 

【性別】 

性別にみると、大差はないが「家庭や施設での介護を支援する制度が整っていない」が

男性で最も多く、女性よりも 7 ポイント高い。女性では「判断能力が十分でない高齢者を

ねらった詐欺などの犯罪が多い」が最も多くなっている。 

【年代別】 

年代別にみると、「判断能力が十分でない高齢者をねらった詐欺などの犯罪が多い」の割

合は、30 歳代で 56.3％で他と比べて高い。「家庭や施設での介護を支援する制度が整って

いない」の割合は、30 歳代～60 歳代の層で 45％を超え他と比べて高い。20 歳代では「高

齢者が子ども扱いやじゃま者扱いされ、意見や行動が尊重されない」の割合が 33.7%であり、

他と比べて高い。 
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経済的な自立が困難であ

る 
仕事やボランティアなど

を通して自分の能力を発
揮する機会が少ない 

スポーツや文化活動など

への参加に配慮されてい
ない 

高齢者が子ども扱いやじ
ゃま者扱いされ、意見や行
動が尊重されない 

43.8

41.3

34.6

43.7

46.2

41.5

45.5

39.9

0 10 20 30 40 50 60

男性 N=402

女性 N=508

20歳代 N=104

30歳代 N=135

40歳代 N=145

50歳代 N=188

60歳代 N=198

70歳以上 N=138

 

18.2

16.9

20.2

15.6

17.9

21.8

20.2

8.0

0 10 20 30 40 50 60

 

3.2

3.5

4.8

2.2

2.8

2.7

4.0

4.3

0 10 20 30 40 50 60

 

19.2

17.9

33.7

21.5

11.0

19.7

16.2

13.8

0 10 20 30 40 50 60

 

 

判断能力が十分でない高

齢者をねらった詐欺など
の犯罪が多い 

家庭や施設での介護を支

援する制度が整っていな
い 

家族や介護者から嫌がら

せや虐待を受ける 

病院や福祉施設において
劣悪な扱いや虐待を受け
る 

45.3

46.1

47.6

41.5

44.9

40.6

56.3

44.2

0 10 20 30 40 50 60

男性 N=402

女性 N=508

20歳代 N=104

30歳代 N=135

40歳代 N=145

50歳代 N=188

60歳代 N=198

70歳以上 N=138

 

46.0

39.4

36.5

45.2

45.5

46.3

45.5

31.2

0 10 20 30 40 50 60

 

5.5

9.1

11.5

10.4

6.2

6.9

6.1

5.8

0 10 20 30 40 50 60

 

6.7

13.6

13.5

16.3

15.9

6.9

11.1

1.4

0 10 20 30 40 50 60

 

 
建物の階段や道路の段差
など、外出先での不便が多
い 

高齢者向けの住宅が不足
している 

その他 特にない 

22.6

27.6

31.7

21.5

20.7

25.5

22.2

34.8

0 10 20 30 40 50 60

男性 N=402

女性 N=508

20歳代 N=104

30歳代 N=135

40歳代 N=145

50歳代 N=188

60歳代 N=198

70歳以上 N=138

 

13.4

15.6

6.7

11.9

17.2

22.9

14.6

8.7

0 10 20 30 40 50 60

 

2.0

1.0

2.9

1.5

0.0

1.6

1.0

2.2

0 10 20 30 40 50 60

 

3.5

3.3

1.9

0.7

2.1

1.6

4.5

8.7

0 10 20 30 40 50 60

 

単位：％ 図 10-2 高齢者に関する人権上の問題で特に問題があると思われること 
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【職業別】 

職業別にみると、「判断能力が十分でない高齢者をねらった詐欺などの犯罪が多い」の割

合は、公務員、会社員・団体職員、主婦・家事手伝い、無職では 45％を超え、他と比べて

高い。「経済的な自立が困難である」の割合は、パート・アルバイト、無職、自営業で 45％

を超え、他と比べて高い。「家庭や施設での介護を支援する制度が整っていない」の割合は、

公務員、会社員・団体職員、パート・アルバイトでは 45％を超え、他の層と比べて高い。 

 

図 10-3 高齢者に関する人権上の問題で特に問題があると思われること   単位：％ 

N
経済的な
自立が困
難である

仕事やボラ
ンティアな
どを通して
自分の能
力を発揮
する機会
が少ない

スポーツや
文化活動

などへの参
加に配慮さ
れていない

高齢者が
子ども扱い
やじゃま者
扱いされ、
意見や行

動が尊重さ
れない

判断能力
が十分で
ない高齢

者をねらっ
た詐欺など
の犯罪が

多い

家庭や施
設での介
護を支援
する制度

が整ってい
ない

家族や介
護者から
嫌がらせ
や虐待を
受ける

病院や福
祉施設に

おいて劣悪
な扱いや
虐待を受

ける

建物の階
段や道路
の段差な

ど、外出先
での不便
が多い

高齢者向
けの住宅

が不足して
いる

その他 特にない わからない 無回答

総数 918 42.3 17.4 3.4 18.4 45.4 42.2 7.4 10.5 25.6 14.7 1.5 3.4 2.1 1.7

 農林水産業  37 43.2 18.9 - 37.8 37.8 37.8 10.8 5.4 37.8 5.4 2.7 2.7 2.7 5.4

 自営業  89 46.1 16.9 3.4 16.9 31.5 37.1 10.1 11.2 23.6 13.5 - 3.4 2.2 1.1

 公務員  49 36.7 24.5 2.0 18.4 46.9 49.0 2.0 4.1 24.5 16.3 - 4.1 - 4.1

会社員・団体職員  241 43.6 20.7 2.9 20.3 52.3 47.7 7.1 9.1 21.6 14.9 2.5 2.1 2.1 1.2

 学生  23 26.1 26.1 13.0 26.1 43.5 43.5 4.3 13.0 26.1 8.7 4.3 - 4.3 -

パート・アルバイト 75 50.7 16.0 4.0 20.0 44.0 50.7 9.3 18.7 24.0 14.7 1.3 - 1.3 -

主婦・家事手伝い 151 39.1 14.6 4.0 16.6 46.4 37.1 11.9 16.6 30.5 17.2 1.3 1.3 2.0 0.7

 無職 139 47.5 14.4 3.6 12.2 47.5 42.4 4.3 5.8 28.1 15.1 0.7 5.0 2.2 1.4

 その他 70 38.6 17.1 4.3 17.1 42.9 40.0 5.7 11.4 22.9 12.9 1.4 7.1 2.9 1.4  

 

 わからない    

2.2

2.0

4.8

2.2

2.1

1.6

0.5

2.9

0 10 20 30 40 50 60

男性 N=402

女性 N=508

20歳代 N=104

30歳代 N=135

40歳代 N=145

50歳代 N=188

60歳代 N=198

70歳以上 N=138
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【家族構成別】 

家族構成別にみると、「判断能力が十分でない高齢者をねらった詐欺などの犯罪が多い」

の割合は、単身、夫婦と子、３世代の世帯で、「家庭や施設での介護を支援する制度が整っ

ていない」の割合は、夫婦のみ、一人親と子の世帯で、「経済的な自立が困難である」の割

合は、夫婦のみの世帯、一人親と子の世帯で、45％を超え、他の層と比べ高い。 

 

図 10-4 高齢者に関する人権上の問題で特に問題があると思われること   単位：％ 

N
経済的な
自立が困
難である

仕事やボラ
ンティアな
どを通して
自分の能
力を発揮
する機会
が少ない

スポーツや
文化活動
などへの参
加に配慮さ
れていない

高齢者が
子ども扱い
やじゃま者
扱いされ、
意見や行
動が尊重さ
れない

判断能力
が十分で
ない高齢
者をねらっ
た詐欺など
の犯罪が
多い

家庭や施
設での介
護を支援
する制度
が整ってい
ない

家族や介
護者から
嫌がらせ
や虐待を
受ける

病院や福
祉施設に
おいて劣悪
な扱いや
虐待を受
ける

建物の階
段や道路
の段差な
ど、外出先
での不便
が多い

高齢者向
けの住宅
が不足して
いる

その他 特にない わからない 無回答

総数 918 42.3 17.4 3.4 18.4 45.4 42.2 7.4 10.5 25.6 14.7 1.5 3.4 2.1 1.7

単身 73 39.7 15.1 1.4 15.1 46.6 39.7 2.7 12.3 24.7 17.8 - 1.4 6.8 2.7

夫婦のみ 175 45.7 16.0 7.4 17.1 43.4 46.3 6.9 8.6 25.7 12.6 2.3 5.1 0.6 2.3

夫婦と子 371 41.8 17.0 2.4 19.7 46.6 44.2 8.6 14.8 24.3 15.4 1.9 1.6 2.2 0.5

夫婦と親 39 30.8 23.1 - 20.5 33.3 38.5 10.3 5.1 30.8 17.9 2.6 5.1 5.1 5.1

３世代 133 38.3 23.3 3.0 18.0 51.1 33.8 7.5 4.5 31.6 14.3 - 4.5 - 0.8

一人親と子 66 51.5 19.7 3.0 9.1 37.9 48.5 6.1 9.1 21.2 15.2 - 6.1 - 1.5

その他 54 46.3 9.3 3.7 29.6 50.0 35.2 7.4 5.6 20.4 9.3 1.9 5.6 5.6 5.6  
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問 11．身近で保護者・同居人から虐待を受けている高齢者を知ったらどうするか 

身近で保護者・同居人から虐待を受けている高齢者を知ったらどうするかについては、

「周囲の人に相談する」が 49.3%で最も多く、次いで「通報する」が 31.0%、「自分で止

めに入る」が 5.0％などとなっている。これら 3つを合わせた、対応をしようとする人

の割合は 85.3%であり、対応しない人の割合は 10.5％である。 

 

図 11‐1 身近で保護者・同居人から虐待を受けている 

高齢者を知ったらどうするか（N=918） 

周囲の人に相談する
49.3%

わからない, 3.2%

何をしていいか分から
ない, 4.9%

自分で止めに入る
5.0%

誤解もあるから何もし
ない
2.0%

見て見ぬふりをする
0.4%

その他
0.9%

無回答
3.3%

通報する
31.0%

 

【性別】 

性別にみると、何らかの対応をしようとする人の割合に男女の差はないが、「周囲の人に

相談する」の割合は女性の方が 15ポイント高く、「通報する」の割合は男性の方が 10 ポイ

ント高い。 

図 11‐2 身近で保護者・同居人から虐待を受けている 

高齢者を知ったらどうするか 

56.3

36.8

26.6

7.5 3.2 4.2

5.5 0

2.2

3.7

41.0

3.0

0.8

1.0

0.7

1.0

3.1

3.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性

N=402

女性

N=508

周囲の人に相談する 通報する 自分で止めに入る

誤解もあるから何もしない 何をしていいか分からない 見て見ぬふりをする

その他 わからない 無回答
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【年代別】 

年代別にみると、何らかの対応をしようとする人の割合は、50歳代で他と比べて高い。「周

囲の人に相談する」と「通報する」を合わせた他者との連携の割合は、50歳代でやや高く、

20 歳代でやや低くなっているが、いずれも「周囲の人に相談する」の割合は他の世代と比

べてやや高い。 

図 11‐3 身近で保護者・同居人から虐待を受けている高齢者を知ったらどうするか 

57.7

51.9

46.9

54.8

42.9

47.1

16.3

28.1

32.4

33.0

36.9

32.6

7.7
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4.8

4.3

6.6

2.9

1
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0
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6.6

4.3

1

0.5

3

2.9

8.7

0

0

0.5

1.5

1

0.7

0.5

1.4

0.7

1

1.5

4.3

2.2

3.4

0.5

1.9

1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20歳代

N=104

30歳代

N=135

40歳代

N=145

50歳代

N=188

60歳代

N=198

70歳以上

N=138

周囲の人に相談する 通報する 自分で止めに入る

誤解もあるから何もしない 何をしていいか分からない 見て見ぬふりをする

その他 わからない 無回答
 

【職業別】 

職業別にみると、何らかの対応をしようとする人の割合は、公務員、農林水産業で他と

比べて高い。「周囲の人に相談する」と「通報する」を合わせた他者との連携の割合は、公

務員で他と比べてやや高い。無職では「周囲の人に相談する」よりも「通報する」の方が

多い。主婦・家事手伝い、農林水産業、パート・アルバイトでは、「周囲の人に相談する」

の割合が他と比べてやや高い。 

図 11‐4 身近で保護者・同居人から虐待を受けている高齢者を知ったらどうするか 
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農林水産業
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自営業
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公務員
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学生
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N=139

その他
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周囲の人に相談する 通報する 自分で止めに入る

誤解もあるから何もしない 何をしていいか分からない 見て見ぬふりをする
その他 わからない 無回答  
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【家族構成別】 

家族構成別にみると、何らかの対応をしようとする人の割合や「周囲の人に相談する」

と「通報する」を合わせた他者との連携の割合は、３世代で最も高い。また「周囲の人に

相談する」の割合は夫婦と親、３世代、夫婦と子の世帯で他と比べてやや高くなっている。 

図 11‐5 身近で保護者・同居人から虐待を受けている高齢者を知ったらどうするか 
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56.4

54.9
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3.8
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単身
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夫婦のみ

N=175

夫婦と子

N=371

夫婦と親

N=39

３世代

N=133

一人親と子

N=66

その他

N=54

周囲の人に相談する 通報する 自分で止めに入る

誤解もあるから何もしない 何をしていいか分からない 見て見ぬふりをする
その他 わからない 無回答  

問 12．高齢者の人権を守るために必要なこと 

高齢者の人権を守るために必要なことは、「保健・医療・福祉サービスを充実し、安

心して生活できるまちづくりを推進する」が 49.7%で最も多く、次いで「高齢者が能力

や知識、経験を生かして活躍できるよう、就業機会、生涯学習やボランティア活動の機

会を増やす」が 34.7%、「高齢者をねらった犯罪の防止など、高齢者の権利や生活を守

る制度を充実する」が 32.6％などとなっている。 
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図 12‐1 高齢者の人権を守るために必要なこと（N=918） 

49.7

34.7

32.6

29.3
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23.7
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14.9

8.9

1.4

2.0
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活躍できるよう、就業機会、生涯学習や

ボランティア活動の機会を増やす

高齢者をねらった犯罪の防止など、
高齢者の権利や生活を守る制度を充実する

幅広い分野で高齢者と他の世代との
交流を促進する

民生委員など身近な地域の人達による
見守りの体制を充実させる

建物の階段や道路の段差を解消するなど、
バリアフリーを進める

高齢者のための相談・支援体制を充実する

高齢者に対する理解と関心を深める教育・
啓発活動を推進する

高齢者に対する虐待などの防止策を徹底する

その他

特にない

わからない

無回答

％

 

【性別】 

性別にみると、大差はない。 

【年代別】 

年代別にみると、「保健・医療・福祉サービスを充実し、安心して生活できるまちづくり

を推進する」の割合は、30 歳代～60 歳代まで 50％を超え、他と比べて高い。「高齢者が能

力や知識、経験を生かして活躍できるよう、就業機会、生涯学習やボランティア活動の機

会を増やす」の割合は、50 歳代及び 20 歳代で 40％を超え、他と比べて高い。30 歳代では

「幅広い分野で高齢者と他の世代との交流を促進する」の割合が 37.8%で他と比べて高い。

年代が高くなるほど「高齢者のための相談・支援体制を充実する」の割合が高くなる傾向

がみられる。 
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高齢者が能力や知識、経験

を生かして活躍できるよ
う、就業機会、生涯学習や
ボランティア活動の機会
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高齢者に対する理解と関
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の世代との交流を促進す
る 

高齢者をねらった犯罪の
防止など、高齢者の権利や
生活を守る制度を充実す
る 
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単位：％ 図 12‐2 高齢者の人権を守るために必要なこと 
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【職業別】 

職業別にみると、「保健・医療・福祉サービスを充実し、安心して生活できるまちづくり

を推進する」の割合は、パート・アルバイト、主婦・家事手伝い、会社員・団体職員など

他と比べて高い。「高齢者が能力や知識、経験を生かして活躍できるよう、就業機会、生涯

学習やボランティア活動の機会を増やす」の割合は学生、パート・アルバイト、会社員・

団体職員で他と比べて高い。「高齢者をねらった犯罪の防止など、高齢者の権利や生活を守

る制度を充実する」の割合は無職で他と比べて高い。農林水産業では「高齢者に対する理

解と関心を深める教育・啓発活動を推進する」の割合が 45.9％で他と比べて高い。 

 

図 12‐3 高齢者の人権を守るために必要なこと      単位：％ 
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教育・啓
発活動を
推進する

幅広い分
野で高齢
者と他の
世代との
交流を促
進する

高齢者を
ねらった
犯罪の防
止など、
高齢者の
権利や生
活を守る
制度を充
実する

高齢者に
対する虐
待などの
防止策を
徹底する

建物の階
段や道路
の段差を
解消する
など、バリ
アフリー
を進める

民生委員
など身近
な地域の
人達によ
る見守り
の体制を
充実させ
る

保健・医
療・福祉
サービス
を充実
し、安心し
て生活で
きるまち
づくりを推
進する

高齢者の
ための相
談・支援
体制を充
実する

その他 特にない
わからな
い

無回答

総数 918 34.7 14.9 29.3 32.6 8.9 23.7 28.2 49.7 21.6 1.4 2.0 1.5 1.6

 農林水産業  37 35.1 45.9 32.4 27.0 2.7 35.1 37.8 29.7 16.2 - - - 2.7

 自営業  89 27.0 15.7 30.3 25.8 6.7 24.7 27.0 49.4 33.7 1.1 3.4 1.1 2.2

 公務員  49 36.7 12.2 30.6 32.7 12.2 14.3 32.7 51.0 14.3 2.0 2.0 - 4.1

会社員・団体職員  241 41.1 13.7 31.5 34.9 7.5 23.2 24.1 52.7 18.7 1.7 1.7 1.2 1.2

 学生  23 52.2 8.7 26.1 26.1 13.0 30.4 17.4 39.1 21.7 8.7 - - -

パート・アルバイト 75 44.0 9.3 29.3 32.0 9.3 29.3 38.7 57.3 17.3 - - 1.3 -

主婦・家事手伝い 151 33.8 15.2 27.8 36.4 12.6 26.5 27.8 53.0 22.5 0.7 - 1.3 1.3

 無職 139 26.6 15.1 28.8 39.6 7.2 19.4 26.6 50.4 23.0 0.7 2.2 2.2 0.7

 その他 70 30.0 17.1 25.7 24.3 14.3 21.4 34.3 41.4 24.3 1.4 2.9 4.3 -  

 

【家族構成別】 

家族構成別にみると、「保健・医療・福祉サービスを充実し、安心して生活できるまちづ

くりを推進する」の割合は一人親と子で他と比べてやや高い。「高齢者が能力や知識、経験

を生かして活躍できるよう、就業機会、生涯学習やボランティア活動の機会を増やす」の

割合は夫婦と親で他と比べて高い。「高齢者をねらった犯罪の防止など、高齢者の権利や生

活を守る制度を充実する」の割合は一人親と子、３世代、夫婦と子で他と比べて高い。 
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図 12‐4 高齢者の人権を守るために必要なこと      単位：％ 

N

高齢者が
能力や知
識、経験を
生かして活
躍できるよ
う、就業機
会、生涯学
習やボラン
ティア活動
の機会を
増やす

高齢者に
対する理
解と関心
を深める
教育・啓
発活動を
推進する

幅広い分
野で高齢
者と他の
世代との
交流を促
進する

高齢者を
ねらった
犯罪の防
止など、
高齢者の
権利や生
活を守る
制度を充
実する

高齢者に
対する虐
待などの
防止策を
徹底する

建物の階
段や道路
の段差を
解消する
など、バリ
アフリー
を進める

民生委員
など身近
な地域の
人達によ
る見守り
の体制を
充実させ
る

保健・医
療・福祉
サービス
を充実
し、安心し
て生活で
きるまち
づくりを推
進する

高齢者の
ための相
談・支援
体制を充
実する

その他 特にない
わからな
い

無回答

総数 918 34.7 14.9 29.3 32.6 8.9 23.7 28.2 49.7 21.6 1.4 2.0 1.5 1.6

単身 73 30.1 9.6 34.2 20.5 8.2 17.8 30.1 52.1 21.9 - 1.4 4.1 2.7

夫婦のみ 175 28.6 13.7 28.6 30.9 8.6 25.1 32.6 50.3 26.9 0.6 2.9 1.1 2.9

夫婦と子 371 36.4 17.5 31.3 34.2 10.8 23.7 28.0 50.1 20.2 1.3 0.8 1.9 0.8

夫婦と親 39 46.2 7.7 28.2 25.6 5.1 25.6 17.9 51.3 30.8 - 5.1 - 5.1

３世代 133 36.1 17.3 25.6 36.1 7.5 26.3 29.3 45.1 18.8 3.0 0.8 - 0.8

一人親と子 66 37.9 10.6 24.2 39.4 9.1 18.2 24.2 54.5 19.7 1.5 3.0 - -

その他 54 37.0 14.8 29.6 35.2 5.6 24.1 24.1 46.3 16.7 1.9 5.6 3.7 1.9  
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５５５５．．．．障障障障がいがいがいがい者者者者のののの人権人権人権人権についてについてについてについて    

問 13．障がい者に対して、障がいを理由とする差別や偏見の有無について 

障がい者に対して、障がいを理由とする差別や偏見があると思うかについては、「あ

ると思う」が 50.9%、次いで「少しはあると思う」が 38.0%、「ないと思う」は 4.5％と

なっている。 

図 13‐1 障がい者に対して、障がいを理由とする差別や偏見の有無について（N=918） 

少しはあると思う
38.0%

わからない
4.5%

無回答
2.1%

ないと思う
4.5%

あると思う
50.9%

 

 

 

 

 

【性別】 

性別にみると、大差はない。 

図 13‐2 障がい者に対して、障がいを理由とする差別や偏見の有無について 

50.6

35.3

40.4

5.2

3.5

52.0 5.0

3.9

2.5

1.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性

N=402

女性

N=508

あると思う 少しはあると思う ないと思う わからない 無回答
 

 

【年代別】 

年代別にみると、若年世代になるほど、「あると思う」の割合、あるいは「あると思う」

と「少しはあると思う」を合わせた割合が高まり、特に 30歳代では 97.8％となっている。 
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図 13‐3 障がい者に対して、障がいを理由とする差別や偏見の有無について 

63.5

71.1

53.1

57.4

38.4

30.4

29.8

26.7

38.6

34.6

47.5

47.8

0.7

3.7

8.1

7.2

3.2

12.3

1.0

2.1
3.4

3.0

3.8

1.5

3.0

2.2

1.1

2.8

0

1.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20歳代

N=104

30歳代

N=135

40歳代

N=145

50歳代

N=188

60歳代

N=198

70歳以上

N=138

あると思う 少しはあると思う ないと思う わからない 無回答
 

 

 

【職業別】 

職業別にみると、公務員、会社員・団体職員、パート・アルバイトといった勤め人では

「あると思う」の割合が他と比べて高い。 

 

図 13‐4 障がい者に対して、障がいを理由とする差別や偏見の有無について 

54.1

48.3

61.2

58.9

52.2

58.7

43.2

40.5

36.0

30.6

33.2

43.5

36.0

48.3

42.4

37.1

0

10.1

0

0

6.5

4.3

4.1

5.3

7.2

5.750.0

45.0
3.3

3.3

2.0

2.0

2.9

4.3

2.2

0

2.9

0.7

1.3

0

5.4

3.4

2.0

1.7

0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

農林水産業

N=37

自営業

N=89

公務員

N=49

会社員・団体職員

N=241

学生

N=23

パート・アルバイト

N=75

主婦・家事手伝い

N=151

無職

N=139

その他

N=70

あると思う 少しはあると思う ないと思う わからない 無回答  
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【家族構成別】 

 家族構成別にみると、一人親と子、夫婦と子では「あると思う」の割合が他と比べてや

や高い。「あると思う」と「少しはあると思う」を合わせた割合でみると、３世代や夫婦と

子の世帯では他と比べてやや高いが、夫婦と親の世帯では他と比べて低い。 

図 13‐5 障がい者に対して、障がいを理由とする差別や偏見の有無について 

50.7

39.4

55.8

48.7

51.1

60.6

48.1

32.9

46.3

36.9

25.6

42.1

28.8

38.9

2.7

7.4

10.3

3.8

4.5

3.7

10.3

4.5

5.6

2.7

3.8

8.2

4.0

2.3

1.5

5.1

0.8

2.9

5.5

0.8

3.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

単身

N=73

夫婦のみ

N=175

夫婦と子

N=371

夫婦と親

N=39

３世代

N=133

一人親と子

N=66

その他

N=54

あると思う 少しはあると思う ないと思う わからない 無回答
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問 14．障がい者に関する人権上の問題で特に問題があると思われること 

障がい者に関する人権上の問題で特に問題があると思われることについては、「働け

る場所や機会が少ない」が 57.6%で最も多く、次いで「障がいのある人に対する認識が

足りない」が 42.0%、「就職や仕事の内容、待遇で不利な扱いを受ける」が 32.7％など

となっている。 

図 14‐1 障がい者に関する人権上の問題で特に問題があると思われること（N=918、複数回答３） 

57.6

42.0

32.7

22.5

16.4

12.7

10.3

10.1

10.0

6.1

5.6

4.0

3.4

2.2

1.3

0.4

2.8

3.6

2.6

0 10 20 30 40 50 60 70

働ける場所や機会が少ない

障がいのある人に対する認識が足りない

就職や仕事の内容、待遇で
不利な扱いを受ける

建物の階段や道路の段差などがあり、
外出先での不便が多い

じろじろ見られたり、避けられたりする

排除されたり差別を受けたりする

身近な地域での福祉サービスが
十分でない

障がいのある人の暮らしに
適した住宅が少ない

学校の受け入れ体制が十分でない

障がいのあることによって、
受けることのできる情報が少ない

結婚に周囲が反対する

詐欺などの被害を受けやすい

スポーツ活動や文化活動に
気軽に参加できない

病院や施設内で拘束されたり
虐待を受けることがある

店や施設の利用、乗車など、
サービスの提供を拒否される

その他

特にない

わからない

無回答

％

 

【性別】 

性別にみると、大差はない。 

【年代別】 

年代別にみると、「働ける場所や機会が少ない」の割合は、60 歳代で 63.1%で他と比べて

やや高い。「障がいのある人に対する認識が足りない」の割合は、30歳代で 49.6%で他と比

べてやや高い。「就職や仕事の内容、待遇で不利な扱いを受ける」及び「排除されたり差別

を受けたりする」、「じろじろ見られたり、避けられたりする」の割合は、若年層ほど高く

なる傾向にある。30 歳代では「学校の受け入れ体制が十分でない」の割合が他と比べて高

い。 
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就職や仕事の内容、待遇で

不利な扱いを受ける 
働ける場所や機会が少な

い 
スポーツ活動や文化活動

に気軽に参加できない 

障がいのある人に対する
認識が足りない 

34.3

31.7

39.4

40.7

35.2

34.6

27.8

23.9

0 10 20 30 40 50 60 70

男性 N=402

女性 N=508

20歳代 N=104

30歳代 N=135

40歳代 N=145

50歳代 N=188

60歳代 N=198

70歳以上 N=138

 

59.2

56.5

56.7

57.8

55.9

54.3

56.4

63.1

0 10 20 30 40 50 60 70

 

3.5

3.3

6.7

3.7

2.1

3.7

1.5

3.6

0 10 20 30 40 50 60 70

 

44.0

40.6

39.4

49.6

42.8

42.6

41.9

35.5

0 10 20 30 40 50 60 70

 

 

詐欺などの被害を受けや

すい 
病院や施設内で拘束され

たり虐待を受けることが
ある 

排除されたり差別を受け

たりする 
建物の階段や道路の段差

などがあり、外出先での不
便が多い 

5.2

3.1

4.8

4.4

5.5

4.8

1.5

4.3

0 10 20 30 40 50 60 70

男性 N=402

女性 N=508

20歳代 N=104

30歳代 N=135

40歳代 N=145

50歳代 N=188

60歳代 N=198

70歳以上 N=138

 

1.2

3.0

5.8

2.2

1.4

2.1

2.0

0.7

0 10 20 30 40 50 60 70

 

14.4

11.6

26.9

19.3

15.2

10.1

7.1

5.1

0 10 20 30 40 50 60 70

 

19.2

25.0

18.3

17.8

20.7

24.5

26.8

23.9

0 10 20 30 40 50 60 70

 

 
店や施設の利用、乗車な
ど、サービスの提供を拒否
される 

障がいのある人の暮らし
に適した住宅が少ない 

学校の受け入れ体制が十
分でない 

身近な地域での福祉サー
ビスが十分でない 

1.7

1.0

1.9

1.5

2.1

1.1

1.0

0.7

0 10 20 30 40 50 60 70

男性 N=402

女性 N=508

20歳代 N=104

30歳代 N=135

40歳代 N=145

50歳代 N=188

60歳代 N=198

70歳以上 N=138

 

9.7

10.6

5.8

9.6

15.9

9.6

13.6

4.3

0 10 20 30 40 50 60 70

 

8.2

11.6

11.5

21.5

13.8

8.0

5.1

4.3

0 10 20 30 40 50 60 70

 

10.7

10.0

5.8

5.9

11.0

11.7

11.1

14.5

0 10 20 30 40 50 60 70

 

単位：％ 図 14‐2 障がい者に関する人権上の問題で特に問題があると思われること 
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【職業別】 

職業別にみると、「働ける場所や機会が少ない」の割合は、農林水産業で他と比べて高い。

「障がいのある人に対する認識が足りない」の割合は、農林水産業や公務員で他と比べて

高い。「排除されたり差別を受けたりする」の割合は、学生や公務員で他と比べて高い。 

 

障がいのあることによっ

て、受けることのできる情
報が少ない 

じろじろ見られたり、避け

られたりする 
結婚に周囲が反対する その他 

6.0

6.3

1.9

3.7

6.2

5.9

10.1

6.5
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男性 N=402

女性 N=508

20歳代 N=104

30歳代 N=135

40歳代 N=145

50歳代 N=188

60歳代 N=198

70歳以上 N=138

 

16.9
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33.7

25.2

15.9

12.2

9.6

10.9
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5.7

5.5

4.8
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4.0

9.4
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0.5

0.2

0.0

0.7

0.7

0.5

0.0

0.0
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 特にない わからない   

3.0

2.6

1.9

1.5

1.4

1.6

3.5

5.8
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男性 N=402

女性 N=508

20歳代 N=104

30歳代 N=135

40歳代 N=145

50歳代 N=188

60歳代 N=198

70歳以上 N=138
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図 14‐3 障がい者に関する人権上の問題で特に問題があると思われること 単位：％ 

N

就職や
仕事の
内容、
待遇で
不利な
扱いを
受ける

働ける
場所や
機会が
少ない

スポー
ツ活動
や文化
活動に
気軽に
参加で
きない

障がい
のある
人に対
する認
識が足
りない

詐欺な
どの被
害を受
けやす
い

病院や
施設内
で拘束
された
り虐待
を受け
ることが
ある

排除さ
れたり
差別を
受けた
りする

建物の
階段や
道路の
段差な
どがあ
り、外出
先での
不便が
多い

店や施
設の利
用、乗
車な
ど、
サービ
スの提
供を拒
否され
る

障がい
のある
人の暮
らしに
適した
住宅が
少ない

学校の
受け入
れ体制
が十分
でない

身近な
地域で
の福祉
サービ
スが十
分でな
い

障がい
のある
ことに
よって、
受ける
ことの
できる
情報が
少ない

じろじろ
見られ
たり、避
けられ
たりす
る

結婚に
周囲が
反対す
る

その他
特にな
い

わから
ない

無回答

総数 918 32.7 57.6 3.4 42.0 4.0 2.2 12.7 22.5 1.3 10.1 10.0 10.3 6.1 16.4 5.6 0.4 2.8 3.6 2.6
 農林水産業  37 40.5 70.3 5.4 56.8 5.4 - 16.2 21.6 2.7 2.7 2.7 13.5 - 10.8 5.4 - - 2.7 -

 自営業  89 25.8 52.8 3.4 48.3 5.6 3.4 7.9 28.1 2.2 9.0 4.5 7.9 10.1 13.5 3.4 - 2.2 3.4 4.5
 公務員  49 38.8 49.0 4.1 55.1 6.1 2.0 24.5 16.3 - 8.2 4.1 18.4 10.2 16.3 4.1 2.0 2.0 - -

会社員・団体職員  241 40.7 59.3 2.5 43.6 3.7 2.9 10.8 20.3 0.8 14.5 13.7 10.4 6.2 19.9 5.0 0.4 1.7 2.1 1.2
 学生  23 47.8 65.2 4.3 39.1 4.3 - 30.4 13.0 - - 8.7 4.3 4.3 34.8 4.3 - - - -

パート・アルバイト 75 28.0 50.7 6.7 45.3 - 1.3 18.7 14.7 1.3 5.3 12.0 9.3 2.7 20.0 6.7 1.3 1.3 8.0 2.7
主婦・家事手伝い 151 31.1 62.3 4.6 35.8 2.6 3.3 11.3 25.2 0.7 11.9 13.9 7.9 6.0 17.9 7.9 - 1.3 3.3 2.0

 無職 139 26.6 60.4 2.2 41.0 6.5 1.4 9.4 28.1 1.4 9.4 7.9 12.2 7.9 11.5 3.6 - 5.0 3.6 2.2
 その他 70 25.7 58.6 1.4 32.9 5.7 1.4 18.6 22.9 2.9 4.3 7.1 7.1 2.9 15.7 5.7 - 7.1 5.7 4.3  

 

【家族構成別】 

家族構成別にみると、「働ける場所や機会が少ない」の割合は夫婦と親の世帯で他と比べ

てやや割合が高い。「障がいのある人に対する認識が足りない」の割合は３世代や夫婦と子

で他と比べて高い。「就職や仕事の内容、待遇で不利な扱いを受ける」の割合は、夫婦と子、

３世代、夫婦のみで他と比べて高い。夫婦と親では「身近な地域で福祉サービスが十分で

ない」の割合が他と比べて高い。 

 

図 14‐4 障がい者に関する人権上の問題で特に問題があると思われること 単位：％ 

N

就職や
仕事の
内容、
待遇で
不利な
扱いを
受ける

働ける
場所や
機会が
少ない

スポー
ツ活動
や文化
活動に
気軽に
参加で
きない

障がい
のある
人に対
する認
識が足
りない

詐欺な
どの被
害を受
けやす
い

病院や
施設内
で拘束
された
り虐待
を受け
ることが
ある

排除さ
れたり
差別を
受けた
りする

建物の
階段や
道路の
段差な
どがあ
り、外出
先での
不便が
多い

店や施
設の利
用、乗
車な
ど、
サービ
スの提
供を拒
否され
る

障がい
のある
人の暮
らしに
適した
住宅が
少ない

学校の
受け入
れ体制
が十分
でない

身近な
地域で
の福祉
サービ
スが十
分でな
い

障がい
のある
ことに
よって、
受ける
ことの
できる
情報が
少ない

じろじろ
見られ
たり、避
けられ
たりす
る

結婚に
周囲が
反対す
る

その他
特にな
い

わから
ない

無回答

総数 918 32.7 57.6 3.4 42.0 4.0 2.2 12.7 22.5 1.3 10.1 10.0 10.3 6.1 16.4 5.6 0.4 2.8 3.6 2.6

単身 73 32.9 60.3 2.7 35.6 8.2 1.4 8.2 21.9 1.4 4.1 5.5 12.3 12.3 12.3 6.8 - 1.4 5.5 5.5

夫婦のみ 175 34.3 57.1 4.6 37.1 2.3 2.3 9.1 28.6 - 10.3 9.1 11.4 5.7 13.1 5.1 - 4.6 3.4 2.9

夫婦と子 371 35.0 59.0 2.7 45.0 4.0 1.9 15.4 17.0 0.5 12.7 13.2 10.0 4.9 19.9 5.9 0.5 1.1 3.8 0.8

夫婦と親 39 30.8 66.7 2.6 41.0 5.1 2.6 5.1 28.2 - 12.8 5.1 20.5 7.7 7.7 5.1 - 2.6 7.7 2.6

３世代 133 34.6 60.2 2.3 50.4 2.3 1.5 11.3 27.1 2.3 8.3 6.8 9.8 3.8 12.8 5.3 0.8 3.0 2.3 2.3

一人親と子 66 25.8 47.0 4.5 37.9 6.1 3.0 15.2 22.7 3.0 10.6 7.6 7.6 4.5 19.7 6.1 - 4.5 3.0 4.5

その他 54 20.4 48.1 7.4 31.5 5.6 5.6 20.4 25.9 7.4 3.7 13.0 3.7 14.8 20.4 3.7 - 7.4 1.9 5.6  

 

 

問 15．障がい者の人権を守るために必要なこと 

障がい者の人権を守るために必要なことについては、「障がいのある人が自立して生

活しやすい環境を整える」が 50.0%で最も多く、次いで「障がいのある人が仕事に就く

場所や機会をつくる」が 44.9%、「障がいのある人に対する理解と関心を深める教育・

啓発活動を推進する」が 37.4％などとなっている。 
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図 15‐1 障がい者の人権を守るために必要なこと（N=918、複数回答 3） 

50.0

44.9

37.4

24.7

24.5

20.7

11.7

10.7

8.4

7.7

3.6

3.6

0.7

1.3

2.3

2.8

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

障がいのある人が自立して生活しやすい
環境を整える

障がいのある人が仕事に就く場所や
機会をつくる

障がいのある人に対する理解と関心を深める
教育・啓発活動を推進する

施設の整備や保健・医療・福祉サービスを
充実する

建物の階段や道路の段差を解消するなどの
バリアフリー化を進めるとともに、すべての人が

利用しやすいユニバーサルデザインを
採り入れた社会環境の整備を進める

障がいのある人のための相談・
支援体制を充実する

学校における特別支援教育
（障がいのある子ども一人ひとりに

応じた教育）を充実させる

障がいのある人(家族を含めた)と
ない人との交流を促進する

障がいのある人をねらった犯罪の防止など、
障がいのある人の権利や生活を守る

制度を充実する

施設の職員及び指導員の福祉に対する
認識を高める

障がいのある人に対する虐待などの
防止策を徹底する

スポーツ活動や文化活動に
参加しやすくする

その他

特にない

わからない

無回答

％

 

【性別】 

性別にみると、大差はないが、「障がいのある人に対する理解と関心を深める教育・啓発

活動を推進する」の割合は、男性の方が 8ポイント高い。 

【年代別】 

年代別にみると、「障がいのある人が仕事に就く場所や機会をつくる」の割合は、20 歳代、

50 歳代で他と比べて高い。「障がいのある人に対する理解と関心を深める教育・啓発活動を

推進する」の割合は、20歳代で 45.2%で他と比べて高い。30歳代では「学校における特別

支援教育（障がいのある子ども一人ひとりに応じた教育）を充実させる」の割合が他と比

べて高い。 
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障がいのある人に対する

理解と関心を深める教
育・啓発活動を推進する 

障がいのある人が自立し

て生活しやすい環境を整
える 

障がいのある人が仕事に

就く場所や機会をつくる 

障がいのある人に対する
虐待などの防止策を徹底
する 

42.0

33.9

45.2

34.8

40.0

30.3

40.9

36.2

0 10 20 30 40 50 60

男性 N=402

女性 N=508

20歳代 N=104

30歳代 N=135

40歳代 N=145

50歳代 N=188

60歳代 N=198

70歳以上 N=138

 

47.3

52.4

40.4

53.3

52.4

50.5

52.5

47.1

0 10 20 30 40 50 60

 

44.3

45.7

43.0

38.6

51.1

42.9

41.3

55.8

0 10 20 30 40 50 60

 

5.2

2.4

6.7

3.0

2.1

2.7

4.0

4.3

0 10 20 30 40 50 60

 

 

施設の整備や保健・医療・

福祉サービスを充実する 
施設の職員及び指導員の

福祉に対する認識を高め
る 

建物の階段や道路の段差を解

消するなどのバリアフリー化

を進めるとともに、すべての人

が利用しやすいユニバーサル

デザインを採り入れた社会環

境の整備を進める 

障がいのある人をねらっ

た犯罪の防止など、障がい
のある人の権利や生活を
守る制度を充実する 

26.1

23.8

18.3

30.4

24.1

26.6

25.3

21.7

0 10 20 30 40 50 60

男性 N=402

女性 N=508

20歳代 N=104

30歳代 N=135

40歳代 N=145

50歳代 N=188

60歳代 N=198

70歳以上 N=138

 

6.2

8.9

6.7

5.2

6.9

6.9

10.1

9.4

0 10 20 30 40 50 60

 

22.4

26.4

26.0

26.7

21.4

26.6

24.7

21.7

0 10 20 30 40 50 60

 

8.0

8.9

11.5

11.9

13.1

6.4

3.5

8.0

0 10 20 30 40 50 60

 

 

障がいのある人のための
相談・支援体制を充実する 

学校における特別支援教
育（障がいのある子ども一

人ひとりに応じた教育）を
充実させる 

障がいのある人(家族を含
めた)とない人との交流を

促進する 

スポーツ活動や文化活動
に参加しやすくする 

20.1

21.5

13.5

17.8

19.3

23.9

22.7

23.9

0 10 20 30 40 50 60

男性 N=402

女性 N=508

20歳代 N=104

30歳代 N=135

40歳代 N=145

50歳代 N=188

60歳代 N=198

70歳以上 N=138

 

9.5

13.4

10.6

20.0

12.4

11.7

10.6

5.1

0 10 20 30 40 50 60

 

10.7

10.8

16.3

12.6

16.6

6.4

10.6

4.3

0 10 20 30 40 50 60

 

4.0

3.0

1.9

3.7

4.8

2.7

3.0

5.1

0 10 20 30 40 50 60

 

単位：％ 図 15‐2 障がい者の人権を守るために必要なこと 
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【職業別】 

職業別にみると、「障がいのある人が自立して生活しやすい環境を整える」の割合は、パ

ート・アルバイト、公務員、農林水産業、主婦・家事手伝いで 50％を超え、他と比べて高

い。「障がいのある人が仕事に就く場所や機会をつくる」の割合は、学生、公務員、会社員・

団体職員、農林水産業で他と比べてやや高い。「障がいのある人に対する理解と関心を深め

る教育・啓発活動を推進する」の割合は農林水産業で 70.3%で他と比べて高い。 

 

図 15‐3 障がい者の人権を守るために必要なこと     単位：％ 

N

障がい
のある人
に対する
理解と関
心を深
める教
育・啓発
活動を
推進す
る

障がい
のある人
が自立し
て生活し
やすい
環境を
整える

障がい
のある人
が仕事
に就く場
所や機
会をつく
る

障がい
のある人
に対する
虐待など
の防止
策を徹
底する

施設の
整備や
保健・医
療・福祉
サービス
を充実
する

施設の
職員及
び指導
員の福
祉に対
する認
識を高
める

建物の階
段や道路
の段差を
解消するな
どのバリア
フリー化を
進めるとと
もに、すべ
ての人が
利用しやす
いユニバー
サルデザイ
ンを採り入
れた社会
環境の整
備を進める

障がい
のある人
をねらっ
た犯罪
の防止
など、障
がいの
ある人の
権利や
生活を
守る制
度を充
実する

障がい
のある人
のため
の相談・
支援体
制を充
実する

学校に
おける特
別支援
教育（障
がいの
ある子ど
も一人ひ
とりに応
じた教
育）を充
実させる

障がい
のある人
(家族を
含めた)
とない人
との交流
を促進
する

スポーツ
活動や
文化活
動に参
加しやす
くする

その他 特にない
わからな
い

無回答

総数 918 37.4 50.0 44.9 3.6 24.7 7.7 24.5 8.4 20.7 11.7 10.7 3.6 0.7 1.3 2.3 2.8

 農林水産業  37 70.3 56.8 48.6 - 18.9 2.7 29.7 2.7 18.9 10.8 16.2 2.7 - - - -
 自営業  89 36.0 47.2 36.0 3.4 30.3 10.1 25.8 7.9 14.6 11.2 11.2 2.2 - 2.2 1.1 4.5
 公務員  49 32.7 57.1 51.0 4.1 14.3 2.0 30.6 6.1 22.4 14.3 10.2 6.1 - 2.0 - 2.0

会社員・団体職員  241 36.5 49.0 50.6 2.5 28.6 6.2 25.7 10.8 19.9 11.6 12.4 4.1 1.2 0.8 1.2 0.8
 学生  23 52.2 30.4 60.9 4.3 8.7 8.7 26.1 8.7 4.3 8.7 21.7 4.3 - - - -

パート・アルバイト 75 38.7 57.3 45.3 2.7 26.7 9.3 17.3 8.0 18.7 14.7 10.7 2.7 1.3 - 6.7 1.3
主婦・家事手伝い 151 33.1 53.6 41.1 3.3 20.5 11.9 25.8 5.3 27.2 15.2 9.9 2.6 1.3 - 2.6 2.6

 無職 139 36.0 46.8 43.2 5.0 26.6 8.6 25.2 8.6 23.0 10.1 8.6 5.0 - 2.2 2.2 2.2
 その他 70 42.9 50.0 42.9 7.1 24.3 4.3 21.4 10.0 17.1 7.1 8.6 - - 2.9 4.3 5.7  

 

【家族構成別】 

家族構成別にみると、「障がいのある人が自立して生活しやすい環境を整える」及び「障

 その他 特にない わからない  
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がいのある人が仕事に就く場所や機会をつくる」の割合は夫婦と親が他と比べて高い。「障

がいのある人に対する理解と関心を深める教育・啓発活動を推進する」の割合は、３世代、

一人親と子の世帯で他と比べて高い。夫婦と親では、「障がいのある人のための相談・支援

体制を充実する」の割合が 30.8%で他と比べて高い。 

 

図 15‐4 障がい者の人権を守るために必要なこと     単位：％ 

N

障がい
のある人
に対する
理解と関
心を深
める教
育・啓発
活動を
推進す
る

障がい
のある人
が自立し
て生活し
やすい
環境を
整える

障がい
のある人
が仕事
に就く場
所や機
会をつく
る

障がい
のある人
に対する
虐待など
の防止
策を徹
底する

施設の
整備や
保健・医
療・福祉
サービス
を充実
する

施設の
職員及
び指導
員の福
祉に対
する認
識を高
める

建物の階
段や道路
の段差を
解消するな
どのバリア
フリー化を
進めるとと
もに、すべ
ての人が
利用しやす
いユニバー
サルデザイ
ンを採り入
れた社会
環境の整
備を進める

障がい
のある人
をねらっ
た犯罪
の防止
など、障
がいの
ある人の
権利や
生活を
守る制
度を充
実する

障がい
のある人
のため
の相談・
支援体
制を充
実する

学校に
おける特
別支援
教育（障
がいの
ある子ど
も一人ひ
とりに応
じた教
育）を充
実させる

障がい
のある人
(家族を
含めた)
とない人
との交流
を促進
する

スポーツ
活動や
文化活
動に参
加しやす
くする

その他 特にない
わからな
い

無回答

総数 918 37.4 50.0 44.9 3.6 24.7 7.7 24.5 8.4 20.7 11.7 10.7 3.6 0.7 1.3 2.3 2.8

単身 73 39.7 42.5 46.6 - 13.7 8.2 24.7 6.8 20.5 11.0 9.6 6.8 - - 5.5 5.5

夫婦のみ 175 31.4 53.1 49.1 4.6 28.0 10.9 25.1 5.1 22.9 9.7 8.0 4.6 1.1 1.1 2.3 3.4

夫婦と子 371 36.1 53.9 44.2 3.8 26.7 7.8 20.2 11.1 20.5 11.6 11.3 2.7 0.5 0.5 2.7 1.1

夫婦と親 39 28.2 64.1 59.0 2.6 25.6 7.7 25.6 2.6 30.8 15.4 5.1 - - 2.6 5.1 2.6

３世代 133 48.1 43.6 45.9 3.8 22.6 4.5 27.8 4.5 21.1 11.3 15.8 4.5 0.8 - - 1.5

一人親と子 66 45.5 37.9 37.9 1.5 19.7 4.5 28.8 15.2 21.2 9.1 7.6 1.5 - 4.5 1.5 7.6

その他 54 33.3 44.4 33.3 7.4 27.8 7.4 38.9 9.3 9.3 20.4 13.0 3.7 1.9 5.6 - 3.7  
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６６６６．．．．同和問題同和問題同和問題同和問題についてについてについてについて    

 

問 16．同和問題、部落問題などの認知度 

同和問題、部落問題などの認知度は、「少しは知っている」が 42.3%で最も多く、次

いで「よく知っている」が 38.0%、「聞いたことがある」が 13.1％などとなっている。 

図 16‐1 同和問題、部落問題などの認知度（N=918） 

まったく知らない
3.5%

無回答
3.2%

聞いたことがある
13.1%

よく知っている
38.0%

少しは知ってる
42.3%

 
 

【性別】 

性別にみると「よく知っている」割合は男性の方がやや高い。 

図 16‐2 同和問題、部落問題などの認知度 

35.4

40.8

43.7

10.7

15.2

3.541.0 4.0

3.0

2.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性

N=402

女性

N=508

よく知っている 少しは知ってる 聞いたことがある まったく知らない 無回答  
 

【年代別】 

年代別にみると、年代が高くなるほど「よく知っている」の割合が高くなっている。「よ

く知っている」と「少しは知っている」を合わせた割合でみると、20 歳代では 50％強で、

他の世代と比べてかなり低い。 
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図 16‐3 同和問題、部落問題などの認知度 

14.4

26.7

33.8

44.1

45.5

51.4

39.4

59.3

53.1

39.4

37.4

29.0

27.9

13.3

9.7

12.8

11.6

8.7

17.3

2.1

1.6

0.5

2.9

00.7

8.0

5.1

2.1

1.4

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20歳代

N=104

30歳代

N=135

40歳代

N=145

50歳代

N=188

60歳代

N=198

70歳以上

N=138

よく知っている 少しは知ってる 聞いたことがある まったく知らない 無回答
 

 

【職業別】 

職業別にみると、「よく知っている」の割合は、公務員、無職、農林水産業が 50％程度で

他と比べて高い。「よく知っている」と「少しは知っている」を合わせた割合でみると、公

務員、農林水産業、自営業で他と比べて高い。 

図 16‐4 同和問題、部落問題などの認知度 

48.6

37.1

55.1

32.8

21.7

26.7

37.1

50.4

31.4

37.8

48.3

40.8

48.1

39.1

45.3

45.7

33.1

41.4

8.1

7.9

4.1

14.1

26.1

22.7

12.6

8.6

15.7

2.7

3.3

1.3

3.3

5.8

7.1

6.7

4.3

13.0

0

0

2.2

1.3

4.0

2.7

0

1.7

0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

農林水産業

N=37

自営業

N=89

公務員

N=49

会社員・団体職員

N=241

学生

N=23

パート・アルバイト

N=75

主婦・家事手伝い

N=151

無職

N=139

その他

N=70

よく知っている 少しは知ってる 聞いたことがある まったく知らない 無回答
 

【家族構成別】 

家族構成別にみると、「よく知っている」の割合は、夫婦と親、３世代、夫婦のみで他と

比べて高い。「よく知っている」と「少しは知っている」を合わせた割合でみると、３世代、

夫婦と子、夫婦のみで 80％を超え、他と比べて高い。 
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図 16‐5 同和問題、部落問題などの認知度 
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7.7

0.8

5.5

4.5

9.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

単身

N=73

夫婦のみ

N=175

夫婦と子

N=371

夫婦と親

N=39

３世代

N=133

一人親と子

N=66

その他

N=54

よく知っている 少しは知ってる 聞いたことがある まったく知らない 無回答
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問 17．同和問題に関して現在の問題点 

問 16で同和問題に関して「よく知っている」「少しは知っている」「聞いたことがある」

と答えた方の、現在の問題点は、「結婚の時に周囲の人が反対をする」が 61.7%で最も多

く、次いで「同和地区への居住の敬遠がある」が 37.1%、「結婚や就職などの際に身元調

査をする」が 33.5％などとなっている。 

 

図 17‐1 同和問題に関して現在の問題点（N=857、複数回答 3） 

61.7

37.1

33.5

16.8

16.6

16.5

10.2

7.1

2.6

8.8

9.5

0.9

0 10 20 30 40 50 60 70

結婚の時に周囲の人が反対をする

同和地区への居住の敬遠がある

結婚や就職などの際に身元調査をする

同和問題の理解不足につけ込んだ「えせ同和行為
※」による、高額図書等の売りつけなどがある

同和地区住民との交流や交際に抵抗がある

就職の時や職場で不利な扱いをする

差別落書きやインターネット上に差別的な書き込み
がある

不安定な就労状態の人が多い

その他

特にない

わからない

無回答

％

 

※「えせ同和行為」とは、同和関係者を語り、同和問題を利用して会社や個人・官公署などにゆす
り・たかりなどをする行為。 

 

【性別】 

性別にみると、「同和問題の理解不足につけ込んだ「えせ同和行為」による、高額図書等

の売りつけなどがある」の割合は、男性の方が 19ポイント高い。 
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【年代別】 

 年代別にみると、「結婚の時に周囲の人が反対をする」の割合は、特に 30 歳代～40 歳代

では 70％を超えて高い。「同和地区への居住の敬遠がある」の割合は、30 歳代、40 歳代で

40％を超え他と比べてやや高い。「結婚や就職などの際に身元調査をする」の割合は 40 歳

代、50歳代で他と比べてやや高い。「就職の時や職場で不利な扱いをする」及び「同和地区

住民との交流や交際に抵抗がある」については、年代が高くなるほど問題意識は低くなる。 

 

 

結婚の時に周囲の人が反
対をする 

就職の時や職場で不利な
扱いをする 

差別落書きやインターネ
ット上に差別的な書き込

みがある 

結婚や就職などの際に身
元調査をする 

60.5

63.0

60.2

54.5

56.1

61.2

70.1

71.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80

男性 N=372

女性 N=479

20歳代 N=85

30歳代 N=134

40歳代 N=140

50歳代 N=181

60歳代 N=187

70歳以上 N=123

 

18.0

15.4

25.9

21.6

21.4

18.8

10.7

4.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

12.1

8.8

16.5

11.2

15.0

11.6

7.0

2.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

36.3

31.7

22.4

34.3

38.6

38.1

29.9

34.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

 

同和問題の理解不足につ
け込んだ「えせ同和行為」

による、高額図書等の売り
つけなどがある 

同和地区住民との交流や
交際に抵抗がある 

同和地区への居住の敬遠
がある 

不安定な就労状態の人が
多い 

27.2

8.6

14.1

20.9

16.4

19.3

17.1

9.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80

男性 N=372

女性 N=479

20歳代 N=85

30歳代 N=134

40歳代 N=140

50歳代 N=181

60歳代 N=187

70歳以上 N=123

 

18.8

15.0

29.4

18.7

20.7

16.0

11.8

9.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

37.6

37.2

38.8

40.3

44.3

37.0

35.3

29.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

8.9

5.8

10.6

9.0

3.6

8.3

7.5

4.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

単位：％ 図 17‐2 同和問題に関して現在の問題点 
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【職業別】 

職業別にみると、「結婚の時に周囲の人が反対をする」の割合は、公務員、主婦・家事手

伝い、会社員・団体職員で 65％を超え、他と比べて高い。「同和地区への居住の敬遠がある」

の割合は、パート・アルバイトや主婦・家事手伝いで他と比べて高い。「結婚や就職などの

際に身元調査をする」の割合は、パート・アルバイトが 39.4％で他と比べて高い。 

 

図 17‐3 同和問題に関して現在の問題点       単位：％ 

N

結婚の時
に周囲の
人が反対
をする

就職の時
や職場で
不利な扱
いをする

差別落書
きやイン
ターネット
上に差別
的な書き
込みがあ
る

結婚や就
職などの
際に身元
調査をす
る

同和問題
の理解不
足につけ
込んだ「え
せ同和行
為」によ
る、高額図
書等の売り
つけなどが
ある

同和地区
住民との
交流や交
際に抵抗
がある

同和地区
への居住
の敬遠が
ある

不安定な
就労状態
の人が多
い

その他 特にない
わからな
い

無回答

総数 857 61.7 16.5 10.2 33.5 16.8 16.6 37.1 7.1 2.6 8.8 9.5 0.9

 農林水産業 35 54.3 2.9 20.0 14.3 11.4 17.1 28.6 5.7 - 11.4 8.6 2.9

 自営業 83 60.2 13.3 8.4 34.9 24.1 6.0 31.3 6.0 2.4 12.0 9.6 -

 公務員 49 71.4 18.4 30.6 26.5 28.6 20.4 32.7 10.2 4.1 8.2 8.2 -

会社員・団体職員 229 65.1 22.3 11.8 35.8 18.8 24.5 39.7 7.0 3.1 3.5 9.2 0.4

 学生 20 55.0 35.0 25.0 40.0 20.0 30.0 25.0 15.0 - 5.0 10.0 -

パート・アルバイト 71 62.0 23.9 12.7 39.4 11.3 18.3 49.3 5.6 1.4 11.3 8.5 -

主婦・家事手伝い 144 67.4 13.2 6.3 32.6 9.0 14.6 43.1 6.9 2.1 9.7 10.4 0.7

 無職 128 56.3 11.7 4.7 35.2 21.1 10.2 35.2 6.3 3.9 11.7 7.0 1.6

 その他 62 50.0 14.5 3.2 35.5 11.3 9.7 27.4 9.7 3.2 8.1 16.1 -  

 

 その他 特にない わからない  

4.0

1.5

1.2

2.2

1.4

3.3

3.2

3.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80

男性 N=372

女性 N=479

20歳代 N=85

30歳代 N=134

40歳代 N=140

50歳代 N=181

60歳代 N=187

70歳以上 N=123

 

7.5

9.2

3.5

3.0

4.3

7.2

11.8

19.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

5.9

12.3

10.6

7.5

7.9

9.4

12.8

8.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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【家族構成別】 

家族構成別でみると、「結婚の時に周囲の人が反対をする」の割合は単身、夫婦と子、３

世代で 60％を超え他と比べて高い。「同和地区への居住の敬遠がある」の割合は、単身、夫

婦のみ、夫婦と子で他と比べて高い。夫婦と親では「同和問題の理解不足につけ込んだ「え

せ同和行為」による、高額図書等の売りつけなどがある」の割合が他と比べて高い。 

 

図 17‐4 同和問題に関して現在の問題点       単位：％ 

N

結婚の時
に周囲の
人が反対
をする

就職の時
や職場で
不利な扱
いをする

差別落書
きやイン
ターネット
上に差別
的な書き
込みがあ
る

結婚や就
職などの
際に身元
調査をす
る

同和問題
の理解不
足につけ
込んだ「え
せ同和行
為」によ
る、高額図
書等の売り
つけなどが
ある

同和地区
住民との
交流や交
際に抵抗
がある

同和地区
への居住
の敬遠が
ある

不安定な
就労状態
の人が多
い

その他 特にない
わからな
い

無回答

総数 857 61.7 16.5 10.2 33.5 16.8 16.6 37.1 7.1 2.6 8.8 9.5 0.9

単身 61 67.2 13.1 6.6 36.1 11.5 11.5 41.0 14.8 3.3 4.9 6.6 -

夫婦のみ 165 57.0 9.1 4.2 33.3 13.9 18.2 40.0 6.7 3.6 13.3 8.5 1.2

夫婦と子 358 65.6 19.6 12.0 37.4 18.2 18.2 40.5 5.9 1.7 5.6 9.5 1.1

夫婦と親 35 57.1 20.0 5.7 20.0 31.4 17.1 22.9 14.3 5.7 11.4 11.4 -

３世代 129 62.8 16.3 14.0 30.2 17.1 12.4 32.6 4.7 2.3 8.5 13.2 -

一人親と子 59 54.2 11.9 13.6 32.2 16.9 18.6 35.6 8.5 3.4 6.8 8.5 1.7

その他 45 53.3 28.9 11.1 24.4 8.9 15.6 24.4 8.9 2.2 17.8 6.7 2.2  
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問 18．同和問題がなお存在する原因や背景 

問 16 で同和問題に関して「よく知っている」「少しは知っている」「聞いたことがあ

る」と答えた方の、同和問題がなお存在する原因や背景は、「社会全体に残る差別意識」

が 51.1%で最も多く、次いで「地域の人から伝えられる偏見・差別意識」が 44.8%、「家

族、親戚から伝えられる偏見・差別意識」が 42.4％などとなっている。 

 

図 18‐1 同和問題がなお存在する原因や背景（N=857） 

51.1

44.8

42.4

34.8

14.7

11.8

9.2

6.8

4.4

7.9

1.3

0 10 20 30 40 50 60

社会全体に残る差別意識

地域の人から伝えられる偏見・差別意識

家族、親戚から伝えられる偏見・差別意識

個人の理解不足

学校での人権教育が不十分

職場などで伝えられる偏見・差別意識

行政の人権啓発が不十分

インターネットなどの情報媒体で伝えられる偏見・差別
意識

その他

わからない

無回答

％

 

 

【性別】 

性別にみると、大差はないが、「家族、親戚から伝えられる偏見・差別意識」は女性の方

が 7ポイント高く、「社会全体に残る差別意識」は男性の方が 7 ポイント高い。 

【年代別】 

年代別にみると、「社会全体に残る差別意識」の割合は 30 歳代～60 歳代で 50％を超え、

他と比べて高い。「地域の人から伝えられる偏見・差別意識」の割合は 30 歳代が 58.2％で

最も高い。「家族、親戚から伝えられる偏見・差別意識」の割合は 30歳代、40 歳代で 50％

を超え、他と比べて高い。20 歳代や 30 歳代の若年世代では「インターネットなどの情報媒

体で伝えられる偏見・差別意識」、「学校での人権教育が不十分」の割合が他と比べて高い。 
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 家族、親戚から伝えられる

偏見・差別意識 
地域の人から伝えられる

偏見・差別意識 
職場などで伝えられる偏

見・差別意識 

インターネットなどの情
報媒体で伝えられる偏
見・差別意識 

38.4

45.9

45.9

43.6

32.1

35.0

50.0

53.6

0 10 20 30 40 50 60

男性 N=372

女性 N=479

20歳代 N=85

30歳代 N=134

40歳代 N=140

50歳代 N=181

60歳代 N=187

70歳以上 N=123

 

46.0

44.5

49.3

35.4

45.5

43.9

37.6

58.2
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12.4

11.5

12.9

17.2

8.6

9.9

10.2

14.6

0 10 20 30 40 50 60

 

7.5

6.3

12.9

16.4

5.0

5.5

3.2

1.6

0 10 20 30 40 50 60

 

 
社会全体に残る差別意識 個人の理解不足 学校での人権教育が不十

分 
行政の人権啓発が不十分 

43.5

51.9

41.5

54.7

55.7

55.1

48.4

55.2
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男性 N=372

女性 N=479
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70歳以上 N=123

 

36.8

33.2

28.2

41.0

40.0

34.3

36.4

24.4
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16.4

13.4

23.5

19.4

16.4
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10.6
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9.7

8.6

7.1

10.4

9.3

9.9

9.1

7.3
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 その他 わからない   
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図 18‐2 同和問題がなお存在する原因や背景 単位：％ 
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【職業別】 

職業別にみると、「社会全体に残る差別意識」の割合は、パート・アルバイトが 60.6%で

他と比べて高い。「地域の人から伝えられる偏見・差別意識」の割合は、パート・アルバイ

ト、農林水産業で 50％を超え、他と比べて高い。「家族、親戚から伝えられる偏見・差別意

識」の割合は、公務員、主婦・家事手伝いで 50％を超え、他と比べて高い。 

 

図 18‐3 同和問題がなお存在する原因や背景      単位：％ 

N

家族、親
戚から伝
えられる
偏見・差
別意識

地域の
人から伝
えられる
偏見・差
別意識

職場など
で伝えら
れる偏
見・差別
意識

インター
ネットなど
の情報媒
体で伝え
られる偏
見・差別
意識

社会全
体に残る
差別意
識

個人の
理解不
足

学校で
の人権
教育が
不十分

行政の
人権啓
発が不
十分

その他
わからな
い

無回答

総数 857 42.4 44.8 11.8 6.8 51.1 34.8 14.7 9.2 4.4 7.9 1.3

 農林水産業 35 40.0 51.4 14.3 5.7 45.7 45.7 11.4 8.6 - 2.9 -

 自営業 83 39.8 36.1 9.6 6.0 51.8 42.2 15.7 7.2 2.4 8.4 1.2

 公務員 49 55.1 42.9 16.3 10.2 49.0 49.0 8.2 14.3 4.1 - -

会社員・団体職員 229 44.1 46.7 11.8 9.6 52.0 35.4 16.6 8.3 5.7 7.9 1.3

 学生 20 35.0 30.0 5.0 20.0 45.0 20.0 25.0 10.0 5.0 - -

パート・アルバイト 71 46.5 52.1 8.5 8.5 60.6 28.2 14.1 11.3 2.8 9.9 -

主婦・家事手伝い 144 52.8 48.6 16.7 4.9 48.6 36.8 16.0 9.0 4.9 6.3 0.7

 無職 128 33.6 45.3 10.2 3.1 55.5 27.3 12.5 10.9 3.9 10.2 2.3

 その他 62 32.3 43.5 9.7 4.8 50.0 33.9 11.3 3.2 6.5 11.3 1.6  

【家族構成別】 

家族構成別にみると、「社会全体に残る差別意識」の割合は、夫婦と子の世帯で 57.5%で

他と比べて高い。「地域の人から伝えられる偏見・差別意識」の割合は、夫婦のみ、夫婦と

子、夫婦と親の世帯で 45％を超え、他と比べて高い。「家族、親戚から伝えられる偏見・差

別意識」の割合は、３世代、夫婦と子で 45％を超え、他と比べて高い。 

 

図 18‐4 同和問題がなお存在する原因や背景      単位：％ 

N

家族、親
戚から伝
えられる
偏見・差
別意識

地域の
人から伝
えられる
偏見・差
別意識

職場など
で伝えら
れる偏
見・差別
意識

インター
ネットなど
の情報媒
体で伝え
られる偏
見・差別
意識

社会全
体に残る
差別意
識

個人の
理解不
足

学校で
の人権
教育が
不十分

行政の
人権啓
発が不
十分

その他
わからな
い

無回答

総数 857 42.4 44.8 11.8 6.8 51.1 34.8 14.7 9.2 4.4 7.9 1.3

単身 61 37.7 34.4 13.1 3.3 41.0 32.8 18.0 11.5 8.2 8.2 1.6

夫婦のみ 165 35.2 49.1 12.7 4.2 48.5 33.3 12.7 10.9 1.8 11.5 0.6

夫婦と子 358 45.3 47.8 11.5 8.4 57.5 34.1 17.0 9.5 3.4 6.1 0.6

夫婦と親 35 42.9 45.7 11.4 2.9 48.6 40.0 8.6 5.7 8.6 - 5.7

３世代 129 48.8 38.0 10.9 7.0 42.6 36.4 11.6 7.0 5.4 7.8 1.6

一人親と子 59 44.1 40.7 10.2 6.8 45.8 32.2 10.2 6.8 11.9 6.8 5.1

その他 45 35.6 48.9 15.6 11.1 60.0 42.2 17.8 6.7 - 17.8 -  
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問 19．子どもの結婚相手が同和地区の出身であるとわかったときどうするか 

問 16 で同和問題に関して「よく知っている」「少しは知っている」「聞いたことがあ

る」と答えた方の、子どもの結婚相手が同和地区の出身であるとわかったときどうする

かについては、「結婚に出身地は関係ないのだから、結婚すればよい」が 37.1%で最も

多く、次いで「少しは抵抗あるが、子どもの意思を尊重する」が 31.9%、「わからない」

が 13.7％などとなっている。 

 

図 19‐1 子どもの結婚相手が同和地区の出身であるとわかったときどうするか（N=857） 

家族や親せきに、反
対意見があれば、結

婚に反対する
5.1%

無回答
0.9%

少しは抵抗あるが、
子どもの意思を尊重

する
31.9%

結婚に出身地は関
係ないのだから、結

婚すればよい
37.1%反対だが、子どもの

意思であれば尊重
する
11.3%

わからない
13.7%

 

【性別】 

性別にみると、男性の方が「結婚に出身地は関係ないのだから、結婚すればよい」の割

合が５ポイント高い。 

図 19‐2 子どもの結婚相手が同和地区の出身であるとわかったときどうするか 

40.1

35.1

32.5

31.5

12.1

10.9

4.6 9.9

16.5

0.8

0.65.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性

N=372

女性

N=479

結婚に出身地は関係ないのだから、結婚すればよい

少しは抵抗あるが、子どもの意思を尊重する
反対だが、子どもの意思であれば尊重する

家族や親せきに、反対意見があれば、結婚に反対する

わからない
無回答

 

【年代別】 

年代別にみると、年代が高くなるほど、「結婚に出身地は関係ないのだから、結婚すれば

よい」の割合が低くなり、「少しは抵抗あるが、子どもの意思を尊重する」の割合が高くな

る。この２つを合わせた、結婚に反対ではない人の割合は年代によって大差はない。 
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図 19‐3 子どもの結婚相手が同和地区の出身であるとわかったときどうするか 

47.1

49.3

38.7

21.9

34.1

21.2

20.9

27.1

33.1

47.6

31.7

8.2

8.6

13.3

11.8

16.3

2.4

7.9

5.5

5.3

4.9

21.2

17.9

16.4

8.3

11.8

11.4

0

0

0

1.1

1.6

1.6

40.0

9.0 3.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20歳代

N=85

30歳代
N=134

40歳代
N=140

50歳代
N=181

60歳代

N=187

70歳以上
N=123

結婚に出身地は関係ないのだから、結婚すればよい
少しは抵抗あるが、子どもの意思を尊重する
反対だが、子どもの意思であれば尊重する
家族や親せきに、反対意見があれば、結婚に反対する
わからない
無回答

 

【職業別】 

職業別にみると、「結婚に出身地は関係ないのだから、結婚すればよい」の割合は、学生

が最も高く 60.0％、次いで公務員、会社員・団体職員で 40％を超え、他と比べて高い。「少

しは抵抗あるが、子どもの意思を尊重する」の割合は、無職、農林水産業、自営業で 40％

を超え、他と比べて高い。 

図 19‐4 子どもの結婚相手が同和地区の出身であるとわかったときどうするか 
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24.2
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10.5

11.3

13.2
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11.3

5.7

8.2

4.4

7.6

3.9

1.6

5.7

18.1

8.2

12.2

14.1

13.9

9.4

24.2

0

0

0

1.3

0

0

1.4

0

0

60.0 5.0

7.0

0

3.6

30.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

農林水産業

N=35

自営業

N=83

公務員

N=49

会社員・団体職員

N=229

学生

N=20

パート・アルバイト

N=71

主婦・家事手伝い

N=144

無職

N=128

その他

N=62

結婚に出身地は関係ないのだから、結婚すればよい

少しは抵抗あるが、子どもの意思を尊重する
反対だが、子どもの意思であれば尊重する

家族や親せきに、反対意見があれば、結婚に反対する

わからない
無回答
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【家族構成別】 

家族構成別にみると、「結婚に出身地は関係ないのだから、結婚すればよい」の割合は、

３世代、単身、夫婦と親、一人親と子の世帯で 40％を超え、他の世代よりも高く、「少しは

抵抗あるが、子どもの意思を尊重する」の割合は夫婦のみ世帯で特に高い。この２つを合

わせた、結婚に反対ではない人の割合は、３世代、一人親と子で他と比べて高い。 

 

図 19‐5 子どもの結婚相手が同和地区の出身であるとわかったときどうするか 
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25.5
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42.9

42.4

33.3

26.2

42.4

28.2

25.7

34.9

33.9
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17.6

10.3

8.6
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8.6
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1.7

0

14.8

8.5

16.5

11.4

8.5

10.2

28.9

0

1.2

0.6

2.9

0

3.4

0

45.0

4.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

単身

N=61

夫婦のみ
N=165

夫婦と子
N=358

夫婦と親

N=35

３世代

N=129

一人親と子
N=59

その他

N=45

結婚に出身地は関係ないのだから、結婚すればよい

少しは抵抗あるが、子どもの意思を尊重する
反対だが、子どもの意思であれば尊重する

家族や親せきに、反対意見があれば、結婚に反対する

わからない
無回答
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問 20．同和問題を解決するために特に必要なこと 

問 16で同和問題に関して「よく知っている」「少しは知っている」「聞いたことがある」

と答えた方の、同和問題を解決するために特に必要なことは、「市民一人ひとりが、同和

問題について正しい理解をするよう努力する」が 45.5%で最も多く、次いで「同和問題が

正しく理解されるよう、教育・啓発活動を推進する」が 39.7%、「地域の人々がお互いに

理解を深め交流を図る」が 19.8％などとなっている。 

 

図 20-1 同和問題を解決するために特に必要なこと（N=857、複数回答） 

45.5

39.7

19.8

19.3

18.4

17.3

6.8

3.7

3.4

1.3

9.0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

市民一人ひとりが、同和問題について
正しい理解をするよう努力する

同和問題が正しく理解されるよう、教育・啓発活動を推進す
る

地域の人々がお互いに理解を深め交流を図る

「えせ同和行為」を排除する

同和問題や差別のことを口に出さないで、
そっとしておく

同和問題について、自由な意見交換ができる環境をつくる

同和問題についての相談活動を充実する

その他

特にない

わからない

無回答

％

 

 

【性別】 

性別にみると、男性では「同和問題について、自由な意見交換ができる環境をつくる」

の割合が女性よりも８ポイント高く、また「『えせ同和行為』を排除する」の割合が女性よ

りも 11 ポイント高い。 

【年代別】 

年代別にみると、「市民一人ひとりが、同和問題について正しい理解をするよう努力する」

の割合は、40 歳代～60 歳代が 50％程度で他と比べて高く、「同和問題が正しく理解される

よう、教育・啓発活動を推進する」の割合は、20歳代、60 歳代で 40％を超え、他と比べて

高い。年代が高くなるほど「同和問題について、自由な意見交換ができる環境をつくる」

の割合が高くなる。20 歳代や 30 歳代では、「同和問題や差別のことを口に出さないで、そ

っとしておく」の割合が 24％程度で他と比べて高い。40 歳代、50 歳代では「『えせ同和行

為』を排除する」割合が 24.3％でやや高い。 
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同和問題や差別のことを
口に出さないで、そっとし
ておく 

同和問題が正しく理解さ
れるよう、教育・啓発活動
を推進する 

市民一人ひとりが、同和問
題について正しい理解を
するよう努力する 

同和問題について、自由な
意見交換ができる環境を
つくる 
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地域の人々がお互いに理

解を深め交流を図る 
同和問題についての相談

活動を充実する 

「えせ同和行為」を排除す
る 

その他 
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図 20-2 同和問題を解決するために特に必要なこと 単位：％ 
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【職業別】 

職業別にみると、「市民一人ひとりが、同和問題について正しい理解をするよう努力する」

の割合は、農林水産業が 71.4％、公務員が 55.1％で他と比べて高い。「同和問題が正しく

理解されるよう、教育・啓発活動を推進する」の割合は、農林水産業が 51.4％、パート・

アルバイトが 46.5％で他と比べて高い。 

 

図 20-3 同和問題を解決するために特に必要なこと     単位：％ 

N

同和問題
や差別の
ことを口
に出さな
いで、そっ
としておく

同和問題
が正しく
理解され
るよう、教
育・啓発
活動を推
進する

市民一人
ひとりが、
同和問題
について
正しい理
解をする
よう努力
する

同和問題
につい
て、自由
な意見交
換ができ
る環境を
つくる

地域の
人々がお
互いに理
解を深め
交流を図
る

同和問題
について
の相談活
動を充実
する

「えせ同
和行為」
を排除す
る

その他 特にない
わからな
い

無回答

総数 857 18.4 39.7 45.5 17.3 19.8 6.8 19.3 3.7 3.4 9.0 1.3

 農林水産業 35 11.4 51.4 71.4 31.4 20.0 8.6 17.1 - - - 2.9

 自営業 83 13.3 42.2 41.0 15.7 19.3 1.2 24.1 2.4 3.6 13.3 1.2

 公務員 49 20.4 36.7 55.1 22.4 20.4 10.2 38.8 2.0 4.1 2.0 -

会社員・団体職員 229 17.5 36.7 41.5 17.0 17.5 9.6 19.2 4.4 3.9 9.2 1.3

 学生 20 25.0 45.0 50.0 20.0 30.0 10.0 20.0 5.0 - 10.0 5.0

パート・アルバイト 71 11.3 46.5 50.7 15.5 23.9 7.0 12.7 5.6 1.4 15.5 1.4

主婦・家事手伝い 144 24.3 41.7 45.8 9.0 18.1 4.9 16.7 1.4 2.1 7.6 -

 無職 128 16.4 42.2 45.3 24.2 21.1 6.3 21.9 5.5 6.3 4.7 1.6

 その他 62 17.7 35.5 45.2 17.7 19.4 6.5 12.9 6.5 3.2 12.9 -  

【家族構成別】 

家族構成別にみると、「市民一人ひとりが、同和問題について正しい理解をするよう努力

する」の割合は、一人親と子、３世代の世帯で 50％を超え、他と比べて高い。「同和問題が

正しく理解されるよう、教育・啓発活動を推進する」の割合は、夫婦と子の世帯で 40％を

超え、他と比べて高い。 

 

図 20-4 同和問題を解決するために特に必要なこと     単位：％

N

同和問題
や差別の
ことを口
に出さな
いで、そっ
としておく

同和問題
が正しく
理解され
るよう、教
育・啓発
活動を推
進する

市民一人
ひとりが、
同和問題
について
正しい理
解をする
よう努力
する

同和問題
につい
て、自由
な意見交
換ができ
る環境を
つくる

地域の
人々がお
互いに理
解を深め
交流を図
る

同和問題
について
の相談活
動を充実
する

「えせ同
和行為」
を排除す
る

その他 特にない
わからな
い

無回答

総数 857 18.4 39.7 45.5 17.3 19.8 6.8 19.3 3.7 3.4 9.0 1.3

単身 61 23.0 37.7 45.9 13.1 23.0 3.3 19.7 3.3 4.9 13.1 -

夫婦のみ 165 19.4 38.8 40.0 23.6 23.6 5.5 18.2 2.4 4.2 9.7 2.4

夫婦と子 358 16.2 41.9 47.2 15.4 16.8 7.5 19.6 3.6 2.0 8.1 0.8

夫婦と親 35 20.0 34.3 25.7 20.0 22.9 8.6 25.7 2.9 - 17.1 5.7

３世代 129 23.3 39.5 51.2 15.5 15.5 7.0 21.7 4.7 6.2 7.0 -

一人親と子 59 16.9 32.2 52.5 15.3 22.0 6.8 18.6 5.1 3.4 5.1 3.4

その他 45 11.1 44.4 44.4 20.0 28.9 8.9 8.9 6.7 4.4 13.3 -  
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７７７７．．．．外国人外国人外国人外国人のののの人権人権人権人権についてについてについてについて    

問 21．日本に暮らす外国人に関する人権上の問題で特に問題があると思われること 

日本に暮らす外国人に関する人権上の問題で特に問題があると思われることは、「外

国の生活習慣や文化などへの理解が不足しており、地域社会の受入れが十分でない」が

40.1%で最も多く、次いで「就職や仕事の内容、待遇などで、不利な扱いを受ける」が

24.9%、「日常生活において、外国語による情報が少ないために、十分なサービスを受け

ることができない」が 22.3％などとなっている。 

図 21-1 日本に暮らす外国人に関する人権上の問題で特に問題があると思われること 

（N=918、複数回答３） 

40.1

24.9

22.3

18.0

12.9

12.5

9.9

6.4

2.1

1.7

11.7

17.0

2.5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

外国の生活習慣や文化などへの理解が不足しており、
地域社会の受入れが十分でない

就職や仕事の内容、待遇などで、不利な扱いを受ける

日常生活において、外国語による情報が少ないために、
十分なサービスを受けることができない

外国人というだけで興味本位で
じろじろ見てしまう

学校教育において、
外国人に対する教育体制が十分でない

選挙権がないなど権利が制限されている

偏見などがあり、
住宅を容易に借りることができない

国籍を理由に、結婚に周囲が反対する

店や施設の利用、サービスの提供を拒否される

その他

特にない

わからない

無回答

％

 

【性別】 

性別にみると、「外国の生活習慣や文化などへの理解が不足しており、地域社会の受入れ

が十分でない」の割合は、男女共に最も高く、男性の方が女性より 16 ポイント高い。「就

職や仕事の内容、待遇などで、不利な扱いを受ける」の割合は、女性の方が男性より７ポ

イント高い。男性では「外国人というだけで興味本位でじろじろみてしまう」の割合が女

性より８ポイント高い。 

【年代別】 

年代別にみると、「外国の生活習慣や文化などへの理解が不足しており、地域社会の受入

れが十分でない」の割合は、30 歳代、50 歳代、60 歳代で 40％を超え、他と比べて高い。

年代が低くなるほど「就職や仕事の内容、待遇などで、不利な扱いを受ける」の割合が高

くなる。 
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単位：％ 図 21-2 日本に暮らす外国人に関する人権上の問題で特に問題があると思われること 
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【職業別】 

職業別にみると、「外国の生活習慣や文化などへの理解が不足しており、地域社会の受入

れが十分でない」及び「日常生活において、外国語による情報が少ないために、十分なサ

ービスを受けることができない」の割合は、公務員でそれぞれ 57.1％、38.8％で他と比べ

て高い。 

図 21-3 日本に暮らす外国人に関する人権上の問題で特に問題があると思われること 

単位：％ 

N

外国の生
活習慣や
文化などへ
の理解が
不足してお
り、地域社
会の受入
れが十分
でない

就職や仕
事の内
容、待遇
などで、
不利な扱
いを受け
る

店や施設
の利用、
サービス
の提供を
拒否され
る

偏見など
があり、
住宅を容
易に借り
ることが
できない

外国人と
いうだけ
で興味本
位でじろ
じろ見て
しまう

国籍を理
由に、結
婚に周囲
が反対す
る

日常生活
において、
外国語に
よる情報が
少ないため
に、十分な
サービスを
受けること
ができない

選挙権が
ないなど
権利が制
限されて
いる

学校教育
におい
て、外国
人に対す
る教育体
制が十分
でない

その他 特にない
わからな
い

無回答

総数 918 40.1 24.9 2.1 9.9 18.0 6.4 22.3 12.5 12.9 1.7 11.7 17.0 2.5

 農林水産業  37 40.5 18.9 2.7 2.7 24.3 5.4 13.5 10.8 16.2 - 8.1 21.6 2.7

 自営業  89 41.6 14.6 1.1 7.9 18.0 3.4 21.3 14.6 12.4 1.1 16.9 16.9 2.2

 公務員  49 57.1 22.4 2.0 8.2 20.4 10.2 38.8 10.2 6.1 4.1 10.2 2.0 2.0

会社員・団体職員  241 43.6 32.4 1.7 13.3 18.3 6.6 25.3 12.0 13.7 2.5 10.0 12.4 0.8

 学生  23 30.4 30.4 8.7 21.7 8.7 4.3 21.7 21.7 17.4 4.3 4.3 13.0 4.3

パート・アルバイト 75 37.3 29.3 5.3 10.7 17.3 10.7 18.7 20.0 13.3 - 9.3 20.0 -

主婦・家事手伝い 151 40.4 32.5 2.0 9.9 16.6 6.6 27.8 12.6 11.3 0.7 7.3 21.2 1.3

 無職 139 40.3 13.7 1.4 5.0 21.6 5.8 15.8 7.9 18.7 2.2 15.8 17.3 3.6

 その他 70 25.7 22.9 - 12.9 11.4 4.3 15.7 17.1 10.0 1.4 15.7 22.9 4.3  

 

【家族構成別】 

家族構成別にみると、「外国の生活習慣や文化などへの理解が不足しており、地域社会の

受入れが十分でない」の割合は、特に夫婦と親の世帯で 51.3％で他と比べて高い。単身で

は、「外国人というだけで興味本位でじろじろみてしまう」の割合が 28.8％で他と比べて高

い。 

図 21-4 日本に暮らす外国人に関する人権上の問題で特に問題があると思われること 

単位：％ 
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ない
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などで、
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じろ見て
しまう
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が反対す
る

日常生活
において、
外国語に
よる情報が
少ないため
に、十分な
サービスを
受けること
ができない

選挙権が
ないなど
権利が制
限されて
いる

学校教育
におい
て、外国
人に対す
る教育体
制が十分
でない

その他 特にない
わからな
い

無回答

総数 918 40.1 24.9 2.1 9.9 18.0 6.4 22.3 12.5 12.9 1.7 11.7 17.0 2.5

単身 73 38.4 21.9 2.7 4.1 28.8 4.1 16.4 13.7 13.7 2.7 11.0 17.8 4.1

夫婦のみ 175 46.3 18.9 1.1 10.3 21.7 3.4 19.4 6.3 12.6 - 13.7 20.0 2.3

夫婦と子 371 39.9 29.1 2.2 12.7 14.8 9.2 23.7 12.9 15.1 1.6 10.0 15.6 1.6

夫婦と親 39 51.3 28.2 - 5.1 17.9 7.7 23.1 7.7 10.3 - 10.3 17.9 5.1

３世代 133 39.1 26.3 2.3 7.5 18.8 4.5 26.3 17.3 7.5 3.0 11.3 15.8 2.3

一人親と子 66 28.8 21.2 1.5 9.1 15.2 7.6 24.2 18.2 12.1 1.5 10.6 16.7 6.1

その他 54 35.2 20.4 5.6 7.4 16.7 3.7 20.4 14.8 14.8 3.7 14.8 20.4 -  
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問 22．日本に暮らす外国人の人権を守るために特に必要なこと 

日本に暮らす外国人の人権を守るために特に必要なことは、「外国人の文化や生活習

慣などの理解を深める」が 37.4%で最も多く、次いで「外国人も地域社会を支えている

一員であるという理解を広める」が 31.2%、「外国人との交流の機会を増やす」が 30.8％

などとなっている。 

 

図 22-1 日本に暮らす外国人の人権を守るために特に必要なこと（N=918、複数回答３） 
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外国人の文化や生活習慣
などの理解を深める

外国人も地域社会を支えている
一員であるという理解を広める

外国人との交流の機会を増やす

外国人のための相談・支援体制を充実する

外国人が安心して生活できるように、
外国語でも情報を提供する

外国人の人権を守るための
教育・啓発活動を推進する

外国人の子どもの就学を支援する

外国人の雇用を積極的に進める

その他

特にない

わからない

無回答

％

 

【性別】 

性別にみると、大差はないが、男性では「外国人の人権を守るための教育・啓発活動を

推進する」の割合が女性より８ポイント高い。 

【年代別】 

年代別にみると、「外国人の文化や生活習慣などの理解を深める」の割合は 30 歳代、60

歳代で 40％を超え、他と比べて高く、「外国人も地域社会を支えている一員であるという理

解を広める」の割合は 20 歳代で 39.4％で他と比べて高い。「外国人との交流の機会を増や

す」の割合は 20 歳代、30 歳代で 35％を超え、他と比べて高い。 
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単位：％ 図 22-2 日本に暮らす外国人の人権を守るために特に必要なこと 
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【職業別】 

職業別にみると、「外国人の文化や生活習慣などの理解を深める」の割合は、農林水産業、

自営業で他と比べて高い。「外国人との交流の機会を増やす」の割合は、公務員が 44.9％で

他と比べて高い。農林水産業では、「外国人の人権を守るための教育・啓発活動を推進する」

の割合が 35.1％で他と比べて高い。公務員や主婦・家事手伝いでは、「外国人が安心して生

活できるように、外国語でも情報を提供する」の割合が 25％を超え、他と比べて高い。。 

図 22-3 日本に暮らす外国人の人権を守るために特に必要なこと   単位：％ 

N

外国人の
人権を守
るための
教育・啓
発活動を
推進する

外国人の
文化や生
活習慣な
どの理解
を深める

外国人も
地域社会
を支えて
いる一員
であると
いう理解
を広める

外国人と
の交流の
機会を増
やす

外国人の
雇用を積
極的に進
める

外国人の
子どもの
就学を支
援する

外国人の
ための相
談・支援
体制を充
実する

外国人が
安心して
生活でき
るように、
外国語で
も情報を
提供する

その他 特にない
わからな
い

無回答

総数 918 18.4 37.4 31.2 30.8 10.2 10.9 22.2 20.5 1.3 7.8 11.7 1.9

 農林水産業  37 35.1 45.9 32.4 29.7 5.4 10.8 18.9 16.2 - 2.7 5.4 5.4

 自営業  89 11.2 44.9 27.0 28.1 12.4 12.4 23.6 20.2 1.1 11.2 9.0 2.2

 公務員  49 18.4 32.7 20.4 44.9 10.2 6.1 18.4 28.6 2.0 10.2 2.0 2.0

会社員・団体職員  241 18.7 39.0 31.1 34.9 11.2 9.5 21.6 20.7 2.1 8.7 8.7 0.8

 学生  23 17.4 43.5 34.8 43.5 21.7 21.7 13.0 13.0 - 4.3 4.3 4.3

パート・アルバイト 75 22.7 34.7 34.7 24.0 12.0 13.3 26.7 17.3 - 6.7 16.0 -

主婦・家事手伝い 151 13.2 35.8 34.4 33.1 10.6 13.9 26.5 25.8 1.3 4.6 11.3 0.7

 無職 139 22.3 35.3 33.8 28.8 7.2 10.8 20.9 23.7 1.4 7.9 15.8 0.7

 その他 70 18.6 34.3 31.4 18.6 8.6 7.1 21.4 10.0 1.4 10.0 17.1 1.4  
 

【家族構成別】 

 家族構成別にみると、「外国人の文化や生活習慣などの理解を深める」の割合は、３世代、

夫婦と親、夫婦のみの世帯で 40％を超え、他と比べて高い。、「外国人も地域社会を支えて

いる一員であるという理解を広める」の割合は、1 人親と子の世帯が 40.9％で他と比べて

高い。一人親と子や３世代では「外国人のための相談・支援体制を充実する」の割合が 25％

を超え、他と比べて高い。 

図 22-4 日本に暮らす外国人の人権を守るために特に必要なこと   単位：％ 
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の交流の
機会を増
やす

外国人の
雇用を積
極的に進
める

外国人の
子どもの
就学を支
援する

外国人の
ための相
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実する

外国人が
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生活でき
るように、
外国語で
も情報を
提供する

その他 特にない
わからな
い

無回答

総数 918 18.4 37.4 31.2 30.8 10.2 10.9 22.2 20.5 1.3 7.8 11.7 1.9

単身 73 21.9 28.8 30.1 26.0 11.0 5.5 16.4 19.2 2.7 9.6 17.8 2.7

夫婦のみ 175 15.4 40.6 36.0 34.3 10.3 8.6 20.0 21.7 - 7.4 10.3 1.1

夫婦と子 371 19.7 36.4 27.5 32.1 12.4 12.1 20.5 19.9 1.1 6.7 13.2 1.6

夫婦と親 39 12.8 43.6 25.6 30.8 5.1 10.3 41.0 20.5 2.6 5.1 12.8 2.6

３世代 133 16.5 48.1 33.1 27.1 8.3 15.0 26.3 19.5 2.3 9.0 7.5 1.5

一人親と子 66 16.7 19.7 40.9 30.3 4.5 10.6 27.3 22.7 1.5 7.6 7.6 4.5

その他 54 22.2 37.0 29.6 31.5 9.3 7.4 22.2 24.1 1.9 11.1 13.0 -
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８８８８．．．．感染症感染症感染症感染症（（（（ハンセンハンセンハンセンハンセン病病病病、ＨＩＶ、ＨＩＶ、ＨＩＶ、ＨＩＶ等等等等））））やややや難病等患者難病等患者難病等患者難病等患者のののの人権人権人権人権についてについてについてについて    

問 23．感染症や難病等患者に関する人権上の問題で特に問題があると思われること 

感染症や難病等患者に関する人権上の問題で特に問題があると思われることについ

ては、「病気についての理解や認識が十分でない」が 75.7%で最も多く、次いで「医療保

険の対象外治療などにより、医療費が高額となり、十分な治療が受けられない」が 25.5%、

「興味本位の情報が流される」が 21.9％などとなっている。 

 

図 23-1 感染症や難病等患者に関する人権上の問題で 

特に問題があると思われること（N=918、複数回答３） 
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職場や学校で不利な扱いを受ける
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店や施設の利用、
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その他

特にない

わからない

無回答

％

 

【性別】 

性別にみると、大差はない。 

【年代別】 

年代別にみると、「病気についての理解や認識が十分でない」の割合は 70 歳以上を除い

て 75％～85％で高い。年代が低くなるほど、「差別的な言動を受ける」の割合は高くなる。 
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単位：％ 図 23-2 感染症や難病等患者に関する人権上の問題で特に問題があると思われること 
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【職業別】 

職業別にみると、「病気についての理解や認識が十分でない」の割合は、特に公務員、会

社員・団体職員では 85％を超え、他と比べて高い。公務員では「興味本位の情報が流され

る」の割合が 38.8％で他と比べて高い。会社員・団体職員では「医療保険の対象外治療な

どにより、医療費が高額となり、十分な治療が受けられない」の割合が 34.4％で他と比べ

て高い。 

図 23-3 感染症や難病等患者に関する人権上の問題で特に問題があると思われること 

単位：％ 

N

病気につ
いての理
解や認識
が十分で
ない

結婚に周
囲が反対
する

職場や学
校で不利
な扱いを
受ける

病院での
治療や入
院を拒否
される

店や施設
の利用、
サービス
の提供を
拒否され
る

興味本位
の情報が
流される

差別的な
言動を受
ける

医療保険
の対象外
治療などに
より、医療
費が高額と
なり、十分
な治療が
受けられな
い

日ごろの
付き合い
を断わら
れたり，
避けられ
たりする

その他 特にない
わからな
い

無回答

総数 918 75.7 12.4 10.9 7.2 4.2 21.9 16.2 25.5 10.6 0.1 3.5 12.4 2.4

 農林水産業  37 75.7 16.2 16.2 5.4 5.4 13.5 2.7 21.6 8.1 2.7 - 10.8 5.4

 自営業  89 73.0 9.0 7.9 3.4 6.7 13.5 10.1 19.1 12.4 - 9.0 14.6 3.4

 公務員  49 89.8 14.3 6.1 6.1 8.2 38.8 18.4 18.4 12.2 - 2.0 4.1 2.0

会社員・団体職員  241 85.9 13.7 13.7 7.5 5.0 23.7 21.6 34.4 11.2 - 1.2 6.2 1.2

 学生  23 65.2 13.0 17.4 4.3 13.0 26.1 43.5 13.0 13.0 - - 8.7 -

パート・アルバイト 75 80.0 12.0 12.0 8.0 1.3 32.0 17.3 26.7 8.0 - 2.7 10.7 -

主婦・家事手伝い 151 75.5 9.9 15.2 11.3 4.6 17.2 13.9 27.8 10.6 - 3.3 13.2 2.0

 無職 139 69.1 12.2 7.2 5.0 2.2 30.9 13.7 23.7 11.5 - 4.3 15.8 2.2

 その他 70 62.9 11.4 4.3 10.0 - 7.1 15.7 17.1 4.3 - 5.7 22.9 4.3  

 

【家族構成別】 

家族構成別にみると、「病気についての理解や認識が十分でない」の割合は、特に３世代

や夫婦と親で 80％を超え、他と比べて高い。 

図 23-4 感染症や難病等患者に関する人権上の問題で特に問題があると思われること 

単位：％ 

N

病気につ
いての理
解や認識
が十分で
ない

結婚に周
囲が反対
する

職場や学
校で不利
な扱いを
受ける

病院での
治療や入
院を拒否
される

店や施設
の利用、
サービス
の提供を
拒否され
る

興味本位
の情報が
流される

差別的な
言動を受
ける

医療保険
の対象外
治療などに
より、医療
費が高額と
なり、十分
な治療が
受けられな
い

日ごろの
付き合い
を断わら
れたり，
避けられ
たりする

その他 特にない
わからな
い

無回答

総数 918 75.7 12.4 10.9 7.2 4.2 21.9 16.2 25.5 10.6 0.1 3.5 12.4 2.4

単身 73 71.2 12.3 8.2 4.1 1.4 13.7 13.7 20.5 12.3 - 4.1 17.8 4.1

夫婦のみ 175 73.7 12.0 6.9 6.9 4.0 21.1 9.7 22.3 11.4 - 4.0 17.1 2.9

夫婦と子 371 78.2 11.6 14.3 8.6 4.6 21.8 19.1 28.6 10.8 0.3 2.2 9.4 1.6

夫婦と親 39 82.1 15.4 15.4 12.8 - 23.1 15.4 30.8 7.7 - 5.1 10.3 -

３世代 133 84.2 12.8 8.3 6.0 5.3 25.6 13.5 23.3 6.0 - 2.3 9.8 3.0

一人親と子 66 69.7 13.6 6.1 1.5 4.5 27.3 24.2 21.2 15.2 - 6.1 9.1 3.0

その他 54 59.3 16.7 14.8 9.3 7.4 20.4 20.4 31.5 13.0 - 5.6 18.5 1.9  
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問 24．感染症や難病等患者の人権を守るために特に必要なこと 

感染症や難病等患者の人権を守るために特に必要なことは、「疾病や感染予防に関す

る正しい知識を普及する」が 74.7%で最も多く、次いで「医療保険制度を充実させる」

が 33.3%、「感染症患者等に対する理解と関心を深める教育・啓発活動を推進する」が

28.9％などとなっている。 

 

図 24-1 感染症や難病等患者の人権を守るために特に必要なこと（N=918、複数回答３） 
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医療保険制度を充実させる

感染症患者等に対する理解と関心を深
める教育・啓発活動を推進する

感染症患者等のプライバシーを保護する

病気に対する予防策を充実する

感染症患者等のための人権相談・支援
体制を充実する

就職・就労しやすい環境づくりを進める

医師や看護師など医療従事者に対する
人権研修を進める

その他

特にない

わからない

無回答

％

 

【性別】 

性別にみると、「疾病や感染予防に関する正しい知識を普及する」の割合は、男女共に高

い。「医療保険制度を充実させる」の割合は、女性が若干高く、「感染症患者等に対する理

解と関心を深める教育・啓発活動を推進する」の割合は、男性が女性と比べて高い。 

【年代別】 

年代別でみると、「疾病や感染予防に関する正しい知識を普及する」の割合は、どの層で

も高く、「医療保険制度を充実させる」「病気に対する予防策を充実する」の割合は 30歳代

で他と比べて高い。 
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単位：％ 図 24-2 感染症や難病等患者の人権を守るために特に必要なこと 



 107 

【職業別】 

 職業別にみると、「疾病や感染予防に関する正しい知識を普及する」の割合は、農林水産

業、公務員、会社員・団体職員、学生で 80％を超え、他と比べて高い。農林水産業では「感

染症患者等に対する理解と関心を深める教育・啓発活動を推進する」の割合が 48.6％で他

と比べて高い。会社員・団体職員では「医療保険制度を充実させる」の割合が 42.7％で他

と比べて特に高い。主婦･家事手伝いでは、「病気に対する予防策を充実する」の割合が

30.5％で他と比べて高い。 

図 24-3 感染症や難病等患者の人権を守るために特に必要なこと   単位：％ 

N

疾病や感
染予防に
関する正
しい知識
を普及す
る

感染症患
者等に対
する理解
と関心を
深める教
育・啓発
活動を推
進する

感染症患
者等のプ
ライバ
シーを保
護する

就職・就
労しやす
い環境づ
くりを進め
る

医療保険
制度を充
実させる

病気に対
する予防
策を充実
する

医師や看
護師など
医療従事
者に対す
る人権研
修を進め
る

感染症患
者等のた
めの人権
相談・支
援体制を
充実する

その他 特にない
わからな
い

無回答

総数 918 74.7 28.9 22.4 11.0 33.3 21.6 5.0 20.6 0.3 1.4 7.1 2.3

 農林水産業  37 83.8 48.6 27.0 16.2 27.0 13.5 2.7 13.5 - - - 5.4

 自営業  89 75.3 27.0 21.3 13.5 27.0 18.0 6.7 29.2 - 2.2 4.5 3.4

 公務員  49 83.7 36.7 22.4 14.3 30.6 18.4 8.2 12.2 2.0 4.1 - 2.0

会社員・団体職員  241 80.5 30.3 23.2 13.3 42.7 23.2 4.6 19.1 0.4 0.4 3.7 0.8

 学生  23 87.0 34.8 30.4 13.0 8.7 21.7 4.3 17.4 - - 4.3 -

パート・アルバイト 75 76.0 30.7 25.3 13.3 34.7 22.7 4.0 21.3 - 1.3 8.0 -

主婦・家事手伝い 151 74.2 21.2 22.5 7.9 33.8 30.5 4.0 24.5 0.7 - 7.9 2.0

 無職 139 71.9 30.2 21.6 7.9 30.2 24.5 5.0 22.3 - 2.2 8.6 1.4

 その他 70 61.4 22.9 12.9 1.4 34.3 12.9 7.1 12.9 - 4.3 15.7 4.3  

【家族構成別】 

 家族構成別にみると、「疾病や感染予防に関する正しい知識を普及する」の割合は、夫婦

と親や３世代で 80％を超え、他と比べて高い。夫婦と親の世帯では、「医療保険制度を充実

させる」の割合が 41.0％で他と比べて高く、「感染症患者に対する理解と関心を深める教育･

啓発活動を推進する」及び「就職・就労しやすい環境づくりを進める」の割合が、それぞ

れ 38.5％、23.1％で他と比べて高い。 

図 24-4 感染症や難病等患者の人権を守るために特に必要なこと   単位：％ 

N

疾病や感
染予防に
関する正
しい知識
を普及す
る

感染症患
者等に対
する理解
と関心を
深める教
育・啓発
活動を推
進する

感染症患
者等のプ
ライバ
シーを保
護する

就職・就
労しやす
い環境づ
くりを進め
る

医療保険
制度を充
実させる

病気に対
する予防
策を充実
する

医師や看
護師など
医療従事
者に対す
る人権研
修を進め
る

感染症患
者等のた
めの人権
相談・支
援体制を
充実する

その他 特にない
わからな
い

無回答

総数 918 74.7 28.9 22.4 11.0 33.3 21.6 5.0 20.6 0.3 1.4 7.1 2.3

単身 73 71.2 28.8 20.5 15.1 28.8 17.8 5.5 13.7 - 1.4 13.7 5.5

夫婦のみ 175 67.4 26.3 17.7 9.1 36.0 21.7 6.3 25.1 - 1.7 8.6 1.7

夫婦と子 371 78.2 31.0 24.0 10.5 33.2 22.9 4.9 19.4 0.5 1.1 5.4 1.9

夫婦と親 39 82.1 38.5 23.1 23.1 41.0 20.5 - 25.6 - - 5.1 -

３世代 133 80.5 26.3 24.8 9.8 32.3 22.6 5.3 18.8 0.8 - 4.5 2.3

一人親と子 66 74.2 24.2 22.7 10.6 25.8 21.2 3.0 25.8 - 3.0 6.1 3.0

その他 54 64.8 29.6 24.1 11.1 40.7 18.5 7.4 18.5 - 3.7 11.1 1.9  
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９９９９．．．．犯罪被害者犯罪被害者犯罪被害者犯罪被害者およびそのおよびそのおよびそのおよびその家族家族家族家族のののの人権人権人権人権についてについてについてについて    

問 25．犯罪被害者およびその家族の人権について特に問題があると思われること 

犯罪被害者およびその家族の人権について特に問題があると思われることは、「過剰

な取材などによる、私生活の平穏やプライバシーの侵害」が 70.2%で最も多く、次いで

「事件に関する周囲からの無責任なうわさ話などの二次被害を受けている」が 45.4%、

「被害者とその家族の精神的・経済的負担が大きい」が 45.1％などとなっている。 

 

図 25-1 犯罪被害者およびその家族の人権について 

特に問題があると思われること（N=918、複数回答３） 
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事件に関する周囲からの無責任なうわさ話などの
二次被害を受けている

被害者とその家族の精神的・経済的負担が大きい

被害者とその家族に対する
相談・支援体制が十分でない

加害者の捜査や裁判について、
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刑事裁判や手続きに犯罪被害者等の声が
十分に反映されない

その他

特にない

わからない

無回答

％

 

【性別】 

性別にみると、大差はない。 

 

【年代別】 

年代別にみると、「過剰な取材などによる、私生活の平穏やプライバシーの侵害」の割合

は、特に 20 歳代では 80％を超えて高い。30 歳代では「事件に関する周囲からの無責任な

うわさ話などの二次被害を受けている」及び「被害者とその家族の精神的・経済的負担が

大きい」の割合が、それぞれ 63.0％、59.3％で他と比べて高い。 
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単位：％ 図 25-2 犯罪被害者およびその家族の人権について特に問題があると思われること 
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【職業別】 

職業別にみると、「過剰な取材などによる、私生活の平穏やプライバシーの侵害」の割合

は、特に農林水産業や学生、公務員で 80％程度で他と比べて高い。「事件に関する周囲から

の無責任なうわさ話などの二次被害を受けている」の割合は、公務員で 61.2％で他と比べ

て高い。「被害者とその家族の精神的・経済的負担が大きい」の割合は、パート・アルバイ

トや公務員、会社員・団体職員で 50％を超え、他と比べて高い。 

 

図 25-3 犯罪被害者およびその家族の人権について特に問題があると思われること 
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過剰な取
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害
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その他 特にない わからない 無回答

総数 918 70.2 45.1 24.9 45.4 12.1 17.6 0.5 2.8 9.2 2.2

 農林水産業  37 81.1 45.9 37.8 45.9 10.8 5.4 - 2.7 5.4 2.7

 自営業  89 68.5 44.9 22.5 38.2 14.6 14.6 - 6.7 6.7 1.1

 公務員  49 79.6 55.1 26.5 61.2 18.4 10.2 4.1 2.0 2.0 2.0

会社員・団体職員  241 74.7 50.6 25.3 52.7 15.8 18.3 0.8 1.2 6.6 0.8

 学生  23 87.0 43.5 8.7 43.5 8.7 17.4 - - 8.7 -

パート・アルバイト 75 69.3 56.0 36.0 50.7 8.0 18.7 - 1.3 9.3 -

主婦・家事手伝い 151 75.5 40.4 19.2 48.3 9.3 31.8 - 2.0 6.6 2.0

 無職 139 64.7 39.6 30.2 35.3 10.8 14.4 0.7 3.6 12.2 2.2

 その他 70 61.4 37.1 24.3 38.6 11.4 8.6 - 5.7 12.9 4.3  

 

【家族構成別】 

家族構成別にみると、「過剰な取材などによる、私生活の平穏やプライバシーの侵害」の

割合は、３世代及び夫婦と子で 70％を超え、他と比べて高い。「事件に関する周囲からの無

責任なうわさ話などの二次被害を受けている」の割合は、一人親と子、夫婦と子で 50％程

度で他と比べて高い。「被害者とその家族の精神的・経済的負担が大きい」の割合は、夫婦

と子、３世代、一人親と子で 50％程度で他と比べて高い。 

単位：％ 
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図 25-4 犯罪被害者およびその家族の人権について特に問題があると思われること 

単位：％ 

N

過剰な取
材などによ
る、私生活
の平穏や
プライバ
シーの侵
害

被害者とそ
の家族の
精神的・経
済的負担
が大きい

被害者とそ
の家族に
対する相
談・支援体
制が十分
でない

事件に関
する周囲
からの無
責任なうわ
さ話などの
二次被害
を受けてい
る

刑事裁判
や手続き
に犯罪被
害者等の
声が十分
に反映され
ない

加害者の
捜査や裁
判につい
て、十分な
情報が得
られない

その他 特にない わからない 無回答

総数 918 70.2 45.1 24.9 45.4 12.1 17.6 0.5 2.8 9.2 2.2

単身 73 60.3 28.8 24.7 31.5 16.4 11.0 - 2.7 13.7 5.5

夫婦のみ 175 68.0 42.3 24.6 39.4 11.4 18.9 1.1 3.4 12.0 1.1

夫婦と子 371 72.8 50.4 28.8 49.3 12.1 17.8 0.3 2.2 6.5 1.9

夫婦と親 39 59.0 38.5 38.5 43.6 10.3 17.9 2.6 7.7 15.4 -

３世代 133 78.2 48.1 18.0 46.6 15.0 16.5 0.8 0.8 6.8 3.8

一人親と子 66 60.6 47.0 15.2 50.0 12.1 24.2 - 4.5 10.6 -

その他 54 74.1 38.9 20.4 55.6 3.7 18.5 - 3.7 9.3 1.9  
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問 26．犯罪被害者およびその家族の人権を守るために必要なこと 

犯罪被害者およびその家族の人権を守るために必要なことについては、「プライバシ

ーに配慮した取材活動や報道」が 72.8%で最も多く、次いで「被害者等の安全を確保す

る」が 33.7%、「被害者等に対する相談・支援体制を充実する」が 30.5％などとなって

いる。 

 

図 26-1 犯罪被害者およびその家族の人権を守るために必要なこと 

（N=918、複数回答３） 

72.8

33.7

30.5

29.4

27.8

14.4

7.7

0.5

1.9

7.5

2.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80

プライバシーに配慮した取材活動や報道

被害者等の安全を確保する

被害者等に対する相談・支援体制を充実する

精神的被害に対応するためのカウンセリングを行う

捜査や裁判の過程における配慮

被害者等の人権を守るための教育・啓発活動を推進
する

被害者等の就職機会を確保する

その他

特にない

わからない

無回答

％

 

【性別】 

性別にみると、「プライバシーに配慮した取材活動や報道」の割合は男女ともに高い。「被

害者等の人権を守るための教育・啓発活動を推進する」の割合は、男性の方が女性よりも

８ポイント高い。「精神的被害に対応するためのカウンセリングを行う」の割合は、女性の

方が男性よりも９ポイント高い。 

【年代別】 

年代別にみると、「プライバシーに配慮した取材活動や報道」の割合は、70歳以上を除い

て 70％を超え、高い。30歳代、40歳代では、「被害者等の安全を確保する」の割合は 43％

程度で他と比べて高い。60 歳代及び 70 歳以上では、「被害者等の人権を守るための教育・

啓発活動を推進する」の割合が 20％程度で他と比べてやや高い。 
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 プライバシーに配慮した

取材活動や報道 
被害者等の安全を確保す

る 
被害者等の就職機会を確

保する 

被害者等の人権を守るた
めの教育・啓発活動を推進
する 

55.1

73.2

78.2

74.5

77.0

79.8

72.8

73.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80

男性 N=402

女性 N=508

20歳代 N=104

30歳代 N=135

40歳代 N=145

50歳代 N=188

60歳代 N=198

70歳以上 N=138

 

36.1

31.9

32.7

43.0

43.4

29.8

27.8

29.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

10.4

5.7

12.5

5.2

6.2

6.9

6.6

11.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

18.9

10.8

10.6

12.6

8.3

12.8

20.2

19.6

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

 

捜査や裁判の過程におけ
る配慮 

被害者等に対する相談・支
援体制を充実する 

精神的被害に対応するた
めのカウンセリングを行
う 

その他 

27.4

28.5

26.9

25.9

33.8

33.0

28.8

17.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80

男性 N=402

女性 N=508

20歳代 N=104

30歳代 N=135

40歳代 N=145

50歳代 N=188

60歳代 N=198

70歳以上 N=138

 

30.6
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26.0

34.8

26.2

37.8

35.4

18.1
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24.9

33.5

35.6

29.6
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35.6

26.3

18.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

0.2

0.8

0.0

0.7

1.4

0.5

0.5

0.0
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 特にない わからない   

2.0

1.6

1.0

0.0

1.4

1.1
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5.8
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男性 N=402

女性 N=508

20歳代 N=104

30歳代 N=135

40歳代 N=145

50歳代 N=188
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70歳以上 N=138

 

5.7

8.5

5.8
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5.5

4.8

7.1

16.7

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 

  

単位：％ 図 26-2 犯罪被害者およびその家族の人権を守るために必要なこと 
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【職業別】 

職業別にみると、「プライバシーに配慮した取材活動や報道」の割合は、公務員や学生、

農林水産業で 80％を超え、他と比べて高い。公務員、会社員・団体職員では、「被害者等の

安全を確保する」の割合が 40％を超え、他と比べて高い。パート・アルバイトでは、「被害

者等に対する相談・支援体制を充実する」及び「捜査や裁判の過程における配慮」の割合

は、そえぞれ 40.0％、38.7％で他と比べて高い。 

図 26-3 犯罪被害者およびその家族の人権を守るために必要なこと 

単位％ 

N

プライバ
シーに配
慮した取材
活動や報
道

被害者等
の安全を
確保する

被害者等
の就職機
会を確保
する

被害者等
の人権を
守るための
教育・啓発
活動を推
進する

捜査や裁
判の過程
における配
慮

被害者等
に対する相
談・支援体
制を充実
する

精神的被
害に対応
するための
カウンセリ
ングを行う

その他 特にない わからない 無回答

総数 918 72.8 33.7 7.7 14.4 27.8 30.5 29.4 0.5 1.9 7.5 2.1

 農林水産業  37 81.1 27.0 2.7 35.1 27.0 32.4 16.2 - - - 2.7

 自営業  89 68.5 25.8 5.6 12.4 27.0 30.3 29.2 - 3.4 7.9 2.2

 公務員  49 87.8 40.8 8.2 12.2 24.5 28.6 34.7 - 2.0 2.0 2.0

会社員・団体職員  241 76.3 44.0 7.1 11.6 30.3 31.5 31.1 0.4 1.2 5.0 0.4

 学生  23 87.0 17.4 17.4 8.7 21.7 26.1 30.4 - - 4.3 -

パート・アルバイト 75 69.3 24.0 8.0 17.3 38.7 40.0 36.0 2.7 1.3 9.3 -

主婦・家事手伝い 151 78.1 37.7 5.3 12.6 26.5 32.5 36.4 1.3 1.3 4.0 2.0

 無職 139 69.1 29.5 11.5 19.4 27.3 28.1 21.6 - 2.2 10.8 1.4

 その他 70 65.7 27.1 8.6 11.4 24.3 27.1 22.9 - 4.3 11.4 4.3  

 

【家族構成別】 

家族構成別にみると、「プライバシーに配慮した取材活動や報道」の割合は、３世代で

80.5％で他と比べて高い。夫婦と親の世帯では、「被害者等に対する相談・支援体制を充実

する」の割合が 41.0％で他と比べて高い。 

図 26-4 犯罪被害者およびその家族の人権を守るために必要なこと 

単位：％ 

N

プライバ
シーに配
慮した取材
活動や報
道

被害者等
の安全を
確保する

被害者等
の就職機
会を確保
する

被害者等
の人権を
守るための
教育・啓発
活動を推
進する

捜査や裁
判の過程
における配
慮

被害者等
に対する相
談・支援体
制を充実
する

精神的被
害に対応
するための
カウンセリ
ングを行う

その他 特にない わからない 無回答

総数 918 72.8 33.7 7.7 14.4 27.8 30.5 29.4 0.5 1.9 7.5 2.1

単身 73 64.4 31.5 5.5 11.0 20.5 23.3 21.9 - 1.4 11.0 5.5

夫婦のみ 175 70.3 28.0 9.7 16.6 28.6 33.1 25.7 - 2.3 10.9 1.7

夫婦と子 371 73.3 36.9 8.4 14.0 28.0 29.6 31.8 1.1 1.9 5.1 1.6

夫婦と親 39 76.9 30.8 5.1 23.1 15.4 41.0 30.8 - 2.6 10.3 -

３世代 133 80.5 36.1 5.3 13.5 30.1 34.6 30.8 - - 5.3 3.0

一人親と子 66 72.7 31.8 6.1 13.6 33.3 27.3 30.3 1.5 1.5 9.1 -

その他 54 70.4 31.5 11.1 11.1 33.3 24.1 33.3 - 3.7 5.6 1.9  
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10101010．．．．刑刑刑刑をををを終終終終えたえたえたえた人人人人にににに関関関関するするするする人権人権人権人権についてについてについてについて    

問 27．刑を終えた人に関する人権について特に問題があると思われること 

刑を終えた人に関する人権について特に問題があると思われることについては、「就

職の拒否や差別」が 54.8%で最も多く、次いで「前歴や身上について悪意のあるうわさ

話をする」が 43.7%、「周囲からの視線や態度」が 40.0％などとなっている。    

 

図 27-1 刑を終えた人に関する人権について特に問題があると思われること 

（N=918、複数回答３）    

54.8

43.7

40.0

21.5

1.2

6.9

19.3

3.3

0 10 20 30 40 50 60

就職の拒否や差別

前歴や身上について悪意のあるうわさ話
をする

周囲からの視線や態度

住宅等への入居が困難である

その他

特にない

わからない

無回答

％

 

 

【性別】 

性別にみると、「前歴や身上について悪意のあるうわさ話をする」及び「周囲からの視線

や態度」の割合は、男性の方が女性と比べて高い。「住宅等への入居が困難である」の割合

は、女性の方が男性よりも７ポイント高い。 

 

【年代別】 

年代別にみると、「就職の拒否や差別」の割合は、どの層でも高く、特に 20 歳代以上で

60％を超えて高い。30～60 歳代では「前歴や身上について悪意のあるうわさ話をする」の

割合は 30歳代で他と比べて高い。 
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【職業別】 

職業別にみると、「就職の拒否や差別」の割合は、特に学生、公務員、会社員・団体職員

で 60％程度で他と比べて高い。「前歴や身上について悪意のあるうわさ話をする」の割合は、

農林水産業、公務員、会社員・団体職員で 60％程度で他と比べて高い。「周囲からの視線や

態度」の割合は、農林水産業で 48.6％で他と比べて高い。 

 
就職の拒否や差別 住宅等への入居が困難で

ある 
前歴や身上について悪意

のあるうわさ話をする 

周囲からの視線や態度 

56.5

53.7

59.3

54.5

56.4

52.5

45.7

65.4

0 10 20 30 40 50 60 70

男性 N=402

女性 N=508

20歳代 N=104

30歳代 N=135

40歳代 N=145

50歳代 N=188

60歳代 N=198

70歳以上 N=138

 

17.4

24.8

26.0

25.2

26.9

17.6

20.7

15.9

0 10 20 30 40 50 60 70

 

47.8

41.1

39.4

53.3

45.5

43.6

45.5

36.2

0 10 20 30 40 50 60 70

 

45.3

36.2

43.3

43.7

32.4

42.0

42.4

37.0

0 10 20 30 40 50 60 70

 

 その他 特にない わからない  

1.5

1.0

1.5

0.7

1.6

1.0

0.7

1.9

0 10 20 30 40 50 60 70

男性 N=402

女性 N=508

20歳代 N=104

30歳代 N=135

40歳代 N=145

50歳代 N=188

60歳代 N=198

70歳以上 N=138

 

7.7

5.9

7.7

5.9

8.3

4.3

4.5

10.9

0 10 20 30 40 50 60 70

 

14.7

22.6

14.4

15.6

18.6

18.1

22.2

23.2

0 10 20 30 40 50 60 70

 

 

単位：％ 図 27-2 刑を終えた人に関する人権について特に問題があると思われること 
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図 27-3 刑を終えた人に関する人権について特に問題があると思われること 

単位：％ 

N
就職の
拒否や
差別

住宅等
への入
居が困
難である

前歴や
身上に
ついて悪
意のある
うわさ話
をする

周囲から
の視線
や態度

その他 特にない
わからな
い

無回答

総数 918 54.8 21.5 43.7 40.0 1.2 6.9 19.3 3.3

 農林水産業  37 45.9 16.2 51.4 48.6 - 2.7 10.8 10.8

 自営業  89 52.8 13.5 43.8 39.3 1.1 13.5 12.4 7.9

 公務員  49 61.2 20.4 51.0 42.9 2.0 10.2 10.2 2.0

会社員・団体職員  241 59.3 21.6 49.8 40.2 1.7 6.6 18.3 0.4

 学生  23 65.2 21.7 34.8 47.8 - 8.7 17.4 -

パート・アルバイト 75 57.3 30.7 44.0 37.3 1.3 2.7 21.3 -

主婦・家事手伝い 151 54.3 26.5 41.1 39.1 1.3 4.0 23.8 3.3

 無職 139 53.2 19.4 46.0 41.0 0.7 7.2 21.6 1.4

 その他 70 42.9 22.9 31.4 32.9 1.4 7.1 24.3 5.7  

 

【家族構成別】 

家族構成別にみると、「前歴や身上について悪意のあるうわさ話をする」の割合は、夫婦

と親、３世代で 50％を超えて他と比べて高い。「周囲からの視線や態度」の割合は、特に夫

婦のみの世帯で 45.7％で他と比べて高い。 

 

図 27-4 刑を終えた人に関する人権について特に問題があると思われること 

単位：％ 

N
就職の
拒否や
差別

住宅等
への入
居が困
難である

前歴や
身上に
ついて悪
意のある
うわさ話
をする

周囲から
の視線
や態度

その他 特にない
わからな
い

無回答

総数 918 54.8 21.5 43.7 40.0 1.2 6.9 19.3 3.3

単身 73 53.4 19.2 34.2 41.1 - 5.5 16.4 5.5

夫婦のみ 175 54.9 20.0 40.6 45.7 - 6.9 21.1 4.0

夫婦と子 371 56.3 21.6 44.2 38.8 1.6 6.5 20.5 2.4

夫婦と親 39 56.4 28.2 53.8 43.6 - 7.7 12.8 5.1

３世代 133 55.6 20.3 50.4 42.9 1.5 6.8 15.0 2.3

一人親と子 66 48.5 18.2 42.4 39.4 1.5 7.6 21.2 3.0

その他 54 51.9 31.5 46.3 22.2 3.7 7.4 18.5 3.7  

 



 118 

問 28．刑を終えた人の人権を守るために特に必要なこと 

刑を終えた人の人権を守るために特に必要なことについては、「本人自身の更生意欲が

大事」が 77.3%で最も多く、次いで「家族、職場、地域社会の理解と協力」が 48.9%、「生

活を安定させるためにも雇用面で積極的に採用する」が 31.2％などとなっている。 

 

図 28-1 刑を終えた人の人権を守るために特に必要なこと（N=918、複数回答３）    

77.3

48.9

31.2

20.9

8.8

3.8

0.5

8.0

2.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80

本人自身の更生意欲が大事

家族、職場、地域社会の理解と協力

生活を安定させるためにも雇用面で積極的に採用する

先入観や偏見、差別をなくすための教育・啓発活動

保護司会や更生保護女性会等による啓発活動

特に必要なことはない

その他

わからない

無回答

％

 
 

【性別】 

性別にみると、大差はない。 

 

【年代別】 

年代別にみると、「家族、職場、地域社会の理解と協力」の割合は、60 歳代で 59.6％で

他と比べて高い。60 歳代では、「生活を安定させるためにも雇用面で積極的に採用する」の

割合は 40.9％で他と比べて高い。20 歳代及び 50 歳代では「先入観や偏見・差別をなくす

ための教育・啓発活動」の割合が 27.9％、27.7％で他と比べて高い。 
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解と協力 
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会等による啓発活動 
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単位：％ 図 28-2 刑を終えた人の人権を守るために特に必要なこと 
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【職業別】 

職業別にみると、パート・アルバイト、公務員、学生では、「先入観や偏見・差別をなく

すための教育・啓発活動」の割合が他と比べて高い。無職では、「生活を安定させるために

も雇用面で積極的に採用する」の割合が 37.4％で他と比べて高い。 

 

図 28-3 刑を終えた人の人権を守るために特に必要なこと 

単位：％ 

N
本人自身
の更生意
欲が大事

家族、職
場、地域
社会の理
解と協力

先入観や
偏見、差
別をなく
すための
教育・啓
発活動

保護司会
や更生保
護女性会
等による
啓発活動

生活を安
定させる
ためにも
雇用面で
積極的に
採用する

その他
特に必要
なことは
ない

わからな
い

無回答

総数 918 77.3 48.9 20.9 8.8 31.2 0.5 3.8 8.0 2.5

 農林水産業  37 83.8 51.4 18.9 13.5 32.4 - - - 5.4

 自営業  89 76.4 47.2 13.5 9.0 31.5 - 6.7 5.6 3.4

 公務員  49 77.6 53.1 26.5 2.0 28.6 - 4.1 6.1 2.0

会社員・団体職員  241 78.0 48.1 19.1 9.5 32.8 0.8 3.7 9.1 0.4

 学生  23 87.0 34.8 26.1 - 26.1 - 4.3 8.7 -

パート・アルバイト 75 80.0 54.7 28.0 10.7 24.0 - 2.7 8.0 1.3

主婦・家事手伝い 151 78.8 53.0 21.9 7.9 29.1 0.7 0.7 8.6 2.6

 無職 139 74.1 47.5 23.0 12.2 37.4 0.7 5.8 6.5 2.2

 その他 70 78.6 48.6 21.4 4.3 27.1 - 7.1 8.6 2.9  

 

【家族構成別】 

家族構成別にみると、「本人自身の更生意欲が大事」の割合は、単身を除いて 75～80％で

高い。夫婦と親では、「保護司会や更生保護女性会等による啓発活動」の割合が 17.9％で他

と比べて高い。 

 

図 28-4 刑を終えた人の人権を守るために特に必要なこと 

単位：％ 

N
本人自身
の更生意
欲が大事

家族、職
場、地域
社会の理
解と協力

先入観や
偏見、差
別をなく
すための
教育・啓
発活動

保護司会
や更生保
護女性会
等による
啓発活動

生活を安
定させる
ためにも
雇用面で
積極的に
採用する

その他
特に必要
なことは
ない

わからな
い

無回答

総数 918 77.3 48.9 20.9 8.8 31.2 0.5 3.8 8.0 2.5

単身 73 63.0 49.3 17.8 6.8 26.0 1.4 5.5 11.0 6.8

夫婦のみ 175 80.0 52.6 19.4 12.6 36.6 - 3.4 4.6 2.3

夫婦と子 371 78.2 44.7 22.9 7.3 31.3 0.5 3.0 9.2 1.6

夫婦と親 39 79.5 53.8 17.9 17.9 35.9 - 2.6 7.7 5.1

３世代 133 80.5 55.6 21.8 9.0 25.6 0.8 3.8 6.0 2.3

一人親と子 66 74.2 45.5 18.2 6.1 33.3 - 6.1 9.1 1.5

その他 54 79.6 50.0 20.4 7.4 27.8 1.9 5.6 7.4 1.9  
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11111111．．．．情報情報情報情報とととと人権人権人権人権についてについてについてについて    

問 29．インターネットによる人権上の問題について特に問題があると思われること 

インターネットによる人権上の問題について特に問題があると思われることについ

ては、「他人を誹謗中傷（悪く言う、名誉を傷つける）する表現や差別を助長する表現

等、人権を侵害する情報を掲載する」が 65.3%で最も多く、次いで「子どもたちの間で、

インターネットを利用した「いじめ問題」が発生している」が 46.7%、「出会い系サイ

トなど犯罪を誘発する場となっている」が 42.3％などとなっている。    

 

図 29-1 インターネットによる人権上の問題について特に問題があると思われること 

（N=918、複数回答３） 
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32.4

11.5

0.9

3.1

12.7

4.0

0 10 20 30 40 50 60 70

他人を誹謗中傷（悪く言う、名誉を傷つける）する表現や差別を助
長する表現等、人権を侵害する情報を掲載する

子どもたちの間で、インターネットを利用した
「いじめ問題」が発生している 

出会い系サイトなど犯罪を誘発する場となっている

個人情報の不正な取扱いや横流し、
流出等が発生している

ネットポルノが存在している

その他

特にない

わからない

無回答

％

 

 

【性別】 

性別にみると、大差はないが、「他人を誹謗中傷（悪く言う、名誉を傷つける）する表現

や差別を助長する表現等、人権を侵害する情報を掲載する」、「個人情報の不正な取扱いや

横流し、流出等が発生している」の割合は男性が７ポイント高い。 

【年代別】 

年代別にみると、「他人を誹謗中傷（悪く言う、名誉を傷つける）する表現や差別を助長

する表現等、人権を侵害する情報を掲載する」の割合は、特に 30歳代で 80％を超えるなど、

若年層で他と比べて高い。年代が低くなるほど、「子どもたちの間で、インターネットを利

用した「いじめ問題」が発生している」の割合は高くなる。「出会い系サイトなど犯罪を誘

発する場となっている」の割合は、40歳代や 50歳代で他と比べて高い。40 歳代では、「ネ

ットポルノが存在している」の割合が 22.8％で他と比べて高い。 
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【職業別】 

職業別にみると、「他人を誹謗中傷（悪く言う、名誉を傷つける）する表現や差別を助長

する表現等、人権を侵害する情報を掲載する」の割合は、どの層も高く、特に公務員で 81.6％

で他と比べて高い。「子どもたちの間で、インターネットを利用した「いじめ問題」が発生

している」の割合は、学生、会社員・団体職員、主婦・家事手伝いで他と比べて高い。「出

会い系サイトなど犯罪を誘発する場となっている」の割合は、パート・アルバイト、主婦・

家事手伝いで、他と比べて高い。会社員・団体職員、学生、公務員では「個人情報の不正

な取扱いや横流し、流出等が発生している」の割合が、他と比べて高い。 
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単位：％ 図 29-2 インターネットによる人権上の問題について特に問題があると思われること 
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図 29-3 インターネットによる人権上の問題について特に問題があると思われること 

単位：％ 

N

他人を誹
謗中傷す
る表現や
差別を助
長する表
現等、人権
を侵害する
情報を掲
載する

出会い系
サイトな
ど犯罪を
誘発する
場となっ
ている

ネットポ
ルノが存
在してい
る

子どもたち
の間で、イ
ンターネッ
トを利用し
た「いじめ
問題」が発
生している

個人情報
の不正な
取扱いや
横流し、
流出等が
発生して
いる

その他 特にない
わからな
い

無回答

総数 918 65.3 42.3 11.5 46.7 32.4 0.9 3.1 12.7 4.0

 農林水産業  37 62.2 43.2 8.1 45.9 27.0 2.7 - 16.2 10.8

 自営業  89 60.7 38.2 12.4 40.4 31.5 1.1 4.5 7.9 5.6

 公務員  49 81.6 44.9 18.4 49.0 42.9 2.0 2.0 2.0 4.1

会社員・団体職員  241 77.6 40.7 10.8 53.1 44.4 0.4 1.2 7.9 0.8

 学生  23 73.9 13.0 - 56.5 43.5 - 8.7 4.3 4.3

パート・アルバイト 75 69.3 50.7 18.7 46.7 30.7 - - 14.7 1.3

主婦・家事手伝い 151 60.9 50.3 13.2 50.3 26.5 2.6 3.3 9.9 4.6

 無職 139 52.5 44.6 9.4 37.4 24.5 - 4.3 24.5 2.9

 その他 70 62.9 32.9 10.0 44.3 24.3 - 4.3 17.1 4.3  

 

【家族構成別】 

家族構成別にみると、「他人を誹謗中傷（悪く言う、名誉を傷つける）する表現や差別を

助長する表現等、人権を侵害する情報を掲載する」の割合は、特に３世代、夫婦と子で 70％

を超え、他と比べて高い。「子どもたちの間で、インターネットを利用した「いじめ問題」

が発生している」の割合は、夫婦と子、３世代で 50％を超え、他と比べて高い。「出会い系

サイトなど犯罪を誘発する場となっている」の割合は、夫婦のみ、夫婦と子の世帯でいず

れも 46.9％で他と比べて高い。３世代では、「個人情報の不正な取扱いや横流し、流出等が

発生している」の割合が 39.8％で他と比べて高い。 

 

図 29-4 インターネットによる人権上の問題について特に問題があると思われること 

単位：％ 

N

他人を誹
謗中傷す
る表現や
差別を助
長する表
現等、人権
を侵害する
情報を掲
載する

出会い系
サイトな
ど犯罪を
誘発する
場となっ
ている

ネットポ
ルノが存
在してい
る

子どもたち
の間で、イ
ンターネッ
トを利用し
た「いじめ
問題」が発
生している

個人情報
の不正な
取扱いや
横流し、
流出等が
発生して
いる

その他 特にない
わからな
い

無回答

総数 918 65.3 42.3 11.5 46.7 32.4 0.9 3.1 12.7 4.0

単身 73 57.5 32.9 5.5 31.5 21.9 - 4.1 23.3 8.2

夫婦のみ 175 53.1 46.9 10.9 38.3 24.0 1.1 3.4 20.0 4.0

夫婦と子 371 70.9 46.9 14.0 53.4 33.2 1.1 2.4 7.0 3.5

夫婦と親 39 64.1 35.9 7.7 41.0 35.9 - 5.1 17.9 5.1

３世代 133 72.2 39.1 8.3 51.1 39.8 0.8 0.8 11.3 3.0

一人親と子 66 60.6 33.3 10.6 40.9 30.3 1.5 3.0 18.2 3.0

その他 54 68.5 31.5 16.7 51.9 51.9 - 5.6 5.6 3.7  
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問 30．インターネットによる人権侵害を防ぐため必要なこと 

インターネットによる人権侵害を防ぐため必要なことについては、「プロバイダ等に

対し情報の停止・削除を求める」が 36.5%で最も多く、次いで「違法な情報発信に対し

て監視を強化する」が 32.6％、「実名登録を義務づけるなど、情報発信者に対する制限

を設ける」が 32.5％などとなっている。    

 

図 30-1 インターネットによる人権侵害を防ぐため必要なこと（N=918、複数回答３） 
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プロバイダ等が、人権侵害等に係る情報の停止・
削除を自主的に行う

学校教育の中で、情報モラルについての教育を充
実する

人権侵害を受けた人のための相談体制を充実す
る

個人のプライバシーや名誉に関する正しい理解を
深めるための教育・啓発活動を推進する

憲法の保障する表現の自由にもかかわる問題で
あり、慎重に対応する必要がある

その他

特にない

わからない

無回答

％

 

【性別】 

性別にみると、大差はないが、「プロバイダ等に対し情報の停止・削除を求める」の割合

は、男性の方が５ポイント高く、「違法な情報発信に対して監視を強化する」の割合は男性

の方が４ポイント高い。 

【年代別】 

年代別にみると、「プロバイダ等に対し情報の停止・削除を求める」の割合は 30 歳代で

51.1％で他と比べて高い。「違法な情報発信に対して監視を強化する」の割合は、30 歳代、

40 歳代、50 歳代で 35％を超え他と比べて高い。「実名登録を義務づけるなど、情報発信者
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に対する制限を設ける」の割合は、30 歳代、40歳代で 39.3％、37.2％で他と比べてやや高

い。「プロバイダ等が、人権侵害等に係る情報の停止・削除を自主的に行う」の割合は、30

歳代、40歳代で 40.7％、42.8％で他と比べてやや高い。 

 

図 30-2 インターネットによる人権侵害を防ぐため必要なこと 
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【職業別】 

職業別にみると、「プロバイダ等に対し情報の停止・削除を求める」の割合は、公務員、

会社員・団体職員、学生、パート・アルバイトで 45％を超え、他と比べて高い。「違法な情

報発信に対して監視を強化する」の割合は公務員で 40.8％で他と比べて高い。「プロバイダ

等が、人権侵害等に係る情報の停止・削除を自主的に行う」の割合は、公務員、会社員・

団体職員、パート・アルバイトで 35％を超え、他と比べて高い。 

 

図 30-3 インターネットによる人権侵害を防ぐため必要なこと 
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学校教育
の中で、
情報モラ
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ての教育
を充実す
る

その他 特にない
わからな
い

無回答

総数 918 20.9 20.9 36.5 31.8 32.5 6.2 32.6 21.0 1.0 2.1 12.5 4.2

 農林水産業  37 24.3 32.4 27.0 21.6 21.6 2.7 24.3 27.0 - - 10.8 16.2

 自営業  89 24.7 23.6 30.3 29.2 31.5 5.6 34.8 14.6 1.1 3.4 11.2 4.5

 公務員  49 20.4 28.6 46.9 38.8 30.6 6.1 40.8 26.5 2.0 - 4.1 4.1

会社員・団体職員  241 21.2 19.1 46.5 38.2 39.8 6.6 36.5 20.3 0.4 1.2 6.2 0.8

 学生  23 13.0 34.8 47.8 30.4 17.4 8.7 26.1 34.8 4.3 4.3 - 4.3

パート・アルバイト 75 18.7 13.3 46.7 36.0 33.3 8.0 38.7 20.0 - - 17.3 1.3

主婦・家事手伝い 151 21.2 23.2 34.4 32.5 31.8 5.3 28.5 24.5 2.6 0.7 11.3 4.6

 無職 139 23.0 15.8 28.1 24.5 32.4 8.6 29.5 21.6 0.7 2.2 21.6 3.6

 その他 70 12.9 20.0 27.1 34.3 34.3 2.9 31.4 18.6 - 4.3 17.1 5.7  

 

【家族構成別】 

家族構成別にみると、「プロバイダ等に対し情報の停止・削除を求める」の割合は、夫婦

と子、1 人親と子の世帯で 40％を超え、他と比べて高い。「違法な情報発信に対して監視を

 その他 特にない わからない  

0.5

1.4

2.9

0.7

0.0

2.1

0.5

0.0
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男性 N=402

女性 N=508

20歳代 N=104

30歳代 N=135

40歳代 N=145

50歳代 N=188

60歳代 N=198

70歳以上 N=138

 

2.2

1.6

1.9
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0.7

1.1
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5.8
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10.4
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6.9
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18.2

23.9
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強化する」の割合は夫婦と子、夫婦と親の世帯で 35％を超え、他と比べて高い。「実名登録

を義務づけるなど、情報発信者に対する制限を設ける」は一人親と子で 35％を超え、他と

比べて高い。「プロバイダ等が、人権侵害等に係る情報の停止・削除を自主的に行う」の割

合は、３世代で 38.3％で他と比べて高い。 

 

図 30-4 インターネットによる人権侵害を防ぐため必要なこと 

単位：％ 

N

人権侵害
を受けた
人のため
の相談体
制を充実
する

個人のプラ
イバシーや
名誉に関
する正しい
理解を深
めるための
教育・啓発
活動を推
進する

プロバイ
ダ等に対
し情報の
停止・削
除を求め
る

プロバイ
ダ等が、
人権侵害
等に係る
情報の停
止・削除
を自主的
に行う

実名登録
を義務づ
けるな
ど、情報
発信者に
対する制
限を設け
る

憲法の保
障する表
現の自由
にもかかわ
る問題であ
り、慎重に
対応する
必要があ
る

違法な情
報発信に
対して監
視を強化
する

学校教育
の中で、
情報モラ
ルについ
ての教育
を充実す
る

その他 特にない
わからな
い

無回答

総数 918 20.9 20.9 36.5 31.8 32.5 6.2 32.6 21.0 1.0 2.1 12.5 4.2

単身 73 13.7 26.0 27.4 23.3 24.7 5.5 24.7 17.8 - - 23.3 8.2

夫婦のみ 175 22.3 17.1 31.4 28.6 32.0 4.6 28.6 15.4 1.7 1.7 17.7 5.1

夫婦と子 371 22.6 19.9 41.2 33.2 34.0 5.9 36.9 23.5 0.8 1.1 8.9 3.0

夫婦と親 39 23.1 17.9 33.3 25.6 23.1 20.5 38.5 15.4 - 7.7 15.4 5.1

３世代 133 18.8 24.8 36.8 38.3 32.3 6.0 33.8 24.1 1.5 3.0 9.0 3.8

一人親と子 66 24.2 10.6 42.4 28.8 37.9 6.1 25.8 21.2 1.5 1.5 15.2 4.5

その他 54 14.8 35.2 29.6 37.0 37.0 3.7 29.6 25.9 - 3.7 7.4 3.7  
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12121212．．．．人権課題等人権課題等人権課題等人権課題等のののの解決解決解決解決のためのためのためのためにににに    

問 31．人権啓発講演会や学習会に参加したことの有無 

人権啓発講演会や学習会に参加したことの有無は、「参加したことがない」が 59.5%

で最も多く、次いで「１～２回参加した」が 20.0%、「何回となく参加した」が 16.4％

などとなっている。    

 

図 31-1 人権啓発講演会や学習会に参加したことの有無（N=918） 

無回答
4.0%

参加したことがない
59.6%

何回となく参加した
16.4%

１～２回参加した
20.0%

 

【性別】 

性別にみると、男女で大差はないが、「何回となく参加した」割合は男性の方が 6 ポイン

ト高い。「何回となく参加した」、「１～2 回参加した」を合わせた「参加した」割合は、男

性の方が 6 ポイント高い。 

 

図 31-2 人権啓発講演会や学習会に参加したことの有無 

19.7

14.0

20.1

20.1

58.2

60.8

2.0

5.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性

N=402

女性
N=508

何回となく参加した １～２回参加した 参加したことがない 無回答

 

 

【年代別】 

年代別に、60歳代以下でみると、年代が高くなるほど「何回となく参加した」「１～２回

参加した」の割合が高くなっている。 
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図 31-3 人権啓発講演会や学習会に参加したことの有無 

2.9

12.6

17.9

18.1

22.2

18.8

13.5

14.1

18.6

22.9

25.8

20.3

82.7

72.6

61.4

56.4

46.5

50.7

5.6

10.1

1.0

2.1

2.7

0.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20歳代
N=104

30歳代

N=135

40歳代
N=145

50歳代

N=188

60歳代
N=198

70歳以上
N=138

何回となく参加した １～２回参加した 参加したことがない 無回答
 

【職業別】 

職業別にみると、「何回となく参加した」の割合は公務員で 53.1％で最も高い。「何回と

なく参加した」と「1～2回参加した」を合わせた「参加した」割合は、公務員で最も高く、

70％を超えている。「参加したことがない」割合は、会社員・団体職員で最も高く、70％を

超えている。 

図 31-4 人権啓発講演会や学習会に参加したことの有無 

32.4

13.5

53.1

12.9

4.3

12.6

21.6

11.4

18.9

25.8

22.4

14.5

21.7

28.0

19.2

23.0

18.6

40.5

58.4

22.4

71.8

69.6

57.3

64.9

48.9

65.7

4.3

3.3

6.5

4.3

12.0 2.7

2.2

0.8

2.0

8.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

農林水産業

N=37

自営業
N=89

公務員
N=49

会社員・団体職員
N=241

学生
N=23

パート・アルバイト

N=75

主婦・家事手伝い

N=151

無職

N=139

その他

N=70

何回となく参加した １～２回参加した 参加したことがない 無回答
 

【家族構成別】 

家族構成別にみると、「何回となく参加した」の割合は３世代の世帯が 21.8％で最も高く、

「１～２回参加した」の割合は夫婦のみの世帯が 23.1％で最も高い。「何回となく参加した」

と「1～2 回参加した」を合わせた「参加した」割合は、３世代、夫婦と親、夫婦のみで他

と比べて高い。「参加したことがない」の割合は一人親と子の世帯で最も高い。 
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図 31-5 人権啓発講演会や学習会に参加したことの有無 

13.7

17.1

15.4

17.9

21.8

9.1

20.4

17.8

23.4

18.3

23.1

22.6

15.2

22.2

60.3

56.6

63.6

51.3

49.6

74.2

53.7 3.7

6.0

8.2

2.7

7.7

2.9

1.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

単身

N=73

夫婦のみ

N=175

夫婦と子

N=371

夫婦と親

N=39

３世代

N=133

一人親と子

N=66

その他

N=54

何回となく参加した １～２回参加した 参加したことがない 無回答
 

ア．参加したことがない理由 

問 31 で「参加したことがない」と答えた方の、参加したことがない理由は、「特に

理由はない」が 47.8%で最も多く、次いで「講演会や学習会が開催されるのを知らなか

った」が 31.7％、「参加したかったが時間がなかった」が 11.4％などとなっている。    

 

図 31-6 参加したことがない理由（Ｎ＝546 複数回答） 

47.8

31.7

11.4

8.8

2.0

3.5

2.9

0 10 20 30 40 50 60

特に理由はない

講演会や学習会が開催されるのを知らなかった

参加したかったが時間がなかった

人権問題に関心がない

人権のことはよく知っており参加の必要がない

その他

無回答

％

 

【性別、年代別】 

性別にみると、大差がない。 

【性別、年代別】 

年代別にみると、「特に理由はない」の割合は、50 歳代、60 歳代で 50％を超え、他と比

べて高い。「講演会や学習会が開催されるのを知らなかった」の割合は 20歳代で 50％、70

歳以上で 38.6％で他と比べて高い。40 歳代では「参加したかったが時間がなかった」の割

合が 20.2％で他と比べて高い。 
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【職業別】 

職業別にみると、「特に理由はない」の割合は、公務員、農林水産業、無職で 50％を超え、

他と比べて特に高い。「講演会や学習会が開催されるのを知らなかった」の割合は、学生

43.8％、主婦・家事手伝いで 36.7％で他と比べて高い。農林水産業では、「参加したかった

が時間がなかった」及び「人権問題に関心がない」の割合がいずれも 20.0％で他と比べて

高い。 

 講演会や学習会が開催され

るのを知らなかった 
参加したかったが時間が

なかった 
人権問題に関心がない 人権のことはよく知って

おり参加の必要がない 

31.6

32.0

50.0

30.6

28.1

16.0

31.5

38.6

0 10 20 30 40 50 60

男性 N=234

女性 N=309

20歳代 N=86

30歳代 N=98

40歳代 N=89

50歳代 N=106

60歳代 N=92

70歳以上 N=70

 

10.3

12.0

8.1

6.1

20.2

11.3

9.8

12.9

0 10 20 30 40 50 60

 

8.5

8.7

3.5

14.3

7.9

7.5

9.8

8.6

0 10 20 30 40 50 60

 

3.0

1.3

0.0

1.0

2.2

3.8

3.3

1.4

0 10 20 30 40 50 60

 

 その他 特に理由はない   

3.4

3.6

3.5

3.1

5.6

4.7

1.1

2.9

0 10 20 30 40 50 60

男性 N=234

女性 N=309

20歳代 N=86

30歳代 N=98

40歳代 N=89

50歳代 N=106

60歳代 N=92

70歳以上 N=70

 

48.3

47.6

37.2

45.9

44.9

44.3

54.3

58.5

0 10 20 30 40 50 60

 

  

単位：％ 図 31-7 参加したことがない理由 
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図 31-8 参加したことがない理由 

単位：％ 

N

講演会や
学習会が
開催され
るのを知
らなかっ
た

参加した
かったが
時間がな
かった

人権問題
に関心が
ない

人権のこ
とはよく
知ってお
り参加の
必要がな
い

その他
特に理由
はない

無回答

総数 546 31.7 11.4 8.8 2.0 3.5 47.8 2.9

 農林水産業 15 20.0 20.0 20.0 - - 53.3 -

 自営業 52 30.8 17.3 7.7 1.9 3.8 46.2 3.8

 公務員 11 18.2 9.1 9.1 - - 54.5 9.1

会社員・団体職員 173 33.5 9.2 9.8 2.9 3.5 45.1 2.3

 学生 16 43.8 12.5 - - 6.3 37.5 6.3

パート・アルバイト 43 20.9 14.0 9.3 - 4.7 46.5 4.7

主婦・家事手伝い 98 36.7 9.2 10.2 1.0 5.1 46.9 1.0

 無職 68 27.9 10.3 5.9 4.4 2.9 52.9 4.4

 その他 46 37.0 10.9 6.5 2.2 - 52.2 2.2  

 

【家族構成別】 

家族構成別にみると、「特に理由はない」の割合は夫婦と親以外の層で高い。「講演会や

学習会が開催されるのを知らなかった」の割合は、夫婦と親の世帯で 45.0％で他と比べて

高い。 

図 31-9 参加したことがない理由 

単位：％ 

N

講演会や
学習会が
開催され
るのを知
らなかっ
た

参加した
かったが
時間がな
かった

人権問題
に関心が
ない

人権のこ
とはよく
知ってお
り参加の
必要がな
い

その他
特に理由
はない

無回答

総数 546 31.7 11.4 8.8 2.0 3.5 47.8 2.9

単身 44 38.6 4.5 9.1 - 4.5 47.7 -

夫婦のみ 99 32.3 13.1 11.1 2.0 2.0 42.4 5.1

夫婦と子 236 28.8 12.7 8.9 2.5 3.8 48.3 3.4

夫婦と親 20 45.0 10.0 10.0 5.0 5.0 30.0 5.0

３世代 66 30.3 12.1 7.6 1.5 4.5 53.0 -

一人親と子 49 28.6 10.2 6.1 2.0 2.0 53.1 4.1

その他 29 44.8 3.4 3.4 - 3.4 55.2 -  
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問 32．人権が尊重される社会を充実するため市として必要な取り組み  

人権が尊重される社会を充実するため市として必要な取り組みは、「学校や社会にお

いて人権教育を充実する」が 53.3%で最も多く、次いで「教職員、保健・医療・福祉関

係従事者、公務員など、人権にかかわりの深い職業に従事する人の人権意識のさらな

る向上と活動」が 35.3%、「人権侵害を受けた人や社会的に弱い立場にある人の救済・

支援」が 29.5％などとなっている。 
    

図 32-1 人権が尊重される社会を充実するため市として必要な取り組み（N=918、複数回答３） 

53.3

35.3

29.5

23.3

18.0

12.7

10.2

9.0

7.5

4.9

1.0

6.9

4.5

0 10 20 30 40 50 60

学校や社会において人権教育を充実する

教職員、保健・医療・福祉関係従事者、公務員など、人権にかかわ
りの深い職業に従事する人の人権意識のさらなる向上と活動

人権侵害を受けた人や社会的に弱い立場にある人の救済・支援

人権問題に関する相談窓口を充実する

人権意識を高めるための啓発広報活動を充実する

人権に関する情報の収集や提供を充実する

講演会や学習会、シンポジウムなどを開催する

人格を形成する大事な時期である乳幼児にも人権教育を行う

「ワークショップ※」など、参加・体験型事業を充実する

人権問題を抱える団体との交流事業を実施する

その他

特にない

無回答

％

 

【性別】 

性別にみると、大差はない。 

【年代別】 

年代別にみると、「教職員、保健・医療・福祉関係従事者、公務員など、人権にかかわり

の深い職業に従事する人の人権意識のさらなる向上と活動」の割合は 60 歳代以下でみると

年代が高くなるほど高くなる。「人権侵害を受けた人や社会的に弱い立場にある人の救済・

支援」の割合は 30 歳代で 40.7％で他と比べて高い。年代が高くなるほど「人権意識を高め

るための啓発広報活動を充実する」の割合が高まり、年代が低くなるほど「人権に関する

情報の収集や提供を充実する」の割合が高まっている。 
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学校や社会において人権

教育を充実する 
人格を形成する大事な時

期である乳幼児にも人権
教育を行う 

人権意識を高めるための

啓発広報活動を充実する 

人権に関する情報の収集
や提供を充実する 
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講演会や学習会、シンポジ

ウムなどを開催する 
「ワークショップ」など、

参加・体験型事業を充実す
る 

人権問題を抱える団体と
の交流事業を実施する 

人権問題に関する相談窓

口を充実する 
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の救済・支援 
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関係従事者、公務員など、

人権にかかわりの深い職
業に従事する人の人権意
識のさらなる向上と活動 

その他 特にない 
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単位：％ 図 32-2 人権が尊重される社会を充実するため市として必要な取り組み 
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【職業別】 

職業別にみると、「学校や社会において人権教育を充実する」の割合は、農林水産業、自

営業、パート・アルバイトで 60％を超え、他と比べて高い。「教職員、保健・医療・福祉関

係従事者、公務員など、人権にかかわりの深い職業に従事する人の人権意識のさらなる向

上と活動」の割合は、農林水産業、無職、主婦・家事手伝いで 40％を超え、他と比べて高

い。「人権侵害を受けた人や社会的に弱い立場にある人の救済・支援」の割合はパート・ア

ルバイトで 44.0％で他と比べて高い。農林水産業では「人権意識を高めるための啓発広報

活動を充実する」の割合が 45.9％、「講演会や学習会、シンポジウムなどを開催する」の割

合が 24.3％で他と比べて高い。主婦・家事手伝いでは「人格を形成する大事な時期である

乳幼児にも人権教育を行う」の割合が 16.6％で他と比べてやや高い。 

 

図 32-3 人権が尊重される社会を充実するため市として必要な取り組み 

単位：％ 

N

学校や社
会において
人権教育
を充実する

人格を形
成する大
事な時期
である乳幼
児にも人権
教育を行う

人権意識
を高めるた
めの啓発
広報活動
を充実する

人権に関
する情報
の収集や
提供を充
実する

講演会や
学習会、シ
ンポジウム
などを開催
する

「ワーク
ショップ」な
ど、参加・
体験型事
業を充実
する

人権問題
を抱える団
体との交流
事業を実
施する

人権問題
に関する相
談窓口を
充実する

人権侵害
を受けた人
や社会的
に弱い立
場にある人
の救済・支
援

教職員、保
健・医療・福
祉関係従事
者、公務員
など、人権に
かかわりの
深い職業に
従事する人
の人権意識
のさらなる向
上と活動

その他 特にない 無回答

総数 918 53.3 9.0 18.0 12.7 10.2 7.5 4.9 23.3 29.5 35.3 1.0 6.9 4.5

 農林水産業  37 64.9 5.4 45.9 8.1 24.3 8.1 2.7 16.2 13.5 45.9 - - 5.4

 自営業  89 60.7 5.6 16.9 12.4 6.7 10.1 4.5 23.6 18.0 29.2 1.1 6.7 5.6

 公務員  49 57.1 12.2 20.4 16.3 10.2 10.2 6.1 26.5 32.7 28.6 2.0 2.0 4.1

会社員・団体職員  241 52.7 7.9 16.6 15.4 12.4 10.0 6.2 26.6 35.7 33.6 0.8 5.4 2.9

 学生  23 52.2 8.7 17.4 30.4 17.4 4.3 13.0 13.0 30.4 17.4 - 8.7 4.3

パート・アルバイト 75 61.3 5.3 14.7 17.3 6.7 9.3 4.0 25.3 44.0 32.0 - 4.0 1.3

主婦・家事手伝い 151 51.7 16.6 12.6 9.9 7.9 7.9 7.9 22.5 29.1 42.4 2.0 6.0 3.3

 無職 139 51.1 8.6 23.7 9.4 12.9 5.0 1.4 22.3 24.5 43.2 0.7 7.9 3.6

 その他 70 44.3 7.1 15.7 10.0 4.3 1.4 - 21.4 35.7 32.9 - 8.6 5.7  

 

【家族構成別】 

家族構成別にみると、「学校や社会において人権教育を充実する」の割合は、夫婦と親の

世帯で 61.5％で他と比べて特に高い。「教職員、保健・医療・福祉関係従事者、公務員など、

人権にかかわりの深い職業に従事する人の人権意識のさらなる向上と活動」の割合は夫婦

のみの世帯で他と比べて高い。「人権侵害を受けた人や社会的に弱い立場にある人の救済・

支援」の割合は、夫婦と親で 35.9％で他と比べて高い。 
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図 32-4 人権が尊重される社会を充実するため市として必要な取り組み 

単位：％ 

N
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など、人権に
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従事する人
の人権意識
のさらなる向
上と活動

その他 特にない 無回答

総数 918 53.3 9.0 18.0 12.7 10.2 7.5 4.9 23.3 29.5 35.3 1.0 6.9 4.5

単身 73 49.3 8.2 23.3 5.5 9.6 1.4 2.7 17.8 21.9 30.1 - 11.0 11.0

夫婦のみ 175 52.0 8.6 21.1 10.3 14.9 4.0 3.4 25.7 24.6 41.1 0.6 7.4 4.0

夫婦と子 371 55.0 9.7 17.0 14.3 9.2 7.8 6.2 22.6 30.5 36.1 1.3 5.7 3.5

夫婦と親 39 61.5 12.8 15.4 7.7 10.3 5.1 - 33.3 35.9 25.6 2.6 7.7 7.7

３世代 133 56.4 7.5 15.0 12.8 6.8 11.3 4.5 27.1 31.6 31.6 1.5 4.5 5.3

一人親と子 66 45.5 7.6 16.7 10.6 10.6 12.1 4.5 24.2 31.8 36.4 - 9.1 -

その他 54 50.0 9.3 18.5 25.9 13.0 13.0 7.4 11.1 38.9 35.2 - 7.4 1.9  
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問 33．市民 1 人ひとりが人権を尊重しあうために心がけたり行動すべきこと 

市民 1人ひとりが人権を尊重しあうために心がけたり行動すべきことは、「人権に対

する正しい知識を身につけること」が 60.9%で最も多く、次いで「因習や誤った固定観

念にとらわれないこと」が 53.9%、「自分の権利ばかりでなく他人の権利を尊重するこ

と」が 50.5％などとなっている。    

 

図 33-1 市民 1 人ひとりが人権を尊重しあうために心がけたり行動すべきこと 

（N=918、複数回答３） 
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家庭内で、家族との話し合いを大事にすること

自分の生活している地域の人々を大切にすること

職場で、人権を尊重する意識を高めあうこと

その他

特にない

わからない

無回答

％

 

【性別】 

性別にみると、男女で大差はないが、「自分の権利ばかりでなく他人の権利を尊重するこ

と」の割合は男性が女性より 11 ポイント高い。 

 

【年代別】 

年代別にみると、「人権に対する正しい知識を身につけること」の割合は 70 歳以上で他

と比べてやや高い。「因習や誤った固定観念にとらわれないこと」の割合は 50 歳代で他と

比べてやや高く、70 歳代で他と比べて低い。 
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単位：％ 図 33-2 市民 1 人ひとりが人権を尊重しあうために心がけたり行動すべきこと 
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【職業別】 

職業別にみると、「人権に対する正しい知識を身につけること」の割合は、主婦・家事手

伝い、農林水産業、パート・アルバイトで 65％を超え、他と比べて高い。「因習や誤った固

定観念にとらわれないこと」の割合は、パート・アルバイトで 64.0％で他と比べて高い。

「自分の権利ばかりでなく他人の権利を尊重すること」の割合は、公務員で 69.4％で他と

比べて高い。 

図 33-3 市民 1 人ひとりが人権を尊重しあうために心がけたり行動すべきこと 

単位：％ 

N

人権に対
する正し
い知識を
身につけ
ること

因習や
誤った固
定観念に
とらわれ
ないこと

自分の権
利ばかり
でなく他
人の権利
を尊重す
ること

自分の生
活してい
る地域の
人々を大
切にする
こと

家庭内
で、家族
との話し
合いを大
事にする
こと

職場で、
人権を尊
重する意
識を高め
あうこと

その他 特にない
わからな
い

無回答

総数 918 60.9 53.9 50.5 23.7 32.6 11.1 0.4 2.2 2.3 1.7

 農林水産業  37 67.6 59.5 56.8 24.3 43.2 5.4 - 2.7 - -

 自営業  89 58.4 51.7 49.4 33.7 27.0 9.0 - 1.1 2.2 2.2

 公務員  49 63.3 42.9 69.4 20.4 38.8 14.3 - 2.0 - 2.0

会社員・団体職員  241 61.0 56.8 53.5 23.2 30.7 15.4 0.4 3.3 1.7 -

 学生  23 52.2 52.2 56.5 21.7 34.8 8.7 4.3 - - 4.3

パート・アルバイト 75 65.3 64.0 50.7 13.3 24.0 14.7 - 1.3 1.3 2.7

主婦・家事手伝い 151 68.9 55.6 41.1 24.5 39.1 11.3 0.7 - 1.3 0.7

 無職 139 56.8 55.4 52.5 27.3 33.1 6.5 - 2.2 3.6 0.7

 その他 70 55.7 50.0 45.7 21.4 24.3 8.6 1.4 2.9 4.3 1.4  

【家族構成別】 

家族構成別にみると、「人権に対する正しい知識を身につけること」の割合は、３世代で

67.7％で他と比べて高い。「自分の権利ばかりでなく他人の権利を尊重すること」は夫婦と

親の世帯で 66.7％で他と比べて高い。 

図 33-4 市民 1 人ひとりが人権を尊重しあうために心がけたり行動すべきこと 

単位：％ 
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誤った固
定観念に
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ないこと

自分の権
利ばかり
でなく他
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家庭内
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との話し
合いを大
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人権を尊
重する意
識を高め
あうこと

その他 特にない
わからな
い

無回答

総数 918 60.9 53.9 50.5 23.7 32.6 11.1 0.4 2.2 2.3 1.7

単身 73 54.8 49.3 49.3 26.0 20.5 13.7 - 2.7 5.5 2.7

夫婦のみ 175 61.7 53.1 49.7 29.7 38.3 6.9 0.6 2.9 2.3 1.1

夫婦と子 371 60.6 54.2 48.8 21.6 34.2 14.3 0.5 1.6 2.2 1.1

夫婦と親 39 59.0 61.5 66.7 20.5 28.2 10.3 2.6 2.6 - 2.6

３世代 133 67.7 54.9 53.4 27.8 37.6 3.0 - 2.3 0.8 0.8

一人親と子 66 62.1 60.6 45.5 16.7 21.2 18.2 - 1.5 3.0 -

その他 54 57.4 51.9 59.3 20.4 25.9 13.0 - 3.7 3.7 -  
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問 34．回答者の家庭で一番困っていること 

回答者の家庭で一番困っていることは、「特にない」が 44.2%で最も多く、次いで「経

済的な面で生活が苦しい」が 28.2%、「子どもの教育費が大変である」が 12.2％などと

なっている。    

 

図 34-1 回答者の家庭で一番困っていること（N=918、複数回答３） 
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老人のみの世帯で毎日の生活が大変である

母子・父子家庭で、仕事と家事、育児が大変である

福祉施設への入所が困難である

子どものいじめ・不登校・ひきこもり等、悩んでいる

その他

特にない

わからない

無回答

％

 

 

【性別】 

性別にみると、大差はないが、「子どもの教育費が大変である」の割合は女性が男性より

4 ポイント高い。 

 

【年代別】 

年代別にみると、「経済的な面で生活が苦しい」の割合は、30 歳代で 39.3％で他と比べ

て高い。30歳代以上では、年代が高くなるほどその割合は低くなる。「子どもの教育費が大

変である」の割合は 40 歳代で 36.6％で他と比べて高い。年代が高くなるほど「自分または

家族の病気などで困っている」の割合は高くなる。「老人のみの世帯で毎日の生活が大変で

ある」の割合は 70 歳代以上で 15.9％で他と比べて高い。「特にない」の割合は 40 歳代が

31.0％他と比べて低い。 
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単位：％ 図 34-2 回答者の家庭で一番困っていること 
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【職業別】 

職業別にみると、「経済的な面で生活が苦しい」の割合は、パート・アルバイトで 40.0％

で他と比べて高い。パート･アルバイトでは、「子どもの教育費が大変である」の割合が

30.7％で他と比べて高い。パート･アルバイト、無職では、「仕事を探しているが雇用して

もらえるところがない」の割合が 16％程度で他と比べて高い。 

図 34-3 回答者の家庭で一番困っていること 
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隣近所と
の人間関
係が上手
くいってい
ない

その他 特にない
わからな
い

無回答

総数 918 28.2 9.0 10.3 5.3 2.9 2.5 12.2 0.8 3.4 4.0 4.2 3.4 44.2 1.6 2.7

 農林水産業  37 10.8 2.7 16.2 13.5 2.7 10.8 2.7 2.7 8.1 10.8 5.4 2.7 35.1 2.7 5.4

 自営業  89 25.8 4.5 9.0 3.4 1.1 2.2 6.7 1.1 3.4 6.7 2.2 2.2 56.2 1.1 2.2

 公務員  49 22.4 4.1 4.1 6.1 2.0 2.0 14.3 - - 6.1 4.1 4.1 49.0 - 4.1

会社員・団体職員  241 32.4 6.6 8.3 7.9 3.7 2.1 18.3 1.2 0.4 2.5 3.3 2.5 46.9 0.4 -

 学生  23 21.7 8.7 4.3 - 4.3 - 13.0 - - 4.3 - 4.3 56.5 - 4.3

パート・アルバイト 75 40.0 16.0 5.3 4.0 5.3 - 30.7 - 1.3 8.0 4.0 4.0 30.7 4.0 1.3

主婦・家事手伝い 151 27.8 9.9 15.9 4.6 1.3 2.0 9.9 0.7 1.3 2.6 7.3 5.3 45.0 0.7 1.3

 無職 139 25.9 16.5 14.4 3.6 2.2 3.6 2.9 0.7 12.2 4.3 5.0 1.4 43.9 1.4 1.4

 その他 70 27.1 7.1 8.6 5.7 2.9 2.9 10.0 - 4.3 1.4 5.7 2.9 40.0 5.7 2.9  

 

【家族構成別】 

家族構成別にみると、「経済的な面で生活が苦しい」の割合は一人親と子の世帯で 47.0％

で他と比べて高い。夫婦と子の世帯では、「子どもの教育費が大変である」の割合が 22.4％

で他と比べて高い。夫婦と親の世帯では、「両親等への介護などに心身ともに疲れている」

の割合が 17.9％で他と比べて高い。一人親と子では、「仕事を探しているが雇用してもらえ

るところがない」及び「母子･父子家庭で、仕事と家事、育児が大変である」の割合が、そ

れぞれ 22.7％、18.2％で他と比べて高い。 

 特にない わからない   
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図 34-4 回答者の家庭で一番困っていること 

単位：％ 

N
経済的な
面で生活
が苦しい

仕事を探
している
が雇用し
てもらえ
るところ
がない

自分また
は家族の
病気など
で困って
いる

両親等へ
の介護な
どに心身
ともに疲
れている

母子・父
子家庭
で、仕事
と家事、
育児が大
変である

福祉施設
への入所
が困難で
ある

子どもの
教育費が
大変であ
る

子どもの
いじめ・不
登校・ひ
きこもり
等、悩ん
でいる

老人のみ
の世帯で
毎日の生
活が大変
である

夫婦・親
子間での
人間関係
が上手く
いってい
ない

隣近所と
の人間関
係が上手
くいってい
ない

その他 特にない
わからな
い

無回答

総数 918 28.2 9.0 10.3 5.3 2.9 2.5 12.2 0.8 3.4 4.0 4.2 3.4 44.2 1.6 2.7

単身 73 37.0 8.2 8.2 4.1 - 1.4 1.4 - 8.2 4.1 4.1 4.1 39.7 8.2 4.1

夫婦のみ 175 24.6 5.7 14.9 4.6 1.7 4.0 1.1 - 9.1 2.9 5.7 2.3 50.9 0.6 2.9

夫婦と子 371 30.5 9.2 8.9 5.1 1.3 1.1 22.4 0.8 1.3 5.1 4.3 3.8 41.0 1.1 1.6

夫婦と親 39 10.3 2.6 10.3 17.9 5.1 5.1 - - 2.6 7.7 2.6 2.6 53.8 - -

３世代 133 20.3 8.3 12.0 7.5 2.3 4.5 12.0 2.3 0.8 3.0 3.8 2.3 48.9 1.5 2.3

一人親と子 66 47.0 22.7 9.1 1.5 18.2 4.5 7.6 - - 1.5 1.5 3.0 39.4 - -

その他 54 25.9 11.1 7.4 1.9 3.7 - 9.3 1.9 3.7 3.7 5.6 7.4 44.4 3.7 1.9  
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問 35．橋本市の行政運営で特に力を入れてほしい施策    

橋本市の行政運営で特に力を入れてほしい施策は、「高齢者に対する制度の充実」が

50.5%で最も多く、次いで「安心して子育てができる環境整備」が 42.5%、「企業誘致の

促進と雇用の拡大」が 35.1％などとなっている。    

 

図 35-1 橋本市の行政運営で特に力を入れてほしい施策（N=918、複数回答３） 
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商工業の活性化を図るための対策

道路整備による交通の利便性向上

障がい者に対する支援策の拡充

図書館などの公共施設の整備

学校教育の充実

農家として自立できる農業政策

市営住宅の整備と充実

公共事業の拡大

その他

特にない

わからない

無回答

％

 

 

【性別】 

性別にみると、大差はないが、「商工業の活性化を図るための対策」の割合は男性の方が

女性より８ポイント高い。 

 

【年代別】 

年代別にみると、「高齢者に対する制度の充実」の割合は、40 歳代から高くなり、60 歳

代で 69.7％、70 歳以上で 65.9％となっている。「安心して子育てができる環境整備」の割

合は、30 歳代が 79.3％で他と比べて特に高い。「企業誘致の促進と雇用の拡大」の割合は、

70 歳以上を除いて 30～40％の要望がある。30 歳代では、「学校教育の充実」についての要

望が 29.6％で他と比べて高い。 
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環境整備 
高齢者に対する制度の充

実 
障がい者に対する支援策

の拡充 

商工業の活性化を図るた
めの対策 
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単位：％ 図 35-2 橋本市の行政運営で特に力を入れてほしい施策 
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【職業別】 

職業別にみると、「高齢者に対する制度の充実」の割合は、農林水産業、無職で 60％を超

え、他と比べて高い。「安心して子育てできる環境整備」の割合は、公務員が 63.3％、会社

員・団体職員が 51.9％で他と比べて特に高い。「企業誘致の促進と雇用の拡大」の割合は、

パート・アルバイトが 49.3％、会社員・団体職員が 42.3％、主婦･家事手伝いが 39.1％で

他と比べて高い。農林水産業では「農家として自立できる農業政策」の割合が 70.3％、自

営業では、「商工業の活性化を図るための対策」の割合が 49.4％、公務員では「学校教育の

充実」の割合が 26.5％で、他と比べて高い。 

図 35-3 橋本市の行政運営で特に力を入れてほしい施策 

単位：％ 

N

安心して
子育て
ができる
環境整
備

高齢者
に対する
制度の
充実

障がい
者に対
する支
援策の
拡充

商工業
の活性
化を図る
ための
対策

農家とし
て自立で
きる農業
政策

企業誘
致の促
進と雇用
の拡大

道路整
備による
交通の
利便性
向上

市営住
宅の整
備と充実

図書館
などの公
共施設
の整備

学校教
育の充
実

公共事
業の拡
大

その他 特にない
わからな
い

無回答

総数 918 42.5 50.5 14.4 23.3 11.1 35.1 20.9 5.8 14.3 12.9 4.4 2.2 2.2 1.0 2.1

 農林水産業  37 35.1 62.2 5.4 16.2 70.3 27.0 21.6 - 2.7 13.5 8.1 - - - -

 自営業  89 44.9 53.9 9.0 49.4 9.0 21.3 24.7 2.2 6.7 10.1 5.6 3.4 2.2 - 1.1

 公務員  49 63.3 38.8 24.5 26.5 8.2 28.6 22.4 4.1 18.4 26.5 - 6.1 2.0 - -

会社員・団体職員  241 51.9 41.5 12.0 21.2 7.5 42.3 23.2 7.9 17.4 15.4 5.8 2.5 1.2 0.4 0.8

 学生  23 26.1 21.7 21.7 26.1 8.7 30.4 21.7 4.3 26.1 17.4 - 4.3 4.3 - 4.3

パート・アルバイト 75 38.7 44.0 12.0 22.7 9.3 49.3 20.0 8.0 17.3 16.0 6.7 2.7 - 1.3 2.7

主婦・家事手伝い 151 45.0 53.0 18.5 17.9 9.3 39.1 19.2 4.6 17.2 13.9 2.0 2.0 2.0 0.7 2.0

 無職 139 24.5 62.6 16.5 25.2 8.6 33.8 18.7 6.5 14.4 5.0 3.6 1.4 3.6 1.4 1.4

 その他 70 41.4 65.7 11.4 18.6 10.0 30.0 15.7 5.7 8.6 11.4 7.1 - 1.4 2.9 -  

【家族構成別】 

家族構成別にみると、「高齢者に対する制度の充実」の割合は、夫婦と親が 71.8％、夫婦

のみが 67.4％で他と比べて高い。「安心して子育てできる環境整備」の割合は、夫婦と子が

52.0％、３世代が 48.1％で他と比べて高い。「企業誘致の促進と雇用の拡大」の割合は、３

世代、一人親と子、夫婦と子で 35％を超え、他と比べて高い。夫婦と親、３世代では、「農
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家として自立できる農業政策」への要望が 20％を超え、他と比べて高い。 

図 35-4 橋本市の行政運営で特に力を入れてほしい施策 

単位：％ 

N
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子育て
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環境整
備

高齢者
に対する
制度の
充実

障がい
者に対
する支
援策の
拡充

商工業
の活性
化を図る
ための
対策

農家とし
て自立で
きる農業
政策

企業誘
致の促
進と雇用
の拡大

道路整
備による
交通の
利便性
向上

市営住
宅の整
備と充実

図書館
などの公
共施設
の整備

学校教
育の充
実

公共事
業の拡
大

その他 特にない
わからな
い

無回答

総数 918 42.5 50.5 14.4 23.3 11.1 35.1 20.9 5.8 14.3 12.9 4.4 2.2 2.2 1.0 2.1

単身 73 35.6 46.6 20.5 16.4 6.8 37.0 17.8 13.7 11.0 8.2 4.1 1.4 2.7 2.7 1.4

夫婦のみ 175 27.4 67.4 14.9 24.6 8.6 32.6 25.7 5.7 15.4 7.4 5.1 2.3 1.1 0.6 1.1

夫婦と子 371 52.0 43.1 14.3 22.1 8.9 36.1 19.9 4.9 15.9 16.7 4.3 3.0 2.4 0.5 1.3

夫婦と親 39 35.9 71.8 15.4 28.2 23.1 25.6 23.1 - 10.3 5.1 - - 5.1 5.1 2.6

３世代 133 48.1 49.6 13.5 29.3 21.8 39.8 17.3 1.5 12.0 15.8 5.3 0.8 0.8 1.5 -

一人親と子 66 25.8 50.0 10.6 21.2 7.6 36.4 19.7 10.6 19.7 10.6 4.5 3.0 3.0 - 3.0

その他 54 51.9 46.3 13.0 24.1 11.1 31.5 27.8 11.1 7.4 13.0 3.7 1.9 3.7 - 1.9
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ⅤⅤⅤⅤ．．．．そのそのそのその他他他他のののの回答回答回答回答    

 ※ その他の回答は要約して掲載しています。 

問２．関心を持っている人権課題 

記入内容 件数 

すべての人の人権、すべての人権侵害 ３ 

雇用者の人権 ２ 

アフリカ、中南米など貧困国の人権 １ 

その場での集団で同一でない時 １ 

マスコミの人権侵害 １ 

沖縄の基地問題 １ 

学校内・職場内のいじめ １ 

自死遺族 １ 

失業、就職問題 １ 

収入・学歴差による人権侵害 １ 

男性の人権 １ 

道徳・倫理・秩序といった人間社会の崩壊 １ 

認知症の方々の人権 １ 

 

問３ ア．差別を受けた事柄        

記入内容 件数 

ねたみからの嫌がらせ １ 

言葉使い １ 

政治的差別 １ 

 

問３ イ．差別を受けたときどうしたか 

記入内容 件数 

結局は解決できず時が過ぎた １ 

暴力をふるってしまった １ 

何もできなかった １ 

相手にしなかった １ 

相談もしたが、やはり我慢するしかなかった １ 

市役所の人間を相手にしても勝ち目は無いと思った １ 

 

問 3 ウ．人権を侵害された事柄  

記入内容 件数 

インターネット２ちゃんねる １ 

パワハラ １ 

監視されている、のぞき １ 

市役所の職員に子供の能力でバカにされた １ 

自分の子の行事だが嫁は口を出す権利はないと言われた １ 

狭い道路で、対向車が強引に進んで来て無理矢理バックさせられた １ 

同和問題 １ 
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問３ エ．人権を侵害された時どうしたか 

記入内容 件数 

あらぬ噂を聞いた第三者の証言があれば提訴もしたが、何も出来なかった １ 

会社をやめた １ 

社会心理学者に提示した １ 

騒音のことで地域の方に相談もしたが、結局、引越しをした １ 

力には力で対応した １ 

 

２．女性の人権について  

問 4．女性に関する人権上の問題で特に問題があると思われること 

記入内容 件数 

男女同権ではあるが、性差による性別役割分担は差別とはいえない ３ 

逆差別も、女性優遇 １ 

最近は女性が強くなりすぎている １ 

子供が出来ないと差別的な発言を受ける １ 

思想の違いにおける男女差の差別 １ 

職場における女性の扱い １ 

妊娠、出産に対する職場の待遇 １ 

 

問 6．女性の人権を守るために特に必要なこと 

記入内容 件数 

性犯罪の重罰化 ２ 

男尊女卑の考えが普通だった時代の人たちが「男女平等」を強く意識すること １ 

２つの性の違いを認識し、無理のない男女平等意識を広める １ 

各家庭での教育が必要 １ 

女性、男性の違いがわかる社会 １ 

女性の方の方が強いので、その必要は全くない １ 

男女同権の必要性と性差があることを認識し考えること １ 

ＤＶは犯罪であることを認識させること １ 

特定の地域、学校、企業だけでなく日本全体で意識改革、勉強が必要である １ 

 

３．子どもの人権について 

問 7．子どもに関する人権上の問題で特に問題があると思われること 

記入内容 件数 

選択肢の中から３つに絞ることは出来ない、全部に問題がある １ 

一人っ子という環境に対しての周囲の意識 １ 

子どもも１人の人間として尊重される社会 １ 

情報が氾濫する中での正しい知識の習得の必要性 １ 

親が出しゃばり過ぎる １ 

親の教養のなさ １ 

学校での体罰もあってこそ、良いこと、悪いことを自覚できた １ 

大人ではない成人が簡単に子供を作っている １ 

大人の子どもに対するモラルの低下 １ 

大人社会の差別や暴力が、弱者への更なる人権侵害になっている １ 

貧困の連鎖 １ 

ひとり親家庭への偏見 １ 

保護者自身が子ども １ 
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問 8．身近で保護者・同居人から虐待を受けている子どもがいることを知ったらどうするか 

記入内容 件数 

まず子供に聞く、それからの判断 １ 

周囲の人に相談後、必要と判断した場合は通報する １ 

状況によって対応が違うと思う １ 

身近な人なら直接話をし、状況把握の上で、親御さんと一緒に児童相談所等へ行く １ 

 

問 9．子どもの人権を守るために特に必要なこと 

記入内容 件数 

子どもを育てる親への教育の充実 ４ 

将来に希望がある社会作り ２ 

格差社会を是正し、勉強したい子に充分な支援を行なう １ 

虐待された児童を多少強引にでも引き取り、心身ともに豊かな子どもに育てる １ 

子どもを大切に育てることにより、社会も自然と良くなる １ 

失業をなくし家を守れる政策が基本 １ 

親も子どもも色んな人（年上の人）と関わりを持つ １ 

選択肢の全てが必要 １ 

 

問 10．高齢者に関する人権上の問題で特に問題があると思われること 

記入内容 件数 

独居、孤独死など ３ 

交通が不便、バスの回数も少ない ２ 

心豊かな老後（お金の心配のない）を送れない １ 

後期高齢者医療制度は高令者差別 １ 

高齢者の貴重な人生経験等を語り合い、受け継ぐ機会が無い １ 

高齢者の自主・自立を促す教育が充実していない １ 

高齢者自身、自分の立場を理解すべき １ 

施設不足、経済的に入所や利用が困難 １ 

税や保険料などの負担が増加 １ 

 

問 11．身近で保護者・同居人から虐待を受けている高齢者を知ったらどうするか 

記入内容 件数 

一旦止めに入り、だめなら通報する １ 

その家族に接する機会を利用して、高齢者の安否確認と高齢者を大切にする心を伝える １ 

状況によって対応が違うと思う １ 

周囲の人に相談して、複数人で止めに入りその家族と話し合う １ 

周囲の人に相談後、必要と判断した場合は通報する １ 

話し相手になって精神的に支えていく １ 

 

問 12．高齢者の人権を守るために必要なこと 

記入内容 件数 

高齢者自身も次世代の価値感を理解したり地域交流を図る努力が必要 ３ 

老後、安心して暮らせるよう年金を増やす ２ 

高齢者に対する犯罪への厳罰化 １ 

民生委員等が介入しやすい制度づくり １ 

選択肢の全てが必要 １ 
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年金で入所できる施設の充実 １ 

犯罪から高齢者を守るための巡回（声かけ） １ 

福祉サービス業者への立入調査の強化 １ 

必要ない １ 

 

問 14．障がい者に関する人権上の問題で特に問題があると思われること 

記入内容 件数 

マスコミによる負のイメージが強く、偏見を受けている １ 

一部の障害者の態度も悪い １ 

逆に障害者が大切にされてあたりまえ、何をしても許されると考えている人も少なくない １ 

障害者であるからでなく努力が必要 １ 

 

問 15．障がい者の人権を守るために必要なこと 

記入内容 件数 

子どもの頃から障がい者との交流機会を設け、障がいについて学び、理解する １ 

障がい者に対する理解度を深めるため、義務教育などにおいて人権教育を行う １ 

障がい者を特別扱いせずに、お互いが助け合う １ 

選択肢の全てが必要 １ 

その必要はない １ 

 

問 17．同和問題に関して現在の問題点 

記入内容 件数 

逆差別がある ６ 

一部利権にからんでいる ４ 

いつまでも同和・部落という言葉が存在するのが問題 ３ 

行政が差別を温存している １ 

自由に意見交換の場が少ない １ 

宗教 １ 

知ることにより、かえって意識してしまう １ 

同和地区民とかこつけて、おどしなどがある １ 

不動産や校区への不当な偏見 １ 

 

問 18．同和問題がなお存在する原因や背景 

記入内容 件数 

逆差別があるから ９ 

いつまでも取りあげて学習させるから ５ 

差別を悪用する考えがあるから ２ 

えせ同和が同和問題を最認識させている １ 

えせ同和や同和団体による不法行為 １ 

同和地区以外の住民というだけで、同和地区の住民から敵視される １ 

運動団体の啓発不足 １ 

学校での同和問題の歴史学習がない、教育者自身も歴史を知らない人が多い １ 

行政が差別化している １ 

行政の対応の悪さ １ 

同和地区の人達の意識にも問題がある １ 

同和地区は土地の値段が安い、そのことからも差別的と感じる １ 

「私は同和の出身です」と本人から告げられた １ 
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本人自から名のり、意見等通していく １ 

問１９が設問される事 １ 

 

問２０．同和問題を解決するために特に必要なこと 

記入内容 件数 

逆差別とならないよう特別扱いはやめる １０ 

同和問題をいつまでも問題視せずにそっとしておく ６ 

立場を利用した利権をなくす ３ 

同和地区の人達も意識を正す必要がある ３ 

若い世代には同和問題における差別意識はなく、自然と風化していく ２ 

誤った考えを持つ人に忠告する １ 

差別をした人物を公表する １ 

誤った考えをもっている高齢者への教育が必要 １ 

小さいうちから歴史をしっかりと教える １ 

完全に差別はなくならないと思う １ 

同和地区という意識をなくしていく環境作り １ 

 

問 21．日本に暮らす外国人に関する人権上の問題で特に問題があると思われること 

記入内容 件数 

外国人の犯罪をマスコミが多く取り上げるため外国人への偏見が生じる ２ 

外国人は日本の風習に合わせる努力がたりない ２ 

アジア系はマイナス、ヨーロッパ系はプラスといった国籍による偏見がある ２ 

会話する事が難しいことから敬遠してしまう １ 

在日外国人への理解不足 １ 

在日韓国人を外国人として扱っていない １ 

問題があって当然のこと １ 

外国人の犯罪が多い １ 

低賃金労働者として扱っている １ 

不法滞在者に対して情のない行政対応（強制送還による親子の離別など） １ 

外国人と接する機会が少ないのでわからない １ 

 

問 22．日本に暮らす外国人の人権を守るために特に必要なこと 

記入内容 件数 

外国人の人権問題より日本人の色々な問題を先に考えるべき ２ 

外国人に限らず人権意識の問題 １ 

会話も含め色々な意味で勉強する １ 

外国人だからという考え方をやめる事、みな同じ １ 

外国人の永住権を厳格にして、管理体制を充実する １ 

日本で生活する外国人は日本の文化や生活習慣に合わせる努力をすること １ 

市民会館や紀ノ川グランドで外国フェスティバル等を行う １ 

英会話ができる教育の充実 １ 

 

問 23．感染症や難病等患者に関する人権上の問題で特に問題があると思われること 

記入内容 件数 

身近に該当する人がいないので答えにくい １ 
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問 24．感染症や難病等患者の人権を守るために特に必要なこと 

記入内容 件数 

自分がもし感染したとすると自分の責任であるとあきらめる事も必要だ １ 

周囲にはいないのでわからない １ 

防止策を検討する必要性がある １ 

 

問 25．犯罪被害者およびその家族の人権について特に問題があると思われること 

記入内容 件数 

マスコミの取り上げ方や過剰な報道 ２ 

殺人犯が生きていけることの不合理 １ 

加害者とその家族に対する相談、支援体制が十分でない １ 

加害者の人権保護が過剰であると思う １ 

 

問 26．犯罪被害者およびその家族の人権を守るために必要なこと 

記入内容 件数 

被害にあわれた方の意思を尊重することが大切である １ 

犯罪被害者への経済的支援 １ 

犯罪被害者への取材をやめる １ 

加害者の家族のケアーも必要 １ 

 

問 27．刑を終えた人に関する人権について特に問題があると思われること 

記入内容 件数 

悪い事をしたのだから、どんなことがあっても仕方がない ４ 

社会復帰は本人の強い意志が無いと無理 １ 

再犯の可能性があるかないかによって対応も異なり、一概に言えない １ 

再犯防止のための措置（性犯罪者等の情報公開） １ 

世のきびしさも知って欲しい １ 

犯罪者であるというレッテルを貼られる １ 

刑にもよるが、再犯罪も多い中、市民の知る権利も必要と思う １ 

 

問 28．刑を終えた人の人権を守るために特に必要なこと 

記入内容 件数 

刑を終えた人の人権について学習する機会が必要である １ 

行き詰まった時に相談できる場所（電話相談）などの設置。 １ 

再犯の可能性があるかないかによって対応も異なり、一概に言えない １ 

性犯罪を犯した者は再犯率が高く対応は別に考えるべきである １ 

犯罪者は、一生償い肩身の狭い思いで生きていくべきである １ 

 

問 29．インターネットによる人権上の問題について特に問題があると思われること 

記入内容 件数 

インターネットの書き込みや、情報交換などを禁止した方がいいと思う １ 

インターネットを見なければいい １ 

インターネット等、使わないのでわからない １ 

子供のネットでのいじめは親の責任もある １ 

児童ポルノが氾濫している １ 

法整備がない １ 
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問 30．インターネットによる人権侵害を防ぐため必要なこと 

記入内容 件数 

インターネットをしないのでわからない、何が起きていても関係がない ２ 

インターネットが社会倫理を崩した原因の大きな１つ、罰則もないのが問題 １ 

プロバイダーでの対応は困難であり、子どもの頃からの正しい知識が必要 １ 

記事を掲載する場合、掲載者本人の氏名が分かる仕組みをつくる １ 

刑事責任を厳しくする １ 

児童ポルノに罰則を強化する １ 

便利ではあるが、インターネットなどなくても良い １ 

情報は膨大でありある程度は仕方ない １ 

 

問 31 ア．人権啓発講演会や学習会に参加しなかった理由 

記入内容 件数 

参加したかったが、学習会の場所に行くのが困難だった ３ 

開催される事を知っても、日時が合わない ２ 

仕事や家事に追われ、余裕がない ２ 

参加したくなかった １ 

一部の関心のある人しか参加しない学習会など何の意味ももたないと思うから １ 

会社で毎年十分教育を受けている １ 

関心はあるが講演会にまで行こうとは思わない １ 

参加を必要としない立場であると思っているから １ 

自分自身や自身の周りにそういった問題がなく必要と思っていない １ 

内容がないから １ 

 

問 32．人権が尊重される社会を充実するため市として必要な取り組み 

記入内容 件数 

橋本市には期待していない ２ 

様々な人権問題で苦しんでいる人達の体験談等を聞く機会を設け、誤った考えを正していく １ 

子をもつ親への教育 １ 

人権教育は大事だが同和問題はあえて教える必要はない １ 

知らなかったことが学習することにより逆効果になるのでは １ 

昭和の頃のように、地域のみんなが子ども達を育てていかないと何も変わらない １ 

 

問 33．市民 1 人ひとりが人権を尊重しあうために心がけたり行動すべきこと 

記入内容 件数 

自分を大切にする意識を育てること １ 

人を思いやれる人間になること １ 

人権侵害された人と、問題解決のために共に取り組む １ 

 

問 34．回答者の家庭で一番困っていること 

記入内容 件数 

サービス業で休みが少ない １ 

障害者をあずける場が少なく、料金(食事代)も高い １ 

育児のため自分がフルに働けない １ 

一人暮しで生活が苦しい １ 

家族に障害者がいるので、現在もこれから先も色々と不安 １ 

家族の仕事場での人間関係が上手くいっていない １ 
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大学、短大の学生を持つ家庭の税金を減税してほしい １ 

近所に公園がない １ 

国民年金で入所できる施設が少ない １ 

今後の老後の生活が不安 １ 

婚活中の子がいる １ 

子どもに仕事がない １ 

子どもの仕事が正社員でない １ 

自分の仕事と家の仕事（家事と農業）の両立 １ 

市営住宅に入居する者の中に規約を守らない人がいる １ 

障がいのある子の親なき後の不安 １ 

他県で一人暮らしの親が心配 １ 

加齢による身体の不調 １ 

夫と死別後一人暮らしの生活には税金が高くて払いかねている １ 

夫婦共に正社員でない為、収入が不安定 １ 

勉強が苦手な子が行ける公立高校が少ない １ 

母子の生活が苦しい １ 

妹のひきこもり １ 

母子で交流できる場が少ない １ 

 

問 35．橋本市の行政運営で特に力を入れて欲しい施策 

記入内容 件数 

財政健全化と収支透明性 ２ 

スポーツ施設等の充実 ２ 

学校への携帯電話持ち込み禁止は不便であり考慮されたい １ 

ゴミ袋が高額なのでもっと安価にして欲しい １ 

子どもの夜間診察 １ 

環境の整備、キレイな橋本の実現 １ 

気軽に相談できる機関の内容充実と市民への周知・啓発 １ 

市議会議員や職員の自浄化 １ 

減税、無駄な経費削減 １ 

公共公通機関の充実（無料化・割引も含む） １ 

公共事業の拡大 １ 

公務員を半分に減らせ １ 

公立保育園の安定維持運営 １ 

河内長野～橋本間のバイパス工事の早期完成 １ 

高齢者の雇用促進 １ 

国民年金で入所可能な施設設置 １ 

本市の一大イベントである紀ノ川祭の存続 １ 

住民参加型まちづくり、働きながら参加出来るボランティア活動 １ 

商業施設の充実 １ 
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人権人権人権人権にににに関関関関するするするする市民意識調査市民意識調査市民意識調査市民意識調査    

 

平成２２年１０月 

橋 本 市 

 

－調査ご協力のお願い－ 
 

 市民の皆様には、日頃から市政の推進にご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

 橋本市では、市民一人ひとりの基本的人権が尊重されるまちづくりをめざし、様々な施策の展開に全

力で取り組んでいます。 

 この度、「人権に関する意識調査」へのご協力をお願いいたしますのは、私たちのまわりにある様々

な人権問題などについて、市民の皆様のご意見をお伺いし、人権施策の基礎資料として活用させていた

だきたいと考えております。 

 この調査は、市内在住の２０歳以上の方の中から約 2,000人を無作為により、あなた様を回答者の一

人に選ばせていただきました。 

 調査結果は統計的に処理を行いますので、回答いただきました方にご迷惑をおかけすることはござい

ません。ご多忙の折、誠にお手数ではございますが、率直なご意見をお聞かせいただきますようご協力

のほどよろしくお願いいたします。 

 

ご記入方法等 

◆ 回答は、この調査票をお送りしたあて名のご本人がお答えください。 

（ご本人で回答が困難な方は、ご家族などの協力により回答してください。） 

◆ 回答は、あてはまる選択肢の番号を○で囲んでください。 

◆ 回答の中で「その他」を選ばれた場合は、お手数ですが（  ）内にその内容をご記入くだ

さい。 

◆ 回答にあたっては、調査票及び封筒にお名前を書かないように願います。 

◆ この調査票は、同封の返信用封筒（切手不要です）に入れ、１０１０１０１０月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（金金金金））））までにまでにまでにまでにご返

送ください。是非、ご協力の程よろしくお願いいたします。 

《問い合わせ先》 

この調査に関するお問い合わせは下記までお願いします。 

橋本市 市民部 人権推進室 

        電話０７３６－３３－１１１１ （内線 1371・1255） 

        E-mail jinken@city.hashimoto.lg.jp 

 

 

 

1111．．．．意識調査票意識調査票意識調査票意識調査票    
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人権全般人権全般人権全般人権全般についてについてについてについて    

 

【【【【問問問問１１１１】】】】    人権問題人権問題人権問題人権問題にににに対対対対するするするする意識意識意識意識についておについておについておについておたずたずたずたずねしますねしますねしますねします。。。。    

あなたはあなたはあなたはあなたは人権問題人権問題人権問題人権問題にににに、、、、どのどのどのどの程度関心程度関心程度関心程度関心をををを持持持持っていますかっていますかっていますかっていますか。（。（。（。（○○○○はははは１１１１つだけつだけつだけつだけ））））    

 １．かなり関心がある 

 ２．ある程度関心がある 

 ３．あまり関心がない 

 ４．関心がない 

 

【【【【問問問問２２２２】】】】次次次次にあげるにあげるにあげるにあげる「「「「人権課題人権課題人権課題人権課題」」」」のののの中中中中でででで、、、、あなたがあなたがあなたがあなたが関心関心関心関心をもっているものはをもっているものはをもっているものはをもっているものは何何何何でででですかすかすかすか。。。。    

（（（（○○○○ははははいくいくいくいくつでつでつでつでもももも））））    

 １．女性の人権          ２．子どもの人権 

 ３．高齢者の人権         ４．障がい者の人権 

 ５．同和問題           ６．外国人の人権 

 ７．感染症および難病等患者の人権 ８．犯罪被害者および家族の人権 

 ９．刑を終えて出所した人の人権  10．ホームレスの人権 

 11．性同一性障がい者の人権     

12．インターネットへの書き込みによる人権侵害 

13．その他（具体的に：                         ） 

14．特にない           15．わからない 

 

【【【【問問問問３３３３】】】】あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、過去過去過去過去５５５５年間年間年間年間にににに、、、、自分自分自分自分がががが差別差別差別差別をををを受受受受けたりけたりけたりけたり、、、、人権人権人権人権をををを侵害侵害侵害侵害されたりしたことはありますかされたりしたことはありますかされたりしたことはありますかされたりしたことはありますか。。。。    

（（（（○○○○はははは１１１１つだけつだけつだけつだけ））））    

 １．差別を受けたことがある ⇒   【ア】、【イ】をお答えください 

 ２．人権を侵害されたことがある ⇒ 【ウ】、【エ】をお答えください 

 ３．ない ⇒ 【問４】にお進みください 

 

【【【【アアアア】】】】    問問問問３３３３でででで「「「「差別差別差別差別をををを受受受受けたことがあるけたことがあるけたことがあるけたことがある」」」」とととと答答答答えたえたえたえた方方方方でででで、、、、そのそのそのその事柄事柄事柄事柄はどれですかはどれですかはどれですかはどれですか。（（（（○○○○はいくつはいくつはいくつはいくつ

でもでもでもでも））））    

 １．年齢            ２．学歴、出身校 

 ３．職業            ４．収入、財産 

 ５．家柄            ６．母子・父子家庭、両親無し 

 ７．障がい、病気        ８．性別 

 ９．独身            10．容姿 

 11．出身地           12．人種、民族、国籍 

 13．思想、信条         14．宗教 

 15．その他（具体的に：                       ） 
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【【【【イイイイ】】】】    問問問問３３３３でででで「「「「差別差別差別差別をををを受受受受けたことがあるけたことがあるけたことがあるけたことがある」」」」とととと答答答答えたえたえたえた方方方方でででで、、、、そのそのそのその時時時時どうされましたかどうされましたかどうされましたかどうされましたか。（。（。（。（○○○○はいくはいくはいくはいく

つでもつでもつでもつでも））））    

 １．友だち・同僚に相談した   ２．家族・親戚に相談した 

 ３．職場の上司に相談した    ４．弁護士に相談した 

 ５．警察に相談した       ６．法務局や人権擁護委員に相談した 

 ７．公的機関(県や市)に相談した  ８．市民総合相談などで相談した 

 ９．人権団体などに相談した   10．相手に直接抗議した 

 11．何もしなかった、我慢した 

 12．その他（具体的に：                      ） 

 

【【【【ウウウウ】】】】    問問問問３３３３でででで「「「「人権人権人権人権をををを侵害侵害侵害侵害されたされたされたされたことがあることがあることがあることがある」」」」とととと答答答答えたえたえたえた方方方方でででで、、、、人権人権人権人権をををを侵害侵害侵害侵害されたされたされたされた    

事柄事柄事柄事柄はどれですかはどれですかはどれですかはどれですか。（。（。（。（○○○○はいくつでもはいくつでもはいくつでもはいくつでも））））    

 １．あらぬ噂、他人からの悪口、かげ口 

 ２．仲間はずれや無視 

 ３．名誉や信用を傷つけられたり、侮辱を受けたりした 

 ４．学校・職場などにおける不平等または不利益な取扱い 

 ５．役所や医療機関、福祉施設などでの不当な取扱い 

 ６．プライバシーの侵害（他人に知られたくない個人的事項を知られた） 

 ７．セクシュアル・ハラスメント（性的いやがらせ） 

 ８．ドメスティック・バイオレンス(配偶者や恋人からの心身に与える暴力) 

 ９．学校などにおける体罰、学校・職場などにおけるいじめ 

 10．暴力・脅迫・虐待・強要（本来義務のないことをやらされたり、権利の行使を妨

害された） 

 11．ストーカー行為（特定の人にしつこくつきまとわれたりした） 

 12．隣人や知人からのいやがらせ・迷惑行為 

 13．悪臭・騒音などの公害 

 14．その他（具体的に：                      ） 

 

【【【【エエエエ】】】】    問問問問３３３３でででで「「「「人権人権人権人権をををを侵害侵害侵害侵害されたされたされたされたことがあることがあることがあることがある」」」」とととと答答答答えたえたえたえた方方方方でででで、、、、そのそのそのその時時時時どうされまどうされまどうされまどうされま    

したかしたかしたかしたか。（。（。（。（○○○○はいくつでもはいくつでもはいくつでもはいくつでも））））    

 １．友だち・同僚に相談した   ２．家族・親戚に相談した 

 ３．職場の上司に相談した    ４．弁護士に相談した 

 ５．警察に相談した       ６．法務局や人権擁護委員に相談した 

 ７．公的機関(県や市)に相談した  ８．市民総合相談などで相談した 

 ９．人権団体などに相談した   10．相手に直接抗議した 

 11．何もしなかった、我慢した 

 12．その他（具体的に：                      ） 
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主主主主なななな人権課題人権課題人権課題人権課題にににに関関関関するするするする意識意識意識意識についてについてについてについて    

 

女性女性女性女性にににに関関関関するするするする問題問題問題問題についてについてについてについて    

【【【【問問問問４４４４】】】】女性女性女性女性にににに関関関関するするするする人権上人権上人権上人権上のののの問題問題問題問題についてについてについてについて、、、、特特特特にににに問題問題問題問題があるとがあるとがあるとがあると思思思思われるのはどのようなことですかわれるのはどのようなことですかわれるのはどのようなことですかわれるのはどのようなことですか。。。。

（（（（○○○○はははは３３３３つまでつまでつまでつまで））））    

 １．男女の固定的な役割分担意識(「男は仕事、女は家庭」など)を押しつける 

 ２．職場における採用や昇進等に差別待遇がある 

 ３．政策や方針決定の場に女性が十分参画していない 

 ４．家事・育児や介護などを男女が共同して行う社会の仕組みが十分に整えられていない 

 ５．配偶者や恋人からの肉体的・精神的な暴力（ドメスティック・バイオレンス）がある 

 ６．職場におけるセクシュアル・ハラスメント（性的いやがらせ） 

 ７．レイプ（強姦）、ストーカー、痴漢などの行為 

 ８．売春・買春、援助交際などの性の商品化 

 ９．女性のヌード写真等を掲載した雑誌、新聞、広告 

 10．妊娠や出産など母性健康管理について、十分に保障されていない 

 11．「婦人」「未亡人」など、女性だけに用いられる言葉が使われている 

 12．その他（具体的に：                        ） 

 13．特にない 

 14．わからない 

 

【【【【問問問問５５５５】】】】現在及現在及現在及現在及びびびび以前以前以前以前にににに結婚結婚結婚結婚されていたされていたされていたされていた方方方方におにおにおにお聞聞聞聞きしますきしますきしますきします。。。。    

過去過去過去過去５５５５年間年間年間年間にににに、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの夫夫夫夫やややや妻妻妻妻（（（（事実婚事実婚事実婚事実婚やややや別居中別居中別居中別居中をををを含含含含むむむむ））））からからからから心身心身心身心身へのへのへのへの暴力暴力暴力暴力（（（（ドメスティックドメスティックドメスティックドメスティック・・・・

バイオレンスバイオレンスバイオレンスバイオレンス））））をををを受受受受けたことがありますかけたことがありますかけたことがありますかけたことがありますか。（。（。（。（○○○○はいくつでもはいくつでもはいくつでもはいくつでも））））    

 １．身体に対する暴力を受けた 

 ２．精神的な嫌がらせや恐怖を感じるような脅迫を受けた 

 ３．性的な行為を強要された 

 ４．ない 

 

【【【【問問問問６６６６】】】】女性女性女性女性のののの人権人権人権人権をををを守守守守るためにるためにるためにるために、、、、特特特特にどのようなことがにどのようなことがにどのようなことがにどのようなことが必要必要必要必要だとだとだとだと思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。    

            （（（（○○○○はははは３３３３つまでつまでつまでつまで））））    

 １．男女平等の社会を築くための啓発活動を推進する 

 ２．学校教育や社会教育において男女平等をすすめるための教育・学習活動を充実させる 

 ３．仕事と家庭生活、地域活動の両立ができるような環境を整える 

 ４．採用・昇進などにおいて男女のあつかいを平等にすることを、企業などに働きかける 

 ５．様々な意思決定や政策決定の場への女性の参画を推進する 

 ６．男女平等の視点に立って、地域における慣習やしきたりの見直しをおこなう 

 ７．セクシャルハラスメント（性的いやがらせ）やドメスティックバイオレンス（配偶者や

恋人からの心身へ与える暴力）の防止に取り組む 
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 ８．女性のための相談体制を充実させる 

 ９．母性保護の視点から、生涯を通じた女性の健康保持を支援する 

 10．その他（具体的に：                        ） 

 11．特にない 

 12．わからない 

 

子子子子どもにどもにどもにどもに関関関関するするするする問題問題問題問題についてについてについてについて    

【【【【問問問問７７７７】】】】子子子子どもどもどもどもにににに関関関関するするするする人権上人権上人権上人権上のののの問題問題問題問題についてについてについてについて、、、、特特特特にににに問題問題問題問題があるとがあるとがあるとがあると思思思思われるのはどのようなことですかわれるのはどのようなことですかわれるのはどのようなことですかわれるのはどのようなことですか。。。。

（（（（○○○○はははは３３３３つまでつまでつまでつまで））））    

 １．保護者による子どもへの暴力や育児の放棄などの児童虐待 

 ２．大人が子どもの意見を聞かず、自分の意見を子どもに押しつける 

 ３．「子どもだから」という理由で、子どものプライバシーを尊重しない 

 ４．子どもによる暴力や仲間はずれ、無視などのいじめをする 

 ５．携帯電話などを利用した「いじめ問題」がある 

 ６．教師による言葉の暴力や体罰がある 

 ７．不審者によるつきまといなど、子どもの安全をおびやかす行為 

 ８．売春、買春、援助交際が行われている 

 ９．暴力や性など、子どもにとって有害な情報がはんらんしている 

 10．子どもを成績や学歴だけで判断する 

 11．その他（具体的に：                        ） 

 12．特にない 

 13．わからない 

 

【【【【問問問問８８８８】】】】あなたのあなたのあなたのあなたの身近身近身近身近でででで、、、、保護者保護者保護者保護者・・・・同居人同居人同居人同居人からからからから虐待虐待虐待虐待をををを受受受受けているけているけているけている子子子子どもがいることをどもがいることをどもがいることをどもがいることを知知知知ったらったらったらったら、、、、あなたあなたあなたあなた

はどうしますかはどうしますかはどうしますかはどうしますか。（。（。（。（○○○○はははは１１１１つだけつだけつだけつだけ））））    

 １．周囲の人に相談する 

 ２．通報する 

 ３．自分で止めに入る 

 ４．誤解もあるから何もしない 

 ５．何をしていいか分からない 

 ６．見て見ぬふりをする 

 ７．その他（具体的に：                         ） 

 ８．わからない 

 

【【【【問問問問９９９９】】】】子子子子どものどものどものどもの人権人権人権人権をををを守守守守るためにるためにるためにるために、、、、特特特特にどのよにどのよにどのよにどのようなことがうなことがうなことがうなことが必要必要必要必要だとだとだとだと思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。    

            （（（（○○○○はははは３３３３つまでつまでつまでつまで））））    

 １．子どもの人権を守るための教育・啓発活動を推進する 

２．子どもが健やかに育つよう、愛情豊かな家庭をつくる 
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 ３．家庭での親の子どもに対するしつけ方や教育力を向上させる 

 ４．子どもの思いや考えが大切にされるなど、子どもの個性や自主性を尊重する 

 ５．自分を大切にし、他人を思いやる心を持った子どもを育てる 

 ６．学校において、いじめ防止の取り組みを強化する 

 ７．教師の人権感覚や指導力を高める 

 ８．家庭・学校・地域の連携を強め、社会全体で子どもを育てる 

 ９．社会性や生きる力をつけるために、子どもたちの地域活動を充実する 

 10．児童虐待や性犯罪など、子どもが被害者とならないよう防止に努める 

 11．親の育児不安などに対応できる相談・支援体制を充実する 

 12．その他（具体的に：                        ） 

 13．特にない 

 14．わからない 

 

高齢者高齢者高齢者高齢者にににに関関関関するするするする問題問題問題問題についてについてについてについて    

【【【【問問問問 10101010】】】】高齢者高齢者高齢者高齢者にににに関関関関するするするする人権上人権上人権上人権上のののの問題問題問題問題についてについてについてについて、、、、特特特特にににに問題問題問題問題があるとがあるとがあるとがあると思思思思われるのはどのようなことですわれるのはどのようなことですわれるのはどのようなことですわれるのはどのようなことです

かかかか。。。。（（（（○○○○はははは３３３３つまでつまでつまでつまで））））    

 １．経済的な自立が困難である 

 ２．仕事やボランティアなどを通して自分の能力を発揮する機会が少ない 

 ３．スポーツや文化活動などへの参加に配慮されていない 

 ４．高齢者が子ども扱いやじゃま者扱いされ、意見や行動が尊重されない 

 ５．判断能力が十分でない高齢者をねらった詐欺などの犯罪が多い 

 ６．家庭や施設での介護を支援する制度が整っていない 

 ７．家族や介護者から嫌がらせや虐待を受ける 

 ８．病院や福祉施設において劣悪な扱いや虐待を受ける 

 ９．建物の階段や道路の段差など、外出先での不便が多い 

 10．高齢者向けの住宅が不足している 

 11．その他（具体的に：                         ） 

 12．特にない 

 13．わからない 
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【【【【問問問問 11111111】】】】あなたのあなたのあなたのあなたの身近身近身近身近でででで、、、、家族家族家族家族などなどなどなどからからからから虐待虐待虐待虐待をををを受受受受けているけているけているけている高齢者高齢者高齢者高齢者がいることをがいることをがいることをがいることを知知知知ったらったらったらったら、、、、あなたはどあなたはどあなたはどあなたはど

うしますかうしますかうしますかうしますか。（。（。（。（○○○○はははは１１１１つだけつだけつだけつだけ））））    

 １．周囲の人に相談する 

 ２．通報する 

 ３．自分で止めに入る 

 ４．誤解もあるから何もしない 

 ５．何をしていいか分からない 

 ６．見て見ぬふりをする 

 ７．その他（具体的に：                         ） 

 ８．わからない 

 

【【【【問問問問 12121212】】】】高齢者高齢者高齢者高齢者のののの人人人人権権権権をををを守守守守るためにるためにるためにるために、、、、特特特特にどのようなことがにどのようなことがにどのようなことがにどのようなことが必要必要必要必要だとだとだとだと思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。    

            （（（（○○○○はははは３３３３つまでつまでつまでつまで））））    

 １．高齢者が能力や知識、経験を生かして活躍できるよう、就業機会、生涯学習やボランテ

ィア活動の機会を増やす 

 ２．高齢者に対する理解と関心を深める教育・啓発活動を推進する 

 ３．幅広い分野で高齢者と他の世代との交流を促進する 

 ４．高齢者をねらった犯罪の防止など、高齢者の権利や生活を守る制度を充実する 

 ５．高齢者に対する虐待などの防止策を徹底する 

 ６．建物の階段や道路の段差を解消するなど、バリアフリーを進める 

 ７．民生委員など身近な地域の人達による見守りの体制を充実させる 

 ８．保健・医療・福祉サービスを充実し、安心して生活できるまちづくりを推進する 

 ９．高齢者のための相談・支援体制を充実する 

 10．その他（具体的に：                         ） 

 11．特にない 

 12．わからない 

 

障障障障がいがいがいがい者者者者にににに関関関関するするするする問題問題問題問題についてについてについてについて    

【【【【問問問問 13131313】】】】あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、世世世世のののの中中中中にはにはにはには、、、、障障障障がいがいがいがい者者者者にににに対対対対してしてしてして、、、、障障障障がいがいがいがいをををを理由理由理由理由とするとするとするとする差別差別差別差別やややや偏見偏見偏見偏見があるとがあるとがあるとがあると思思思思いまいまいまいま

すかすかすかすか。。。。（（（（○○○○はははは１１１１つだけつだけつだけつだけ））））    

 １．あると思う 

 ２．少しはあると思う 

 ３．ないと思う 

 ４．わからない 
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【【【【問問問問 11114444】】】】障障障障がいがいがいがい者者者者にににに関関関関するするするする人権上人権上人権上人権上のののの問題問題問題問題についてについてについてについて、、、、特特特特にににに問題問題問題問題があるとがあるとがあるとがあると思思思思われるのはどのようなことでわれるのはどのようなことでわれるのはどのようなことでわれるのはどのようなことで

すかすかすかすか。。。。（（（（○○○○はははは３３３３つまでつまでつまでつまで））））    

 １．就職や仕事の内容、待遇で不利な扱いを受ける 

 ２．働ける場所や機会が少ない 

 ３．スポーツ活動や文化活動に気軽に参加できない 

 ４．障がいのある人に対する認識が足りない 

 ５．詐欺などの被害を受けやすい 

 ６．病院や施設内で拘束されたり虐待を受けることがある 

 ７．排除されたり差別を受けたりする 

 ８．建物の階段や道路の段差などがあり、外出先での不便が多い 

 ９．店や施設の利用、乗車など、サービスの提供を拒否される 

 10．障がいのある人の暮らしに適した住宅が少ない 

 11．学校の受け入れ体制が十分でない 

 12．身近な地域での福祉サービスが十分でない 

 13．障がいのあることによって、受けることのできる情報が少ない 

 14．じろじろ見られたり、避けられたりする 

 15．結婚に周囲が反対する 

 16．その他（具体的に：                         ） 

 17．特にない 

 18．わからない 

 

【【【【問問問問 11115555】】】】障障障障がいがいがいがい者者者者のののの人権人権人権人権をををを守守守守るためにるためにるためにるために、、、、特特特特にどのようなことがにどのようなことがにどのようなことがにどのようなことが必必必必要要要要だとだとだとだと思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。    

（（（（○○○○はははは３３３３つまでつまでつまでつまで））））    

 １．障がいのある人に対する理解と関心を深める教育・啓発活動を推進する 

 ２．障がいのある人が自立して生活しやすい環境を整える 

 ３．障がいのある人が仕事に就く場所や機会をつくる 

 ４．障がいのある人に対する虐待などの防止策を徹底する 

 ５．施設の整備や保健・医療・福祉サービスを充実する 

 ６．施設の職員及び指導員の福祉に対する認識を高める 

 ７．建物の階段や道路の段差を解消するなどのバリアフリー化を進めるとともに、すべての

人が利用しやすいユニバーサルデザインを採り入れた社会環境の整備を進める 

 ８．障がいのある人をねらった犯罪の防止など、障がいのある人の権利や生活を守る制度を

充実する 

 ９．障がいのある人のための相談・支援体制を充実する 

 10．学校における特別支援教育（障がいのある子ども一人ひとりに応じた教育）を充実させ

る 

 11．障がいのある人(家族を含めた)とない人との交流を促進する 

 12．スポーツ活動や文化活動に参加しやすくする 
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 13．その他（具体的に：                         ） 

 14．特にない 

 15．わからない 

 

 

同和問題同和問題同和問題同和問題についてについてについてについて    

【【【【問問問問 11116666】】】】日本日本日本日本のののの社会社会社会社会にににに「「「「同和問題同和問題同和問題同和問題」、「」、「」、「」、「部落問題部落問題部落問題部落問題」」」」などとなどとなどとなどと言言言言われるわれるわれるわれる問題問題問題問題があることをがあることをがあることをがあることを知知知知っていますかっていますかっていますかっていますか。。。。

（（（（○○○○はははは１１１１つだけつだけつだけつだけ））））    

１． よく知っている 

２． 少しは知ってる      【問 17】へ 

３． 聞いたことがある 

４． まったく知らない ⇒ 【問 21】へお進みください 

 

【【【【問問問問 11117777】】】】同和問題同和問題同和問題同和問題にににに関関関関してしてしてして、、、、現在現在現在現在、、、、どのようなどのようなどのようなどのような問題問題問題問題があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。    

（（（（○○○○はいくつでもはいくつでもはいくつでもはいくつでも））））    

１． 結婚の時に周囲の人が反対をする 

２． 就職の時や職場で不利な扱いをする 

３． 差別落書きやインターネット上に差別的な書き込みがある 

４． 結婚や就職などの際に身元調査をする 

５． 同和問題の理解不足につけ込んだ「えせ同和行為※」による、高額図書等の売りつけ

などがある 

６． 同和地区住民との交流や交際に抵抗がある 

７．同和地区への居住の敬遠がある 

８．不安定な就労状態の人が多い 

９．その他（具体的に：                        ） 

10．特にない 

11．わからない 

※ 「えせ同和行為」とは、同和関係者を語り、同和問題を利用して会社や個人・官公署などに 

ゆすり・たかりなどをする行為。 
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【【【【問問問問 11118888】】】】同和問題同和問題同和問題同和問題がなおがなおがなおがなお存在存在存在存在するするするする原因原因原因原因やややや背景背景背景背景としてとしてとしてとして、、、、あなたがあなたがあなたがあなたが思思思思いいいい当当当当たるのはたるのはたるのはたるのは次次次次のどれですかのどれですかのどれですかのどれですか。（。（。（。（○○○○はははは

いいいいくつでもくつでもくつでもくつでも）））） 

１． 家族、親戚から伝えられる偏見・差別意識 

２． 地域の人から伝えられる偏見・差別意識 

３． 職場などで伝えられる偏見・差別意識 

４． インターネットなどの情報媒体で伝えられる偏見・差別意識 

５． 社会全体に残る差別意識 

６． 個人の理解不足 

７． 学校での人権教育が不十分 

８． 行政の人権啓発が不十分 

９． その他（具体的に：                        ） 

10．わからない 

 

【【【【問問問問 11119999】】】】仮仮仮仮にににに、、、、あなたにあなたにあなたにあなたに子子子子どもがおりどもがおりどもがおりどもがおり、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの子子子子どもがどもがどもがどもが、、、、結婚結婚結婚結婚しようとするしようとするしようとするしようとする相手相手相手相手のののの方方方方がががが、、、、同和地区同和地区同和地区同和地区

のののの人人人人であるとわかったときであるとわかったときであるとわかったときであるとわかったとき、、、、あなたはどうしますかあなたはどうしますかあなたはどうしますかあなたはどうしますか。（。（。（。（○○○○はははは１１１１つだけつだけつだけつだけ））））    

１． 結婚に出身地は関係ないのだから、結婚すればよい 

２． 少しは抵抗あるが、子どもの意思を尊重する 

３． 反対だが、子どもの意思であれば尊重する 

４． 家族や親せきに、反対意見があれば、結婚に反対する 

５． わからない 

 

【【【【問問問問 20202020】】】】同和問題同和問題同和問題同和問題をををを解決解決解決解決するためにするためにするためにするために、、、、特特特特にににに必要必要必要必要なことはどのようなこなことはどのようなこなことはどのようなこなことはどのようなことだととだととだととだと思思思思いますかいますかいますかいますか。（。（。（。（○○○○はいくつはいくつはいくつはいくつ

でもでもでもでも））））    

 １．同和問題や差別のことを口に出さないで、そっとしておく 

２．同和問題が正しく理解されるよう、教育・啓発活動を推進する 

３．市民一人ひとりが、同和問題について正しい理解をするよう努力する 

 ４．同和問題について、自由な意見交換ができる環境をつくる 

 ５．地域の人々がお互いに理解を深め交流を図る 

 ６．同和問題についての相談活動を充実する 

 ７．「えせ同和行為※」を排除する 

 ８．その他（具体的に：                         ） 

 ９．特にない 

 10．わからない 

 

ひきつづき最後まで 

お願いいたします。 
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外国人外国人外国人外国人にににに関関関関するするするする問題問題問題問題についてについてについてについて    

【【【【問問問問 21212121】】】】日本日本日本日本にににに暮暮暮暮らすらすらすらす外国人外国人外国人外国人にににに関関関関するするするする人権上人権上人権上人権上のののの問題問題問題問題についてについてについてについて、、、、特特特特にににに問題問題問題問題があるとがあるとがあるとがあると思思思思われるのはどのよわれるのはどのよわれるのはどのよわれるのはどのよ

うなことですかうなことですかうなことですかうなことですか。。。。（（（（○○○○はははは３３３３つまでつまでつまでつまで））））    

 １．外国の生活習慣や文化などへの理解が不足しており、地域社会の受入れが十分でない 

 ２．就職や仕事の内容、待遇などで、不利な扱いを受ける 

 ３．店や施設の利用、サービスの提供を拒否される 

 ４．偏見などがあり、住宅を容易に借りることができない  

 ５．外国人というだけで興味本位でじろじろ見てしまう 

 ６．国籍を理由に、結婚に周囲が反対する 

 ７．日常生活において、外国語による情報が少ないために、十分なサービスを受けることが

できない 

 ８．選挙権がないなど権利が制限されている 

 ９．学校教育において、外国人に対する教育体制が十分でない 

 10．その他（具体的に：                         ） 

 11．特にない 

 12．わからない 

    

【【【【問問問問 22222222】】】】日本日本日本日本でででで暮暮暮暮らすらすらすらす外国人外国人外国人外国人のののの人権人権人権人権をををを守守守守るためにるためにるためにるために、、、、特特特特にどのようなことがにどのようなことがにどのようなことがにどのようなことが必要必要必要必要だとだとだとだと思思思思いますかいますかいますかいますか。（。（。（。（○○○○

はははは３３３３つまでつまでつまでつまで））））    

 １．外国人の人権を守るための教育・啓発活動を推進する 

 ２．外国人の文化や生活習慣などの理解を深める 

 ３．外国人も地域社会を支えている一員であるという理解を広める 

 ４．外国人との交流の機会を増やす 

 ５．外国人の雇用を積極的に進める 

 ６．外国人の子どもの就学を支援する 

 ７．外国人のための相談・支援体制を充実する 

 ８．外国人が安心して生活できるように、外国語でも情報を提供する 

 ９．その他（具体的に：                         ） 

 10．特にない 

 11．わからない 
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感染症感染症感染症感染症（（（（ハンセンハンセンハンセンハンセン病病病病、ＨＩＶ、ＨＩＶ、ＨＩＶ、ＨＩＶ等等等等））））やややや難病難病難病難病等等等等患者患者患者患者にににに関関関関するするするする問題問題問題問題についてについてについてについて    

【【【【問問問問 23232323】】】】感染症感染症感染症感染症やややや難病難病難病難病等等等等患者患者患者患者にににに関関関関するするするする人権上人権上人権上人権上のののの問題問題問題問題についてについてについてについて、、、、特特特特にににに問題問題問題問題があるとがあるとがあるとがあると思思思思われるのはどのよわれるのはどのよわれるのはどのよわれるのはどのよ

うなことですかうなことですかうなことですかうなことですか。。。。（（（（○○○○はははは３３３３つまでつまでつまでつまで））））    

 １．病気についての理解や認識が十分でない 

２．結婚に周囲が反対する 

 ３．職場や学校で不利な扱いを受ける 

 ４．病院での治療や入院を拒否される 

 ５．店や施設の利用、サービスの提供を拒否される 

 ６．興味本位の情報が流される 

 ７．差別的な言動を受ける 

 ８．医療保険の対象外治療などにより、医療費が高額となり、十分な治療が受けられない  

 ９．日ごろの付き合いを断わられたり，避けられたりする 

 10．その他（具体的に：                         ） 

 11．特にない 

 12．わからない 

    

【【【【問問問問 24242424】】】】感染症感染症感染症感染症やややや難病難病難病難病等等等等患者患者患者患者のののの人権人権人権人権をををを守守守守るためにるためにるためにるために、、、、特特特特にどのようなことがにどのようなことがにどのようなことがにどのようなことが必要必要必要必要だとだとだとだと思思思思いますかいますかいますかいますか。（。（。（。（○○○○

はははは３３３３つまでつまでつまでつまで））））    

 １．疾病や感染予防に関する正しい知識を普及する 

 ２．感染症患者等に対する理解と関心を深める教育・啓発活動を推進する 

 ３．感染症患者等のプライバシーを保護する 

 ４．就職・就労しやすい環境づくりを進める 

 ５．医療保険制度を充実させる 

 ６．病気に対する予防策を充実する 

 ７．医師や看護師など医療従事者に対する人権研修を進める 

 ８．感染症患者等のための人権相談・支援体制を充実する 

 ９．その他（具体的に：                         ） 

 10．特にない 

 11．わからない 
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犯罪被害者犯罪被害者犯罪被害者犯罪被害者およびおよびおよびおよびそのそのそのその家族家族家族家族のののの問題問題問題問題についてについてについてについて    

【【【【問問問問 22225555】】】】犯罪被害者犯罪被害者犯罪被害者犯罪被害者およびおよびおよびおよびそのそのそのその家族家族家族家族のののの人権人権人権人権についてについてについてについて、、、、特特特特にににに問題問題問題問題があるとがあるとがあるとがあると思思思思われるのはどのようなことわれるのはどのようなことわれるのはどのようなことわれるのはどのようなこと

ですかですかですかですか。（。（。（。（○○○○はははは３３３３つまでつまでつまでつまで））））    

 １．過剰な取材などによる、私生活の平穏やプライバシーの侵害 

 ２．被害者とその家族の精神的・経済的負担が大きい 

 ３．被害者とその家族に対する相談・支援体制が十分でない 

 ４．事件に関する周囲からの無責任なうわさ話などの二次被害を受けている 

 ５．刑事裁判や手続きに犯罪被害者等の声が十分に反映されない 

 ６．加害者の捜査や裁判について、十分な情報が得られない 

 ７．その他（具体的に：                         ） 

 ８．特にない 

 ９．わからない 

 

【【【【問問問問 22226666】】】】犯罪被害者犯罪被害者犯罪被害者犯罪被害者ややややそのそのそのその家族家族家族家族のののの人権人権人権人権をををを守守守守るためにるためにるためにるために、、、、特特特特にどのようなことがにどのようなことがにどのようなことがにどのようなことが必要必要必要必要だとだとだとだと思思思思いますかいますかいますかいますか。（。（。（。（○○○○

はははは３３３３つまでつまでつまでつまで））））    

 １．プライバシーに配慮した取材活動や報道 

 ２．被害者等の安全を確保する 

 ３．被害者等の就職機会を確保する 

 ４．被害者等の人権を守るための教育・啓発活動を推進する 

 ５．捜査や裁判の過程における配慮 

 ６．被害者等に対する相談・支援体制を充実する 

 ７．精神的被害に対応するためのカウンセリングを行う 

 ８．その他（具体的に：                         ） 

 ９．特にない 

 10．わからない 

 

刑刑刑刑をををを終終終終えたえたえたえた人人人人にににに関関関関するするするする問題問題問題問題についてについてについてについて    

【【【【問問問問 27272727】】】】刑刑刑刑をををを終終終終えたえたえたえた人人人人にににに関関関関するするするする人権上人権上人権上人権上のののの問題問題問題問題についてについてについてについて、、、、特特特特にににに問題問題問題問題があるとがあるとがあるとがあると思思思思われるのはどのようなこわれるのはどのようなこわれるのはどのようなこわれるのはどのようなこ

とですかとですかとですかとですか。（。（。（。（○○○○はははは３３３３つまでつまでつまでつまで））））    

 １．就職の拒否や差別 

 ２．住宅等への入居が困難である 

 ３．前歴や身上について悪意のあるうわさ話をする 

 ４．周囲からの視線や態度 

 ５．その他（具体的に：                        ） 

 ６．特にない 

 ７．わからない 
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【【【【問問問問 28282828】】】】刑刑刑刑をををを終終終終えたえたえたえた人人人人のののの人権人権人権人権をををを守守守守るためにるためにるためにるために、、、、特特特特にどのようなことがにどのようなことがにどのようなことがにどのようなことが必要必要必要必要だとだとだとだと思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。    

        （（（（○○○○はははは３３３３つまでつまでつまでつまで））））    

 １．本人自身の更生意欲が大事 

 ２．家族、職場、地域社会の理解と協力 

 ３．先入観や偏見、差別をなくすための教育・啓発活動 

 ４．保護司会や更生保護女性会等による啓発活動 

 ５．生活を安定させるためにも雇用面で積極的に採用する 

 ６．その他（具体的に：                        ） 

 ７．特に必要なことはない 

 ８．わからない 

 

情報情報情報情報とととと人権人権人権人権についてについてについてについて    

【【【【問問問問 29292929】】】】インターネットインターネットインターネットインターネットによるによるによるによる人権上人権上人権上人権上のののの問題問題問題問題についてについてについてについて、、、、特特特特にににに問題問題問題問題とととと思思思思われるのはどのようなことですわれるのはどのようなことですわれるのはどのようなことですわれるのはどのようなことです

かかかか。（。（。（。（○○○○はははは３３３３つまでつまでつまでつまで））））    

 １．他人を誹謗中傷（悪く言う、名誉を傷つける）する表現や差別を助長する表現等、人権

を侵害する情報を掲載する 

 ２．出会い系サイトなど犯罪を誘発する場となっている 

 ３．ネットポルノが存在している 

 ４．子どもたちの間で、インターネットを利用した「いじめ問題」が発生している  

 ５．個人情報の不正な取扱いや横流し、流出等が発生している 

 ６．その他（具体的に：                        ） 

 ７．特にない 

 ８．わからない 

 

【【【【問問問問 30303030】】】】インターネットインターネットインターネットインターネットによるによるによるによる人権侵害人権侵害人権侵害人権侵害をををを防防防防ぐためにぐためにぐためにぐために、、、、特特特特にどのようなことがにどのようなことがにどのようなことがにどのようなことが必要必要必要必要だとだとだとだと思思思思いますかいますかいますかいますか。（。（。（。（○○○○

はははは３３３３つまでつまでつまでつまで））））    

 １．人権侵害を受けた人のための相談体制を充実する 

 ２．個人のプライバシーや名誉に関する正しい理解を深めるための教育・啓発活動を推進す

る 

 ３．プロバイダ等に対し情報の停止・削除を求める 

 ４．プロバイダ等が、人権侵害等に係る情報の停止・削除を自主的に行う 

 ５．実名登録を義務づけるなど、情報発信者に対する制限を設ける 

 ６．憲法の保障する表現の自由にもかかわる問題であり、慎重に対応する必要がある 

 ７．違法な情報発信に対して監視を強化する 

 ８．学校教育の中で、情報モラルについての教育を充実する  

 ９．その他（具体的に：                         ） 

 10．特にない 

 11．わからない 
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人権課題人権課題人権課題人権課題等等等等のののの解決解決解決解決のためのためのためのためにににに 

 

【【【【問問問問 31313131】】】】あなたはあなたはあなたはあなたは人権啓発講演会人権啓発講演会人権啓発講演会人権啓発講演会やややや学習会学習会学習会学習会にににに参加参加参加参加したことがありますかしたことがありますかしたことがありますかしたことがありますか。。。。    

（（（（○○○○はははは１１１１つまでつまでつまでつまで））））    

 １．何回となく参加した ⇒ 【問 32】へお進みください 

 ２．１～２回参加した  ⇒ 【問 32】へお進みください 

 ３．参加したことがない ⇒ 【ア】をお答えて、【問 32】へお進みください 

 

【【【【アアアア】】】】    問問問問 31313131 でででで「「「「参加参加参加参加したことがないしたことがないしたことがないしたことがない」」」」とととと答答答答えたえたえたえた方方方方にににに、、、、そのそのそのその理由理由理由理由ををををおおおお伺伺伺伺いしますいしますいしますいします。。。。    

（（（（○○○○はいくつでもはいくつでもはいくつでもはいくつでも））））    

 １．講演会や学習会が開催されるのを知らなかった 

 ２．参加したかったが時間がなかった 

 ３．人権問題に関心がない 

 ４．人権のことはよく知っており参加の必要がない 

 ５．その他（具体的に：                       ） 

 ６．特に理由はない 

 

【【【【問問問問 32323232】】】】人権人権人権人権がががが尊重尊重尊重尊重されるされるされるされる社会社会社会社会をををを充実充実充実充実するためにするためにするためにするために、、、、橋本市橋本市橋本市橋本市としてとしてとしてとして、、、、どのようなどのようなどのようなどのような取組取組取組取組によりによりによりにより一層力一層力一層力一層力をををを入入入入

れるれるれるれる必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると思思思思いますかいますかいますかいますか。。。。    （（（（○○○○はははは３３３３つまでつまでつまでつまで））））    

１. 学校や社会において人権教育を充実する 

２．人格を形成する大事な時期である乳幼児にも人権教育を行う 

３. 人権意識を高めるための啓発広報活動を充実する 

４. 人権に関する情報の収集や提供を充実する 

５. 講演会や学習会、シンポジウムなどを開催する  

６．「ワークショップ※」など、参加・体験型事業を充実する 

７. 人権問題を抱える団体との交流事業を実施する  

８. 人権問題に関する相談窓口を充実する 

９．人権侵害を受けた人や社会的に弱い立場にある人の救済・支援 

10．教職員、保健・医療・福祉関係従事者、公務員など、人権にかかわりの深い職業に従事

する人の人権意識のさらなる向上と活動 

11. その他（具体的に：                        ） 

12. 特にない  

※「ワークショップ」とは、自発的に集まった参加者が、お互いに意見を出し合い、何かを学んだり、

創り出したりする活動 
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【【【【問問問問 33333333】】】】あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、市民一人市民一人市民一人市民一人ひとりがひとりがひとりがひとりが、、、、人権人権人権人権をををを尊重尊重尊重尊重しあうためにしあうためにしあうためにしあうために心心心心がけたりがけたりがけたりがけたり行動行動行動行動すべきことはどのよすべきことはどのよすべきことはどのよすべきことはどのよ

うなことだとうなことだとうなことだとうなことだと思思思思いますかいますかいますかいますか。（。（。（。（○○○○はははは３３３３つまでつまでつまでつまで））））    

 １．人権に対する正しい知識を身につけること 

 ２．因習や誤った固定観念にとらわれないこと 

 ３．自分の権利ばかりでなく他人の権利を尊重すること 

 ４．自分の生活している地域の人々を大切にすること 

 ５．家庭内で、家族との話し合いを大事にすること 

 ６．職場で、人権を尊重する意識を高めあうこと 

 ７．その他（具体的に：                         ） 

 ８．特にない 

 ９．わからない 

 

【【【【問問問問 34343434】】】】今今今今、、、、あなたのあなたのあなたのあなたの家庭家庭家庭家庭でででで、、、、一番困一番困一番困一番困っているっているっているっている問題問題問題問題はははは何何何何ですかですかですかですか。（。（。（。（○○○○はははは３３３３つまでつまでつまでつまで））））    

 １．経済的な面で生活が苦しい 

 ２．仕事を探しているが雇用してもらえるところがない 

 ３．自分または家族の病気などで困っている 

 ４．両親等への介護などに心身ともに疲れている 

 ５．母子・父子家庭で、仕事と家事、育児が大変である 

 ５．福祉施設への入所が困難である 

 ６．子どもの教育費が大変である 

 ７．子どものいじめ・不登校・ひきこもり等、悩んでいる 

 ８．老人のみの世帯で毎日の生活が大変である 

 ９．夫婦・親子間での人間関係が上手くいっていない 

 10．隣近所との人間関係が上手くいっていない 

 11．その他（具体的に：                          ） 

 12．特にない 

 13．わからない 

 

【【【【問問問問 35353535】】】】あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、橋本市橋本市橋本市橋本市のののの行政運営行政運営行政運営行政運営のののの中中中中でもでもでもでも、、、、特特特特にににに力力力力をををを入入入入れてほしいれてほしいれてほしいれてほしい施策施策施策施策はなんですかはなんですかはなんですかはなんですか。（。（。（。（○○○○はははは３３３３つつつつ

までまでまでまで））））    

 １．安心して子育てができる環境整備 

 ２．高齢者に対する制度の充実 

 ３．障がい者に対する支援策の拡充 

 ４．商工業の活性化を図るための対策 

 ５．農家として自立できる農業政策 

 ６．企業誘致の促進と雇用の拡大 

 ７．道路整備による交通の利便性向上 

 ８．市営住宅の整備と充実 
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 ９．図書館などの公共施設の整備 

 10．学校教育の充実 

 11．公共事業の拡大 

 12．その他（具体的に：                          ） 

 13．特にない 

 14．わからない 

 

 

最後最後最後最後にににに、、、、あなたごあなたごあなたごあなたご自身自身自身自身のことについておのことについておのことについておのことについてお聞聞聞聞きしますきしますきしますきします。。。。    

 

○○○○あなたのあなたのあなたのあなたの性別性別性別性別    

 １．男性      ２．女性 

 

○○○○あなたのあなたのあなたのあなたの年齢年齢年齢年齢（（（（平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年１０１０１０１０月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在））））    

 １．２０歳～２９歳   ２．３０歳～３９歳   ３．４０歳～４９歳 

 ４．５０歳～５９歳   ５．６０歳～６９歳   ６．７０歳以上 

 

○○○○あなたのあなたのあなたのあなたの職業職業職業職業    

 １．農林水産業（農林水産業の事業主とその家族従業員） 

 ２．自営業（農林水産業をのぞく商工サービス業、自由業などの事業主とその家族従業員） 

 ３．公務員 

 ４．会社員・団体職員 

 ５．学生 

 ６．その他（具体的に：                        ） 

 

○○○○あなたのあなたのあなたのあなたの家族構成家族構成家族構成家族構成    

 １．単身             ２．夫婦のみ 

 ３．夫婦と子           ４．夫婦と親 

 ５．３世代            ６．一人親と子 

 ７．その他（          ） 
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■■■■最後最後最後最後にににに、、、、人権人権人権人権についてのごについてのごについてのごについてのご意見等意見等意見等意見等ありましたらありましたらありましたらありましたら、、、、自由自由自由自由にににに記入記入記入記入してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ごごごご協力協力協力協力いただきありがとうございましたいただきありがとうございましたいただきありがとうございましたいただきありがとうございました。。。。    

    このこのこのこの調査票調査票調査票調査票はははは、、、、同封同封同封同封のののの封筒封筒封筒封筒にににに入入入入れてごれてごれてごれてご返送返送返送返送くださいくださいくださいください。。。。    

（（（（切手切手切手切手はははは不要不要不要不要ですですですです））））    
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